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第１章 調査の概要

１．調査の目的 

人権に関する職員の意識を把握し、「第５次芦屋市人権教育・人権啓発に関する総合推進指針」の

策定のための基礎資料とすることを目的に、アンケート調査を実施しました。 

２．調査方法 

・調査対象：全職員(特別職、長期休暇者並びに他自治体等への派遣中の職員除く)  

          市職員 １,7２５人  教職員 3８3人 

・調査方法：原則インターネット回答 

・調査期間：令和６年９月２日から令和６年９月２７日まで 

3．回収状況 

対象数 有効回収数※ 有効回収率

２,１０８(件) １,６２５(件) 77.１％ 

※有効回収数のうち、インターネットによるもの１,５９４件、調査票によるもの3１件（インターネッ

ト回答率９８.１％）。 

過去の調査との回収状況の比較 

対象数 有効回収数 有効回収率 

令和元年度調査 １,８０４(件) １,２９１(件) 7１.６％ 

平成２６年度調査 １,４０８(件) １,１２８(件) ８０.１％ 
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４．報告書の留意点・見方 

・図表中の（ｎ）とは、集計対象者実数（あるいは該当対象者実数）をさしています。 

・図表の数値（％)は、すべて小数点以下第２位を四捨五入して表示しています。そのため、単数回答

を含めた設問でも、比率の合計が１００％にならない場合があります。 

・複数回答を含めた設問は、比率の合計が１００％を超えます。 

・無記入及び回答の読み取りが著しく困難な場合のほか、回答を１つだけ求めている設問に対して２

つ以上回答していた場合は「不明・無回答」として処理を行いました。 

・集計結果の表記にあたり、今回行いました「芦屋市人権に関する職員意識調査」は職員調査と表記

しています。また、報告書の中で他調査と比較を行っており、それらの調査の詳細は以下の通りで

す。 

     ＜他調査の詳細＞ 

令和６年度市民調査 

「人権に関する市民意識調査報告書」 

発行 芦屋市 

調査期間 令和６年９月２日～９月２7日 

調査方法 
郵送配布・郵送回収 

またインターネット回答 

令和元年度調査 

「人権についての職員意識調査報告書」 

発行 芦屋市 

調査期間 令和元年８月２８日～９月２０日 

調査方法 
庁内便による配布・回収 

またはインターネット回答 

・クロス表内において、上位１位、上位２位、上位3位には色付けをしています。 

・性別や年齢別などのクロス集計では、各クロス項目の「不明・無回答」を表記していないため、「全

体」の回答数とクロス項目の回答数の合計は一致しません。 

・回答割合を過去の調査と比較する場合、５.０ポイント以上の差がみられたものについて記述してい

ます。 

・クロス集計による分析では、集計対象者実数が１０件未満の項目については、ほかの項目と回答割

合に大きな差がある選択肢であっても、本文中でふれていません。 



3 

第２章 調査結果

１．回答者の属性 

図表 Ｆ１ 所属 

図表 Ｆ２ 性別 

図表 Ｆ3 年齢 

職員調査

(ｎ=１,６２５)

男性

（ｎ=５3０)

女性

（ｎ=９7４)

１・２に当てはまらない

（ｎ=3)

回答しない

（ｎ=１１６) ６.９ 

33.3 

１１.7 

１５.7 

１２.7 

２６.7 

33.3 

１９.６ 

3５.５ 

２５.3 

２3.3 

２６.４ 

２２.６ 

２４.９ 

3１.９ 

3１.０ 

１５.7 

２６.０ 

１０.3 

33.3 

１１.２ 

１０.４ 

１０.９ 

０.９ 

０.１ 

０.２ 

０.3 

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

１０歳代 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代

５０歳代 ６０歳以上 不明・無回答 ０

性
別

あなたの性別は。 Ｆ２ 

あなたの年齢は。（令和６年度９月１日現在） Ｆ3 

あなたの所属は。Ｆ１

3２.６ ５９.９ 

０.２ 7.１ 

０.１ 

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

男性 女性 １・２に当てはまらない

回答しない 不明・無回答

3２.８ １7.６ ４９.５ ０.１ 

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

市長部局 教育委員会 その他 不明・無回答
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２．人権全般に関することがらについて 

図表 １-１ 人権を身近に感じる程度

人権を身近に感じる程度について、「ある程度身近に感じる」が ４９.８％で最も高く、次いで「どち

らとも言えない」が ２１.４％、「ひじょうに身近に感じる」が １９.２％となっています。『身近に感じる』

（「ひじょうに身近に感じる」と「ある程度身近に感じる」の合計）では６９.０％となっています。 

市民調査と比較すると、『身近に感じる』（６９.０％）では、市民調査(５４.２％)よりも １４.８ ポイント

高くなっています。

図表 １-２ 人権を身近に感じる程度 他調査との比較 

令和元年度調査と比較すると、『身近に感じる』（６９.０％）では、令和元年度調査（６3.５％）よりも

５.５ポイント高くなっています。 

あなたは、「人権」ということを、どの程度身近に感じていますか。（○は １つだけ） 問１ 

１９.２

１１.６

４９.８

４２.６

２１.４

２０.４

7.９

２１.０

０.８

２.４

０.９

１.２

０.８

50.0

0.0

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

市民調査

(ｎ=１,１０５)

ひじょうに身近に感じる ある程度身近に感じる

どちらとも言えない あまり身近に感じない

まったく身近に感じない わからない

不明・無回答

１９.２

１7.６

１１.６

４９.８

４５.９

４２.６

２１.４

２２.7

２０.４

7.９

１０.１

２１.０

０.８

１.９

２.４

０.９

１.7

１.２

０.２

０.８

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査

(ｎ=１,２９１)

市民調査

(ｎ=１,１０５)

ひじょうに身近に感じる ある程度身近に感じる

どちらとも言えない あまり身近に感じない

まったく身近に感じない わからない

不明・無回答
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図表 １-3 人権を身近に感じる程度 性別・年齢別 

性別でみると、『身近に感じる』では、女性が7１.６％で、男性（６６.６％）より５ポイント高くなってい

ます。 

年齢別でみると、すべての年代において「ある程度身近に感じる」が最も高くなっています。『身近

に感じる』では、５０歳代が7５.８％で最も高く、3０歳代が６１.５％で最も低くなっており、差が１４.3

ポイントとなっています。 

全体

（ｎ＝１,６２５）

男性

（ｎ＝５3０）

女性

（ｎ＝９7４）

１・２に当てはまらない

（ｎ＝3）

回答しない

（ｎ＝１１６）

２０歳代

（ｎ＝２０６）

３０歳代

（ｎ＝４１１）

４０歳代

（ｎ＝４０４）

５０歳代

（ｎ＝４２２）

６０歳以上

（ｎ＝１77）
２６.６

２４.９

１7.６

１４.１

１５.０

１８.１

１９.０

２０.０

１９.２

４２.９

５０.９

５５.０

４7.４

４８.５

４２.２

６６.7

５２.６

４６.６

４９.８

２４.3

１7.１

１８.１

２５.５

２４.８

２６.7

33.3

１９.９

２２.５

２１.４

５.６

５.２

８.２

１０.7

９.7

１０.3

7.3

８.7

7.９

０.９

１.０

１.２

０.7

１.１

０.８

０.６

０.９

０.２

１.０

１.９

２.６

０.５

１.１

０.９

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

ひじょうに身近に感じる ある程度身近に感じる

どちらとも言えない あまり身近に感じない

まったく身近に感じない わからない

不明・無回答

性
別

年
齢
別
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図表２①-１ 日本の社会は人権が尊重されているか 

日本の社会は人権が尊重されているかについて、「どちらかといえば思う」が４４.６％で最も高く、

次いで「どちらとも言えない」が3４.６％、「どちらかといえばそう思わない」が１１.９％となっていま

す。『そう思う』（「そう思う」と「どちらかといえば思う」の合計）では５１.3％となっています。 

市民調査と比較すると、「どちらとも言えない」(3４.６％)は、市民調査(２7.９％)よりも６.7ポイン

ト高くなっています。 

図表 ２①-２ 日本の社会は人権が尊重されているか 他調査との比較 

令和元年度調査との大きな差はみられません。 

６.7

６.４

８.６

４４.６

４3.3

４０.９

3４.６

3４.９

２7.９

１１.９

１２.５

１６.3

２.２

3.０

５.５ ０.８

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査

(ｎ=１,２９１)

市民調査

(ｎ=１,１０５)

そう思う どちらかといえば思う

どちらとも言えない どちらかといえばそう思わない

そうは思わない 不明・無回答

今の日本の社会は、人権が尊重されていると思いますか。（○は １つだけ） 問 ２① 

６.7

８.６

４４.６

４０.９

3４.６

２7.９

１１.９

１６.3

２.２

５.５ ０.８

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

市民調査

(ｎ=１,１０５)

そう思う どちらかといえば思う

どちらとも言えない どちらかといえばそう思わない

そうは思わない 不明・無回答
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図表２①-3 日本の社会は人権が尊重されているか 性別・年齢別 

性別でみると、『そう思う』では、男性が５7.3％で、女性（４９.６％）より7.7ポイント高くなっていま

す。また、「どちらとも言えない」は、女性が3６.８％で、男性（２８.3％）より８.５ポイント高くなってい

ます。 

年齢別でみると、すべての年代において「どちらかといえば思う」が最も高くなっています。『そう

思う』では、２０歳代が５５.3％で最も高く、６０歳以上が４５.８％で最も低くなっており、差が９.５ポイ

ントとなっています。 

全体

（ｎ＝１,６２５）

男性

（ｎ＝５3０）

女性

（ｎ＝９7４）

１・２に当てはまらない

（ｎ＝3）

回答しない

（ｎ＝１１６）

２０歳代

（ｎ＝２０６）

３０歳代

（ｎ＝４１１）

４０歳代

（ｎ＝４０４）

５０歳代

（ｎ＝４２２）

６０歳以上

（ｎ＝１77）
６.８

６.２

５.０

7.3

１０.２

６.０

４.５

１０.９

６.7

3９.０

４４.3

４８.3

４４.０

４５.１

3４.５

４５.１

４６.４

４４.６

3９.０

37.４

3１.２

3５.3

２９.１

４４.０

６６.7

3６.８

２８.3

3４.６

１3.０

９.５

１3.９

１０.９

１４.１

９.５

33.3

１１.９

１２.3

１１.９

２.3

２.６

１.7

２.４

１.５

６.０

１.7

２.１

２.２

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

そう思う どちらかといえば思う

どちらとも言えない どちらかといえばそう思わない

そうは思わない 不明・無回答

性
別

年
齢
別
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図表２②-１ 芦屋市では人権が尊重されているか 

芦屋市では人権が尊重されているかについて、「どちらかといえば思う」が５０.１％で最も高く、次

いで「どちらとも言えない」が3４.7％、「そう思う」が９.８％となっています。『そう思う』では５９.９％

となっています。 

市民調査と比較すると、『そう思う』 (５９.９％)では市民調査(５２.3％)より7.６ポイント高くなっ

ています。また、「どちらとも言えない」(3４.7％)は市民調査(４０.８％)より６.１ポイント低くなって

います。 

図表 ２②-２ 芦屋市では人権が尊重されているか 他調査との比較 

令和元年度調査との大きな差はみられません。 

芦屋市では、人権が尊重されていると思いますか。（○は １つだけ） 問 ２② 

９.８

９.7

１２.４

５０.１

４６.２

3９.９

3４.7

3６.６

４０.８

４.２

５.６

3.８

１.２

１.９

２.3

０.１

０.８

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査

(ｎ=１,２９１)

市民調査

(ｎ=１,１０５)

そう思う どちらかといえば思う

どちらとも言えない どちらかといえばそう思わない

そうは思わない 不明・無回答

９.８

１２.４

５０.１

3９.９

3４.7

４０.８

４.２

3.８

１.２

２.3

０.８

50.0

0.0

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

市民調査

(ｎ=１,１０５)

そう思う どちらかといえば思う

どちらとも言えない どちらかといえばそう思わない

そうは思わない 不明・無回答
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図表２②-3 芦屋市では人権が尊重されているか 性別・年齢別 

性別でみると、『そう思う』では、男性が６3.８％、女性が５９.１％となっています。また、男性・女性

ともに「どちらかといえば思う」が最も高く、男性４８.１％、女性５１.８％となっています。 

年齢別でみると、すべての年代において「どちらかといえば思う」が最も高くなっており、『そう思う』

では、２０歳代が６８.９％で最も高く、６０歳以上が５５.４％で最も低くなっており、差が１3.５ポイント

となっています。 

全体

（ｎ＝１,６２５）

男性

（ｎ＝５3０）

女性

（ｎ＝９7４）

１・２に当てはまらない

（ｎ＝3）

回答しない

（ｎ＝１１６）

２０歳代

（ｎ＝２０６）

３０歳代

（ｎ＝４１１）

４０歳代

（ｎ＝４０４）

５０歳代

（ｎ＝４２２）

６０歳以上

（ｎ＝１77）
９.６

８.８

7.２

１０.９

１５.０

４.3

7.3

１５.7

９.８

４５.８

４８.８

５４.7

４7.４

５3.９

４６.６

５１.８

４８.１

５０.１

37.3

3６.3

33.２

3６.7

２7.２

４3.１

６６.7

3５.５

3０.９

3４.7

６.８

４.7

3.7

3.４

２.９

５.２

33.3

４.２

3.８

４.２

０.６

１.４

１.２

１.５

１.０

０.９

１.１

１.５

１.２

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

そう思う どちらかといえば思う

どちらとも言えない どちらかといえばそう思わない

そうは思わない 不明・無回答

性
別

年
齢
別
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図表２③-１ 芦屋市民の人権意識は高くなっているか 

芦屋市民の人権意識は高くなっているかについて、「どちらとも言えない」が４５.８％で最も高く、

次いで「どちらかといえば思う」が37.８％、「そう思う」が１１.０％となっています。『そう思う』では

４８.８％となっています。 

市民調査と比較すると、『そう思う』（４８.８％)では市民調査（3４.５％）より１４.3ポイント高くなっ

ています。 

「どちらとも言えない」（４５.８％)は市民調査（５４.２％）より８.４ポイント低くなっています。 

図表 ２③-２ 芦屋市民の人権意識は高くなっているか 他調査との比較 

令和元年度調査と比較すると、『そう思う』（４８.８％)では令和元年度調査（４3.１％）より５.7ポイ

ント高くなっています。 

１１.０

８.５

９.3

37.８

3４.６

２５.２

４５.８

５０.４

５４.２

3.６

3.６

５.3

１.８

２.６

４.7

０.２

１.3

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査

(ｎ=１,２９１)

市民調査

(ｎ=１,１０５)

そう思う どちらかといえば思う

どちらとも言えない どちらかといえばそう思わない

そうは思わない 不明・無回答

芦屋市民の人権意識（お互いの人権を尊重する意識）は５～６年前に比べて高

くなっていると思いますか。（○は １つだけ） 
問 ２③ 

１１.０

９.3

37.８

２５.２

４５.８

５４.２

3.６

５.3

１.８

４.7 １.3

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

市民調査

(ｎ=１,１０５)

そう思う どちらかといえば思う

どちらとも言えない どちらかといえばそう思わない

そうは思わない 不明・無回答
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図表２③-3 芦屋市民の人権意識は高くなっているか 性別・年齢別 

性別でみると、『そう思う』では、男性が４９.５％、女性が５０.０％となっています。 

年齢別でみると、『そう思う』では、４０歳代が５２.９％で最も高く、3０歳代が４3.3％で最も低くな

っており、差が９.６ポイントとなっています。また、すべての年齢層で「どちらとも言えない」が最も高

くなっています。  

全体

（ｎ＝１,６２５）

男性

（ｎ＝５3０）

女性

（ｎ＝９7４）

１・２に当てはまらない

（ｎ＝3）

回答しない

（ｎ＝１１６）

２０歳代

（ｎ＝２０６）

３０歳代

（ｎ＝４１１）

４０歳代

（ｎ＝４０４）

５０歳代

（ｎ＝４２２）

６０歳以上

（ｎ＝１77）
６.８

１１.１

１２.１

１０.２

１3.６

８.６

１０.５

１２.５

１１.０

４１.２

４０.０

４０.８

33.１

3４.０

２８.４

3９.５

37.０

37.８

４４.６

４3.１

４２.3

５１.１

４7.６

６１.２

１００.０

４４.3

４４.7

４５.８

６.２

４.3

3.０

２.９

２.９

１.7

４.０

3.４

3.６

１.１

１.４

１.7

２.7

１.９

１.7

２.５

１.８

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

そう思う どちらかといえば思う

どちらとも言えない どちらかといえばそう思わない

そうは思わない 不明・無回答

性
別

年
齢
別
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図表3-１ 人権を侵害された経験 

人権を侵害された経験について、「ない」が６7.８％、「ある」が3２.２％となっています。 

市民調査との大きな差はみられません。 

図表 3-２ 人権を侵害された経験 他調査との比較 

令和元年度調査との大きな差はみられません。 

あなたは、今までに、自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか。 問３ 

3２.２

２８.６

６7.８

６９.６ １.８

50.0

0.0

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

市民調査

(ｎ=１,１０５)

ある ない 不明・無回答

3２.２

33.９

２８.６

６7.８

６５.６

６９.６

０.５

１.８

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査

(ｎ=１,２９１)

市民調査

(ｎ=１,１０５)

ある ない 不明・無回答
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図表3-3 人権を侵害された経験 性別・年齢別 

性別でみると、男性・女性ともに「ない」の方が高く、男性7０.６％、女性６7.０％となっています。

「ある」は男性２９.４％、女性33.０％となっています。 

年齢別でみると、すべての年代で「ない」の方が高く、２０歳代は８０.０％を超えています。 

全体

（ｎ＝１,６２５）

男性

（ｎ＝５3０）

女性

（ｎ＝９7４）

１・２に当てはまらない

（ｎ＝3）

回答しない

（ｎ＝１１６）

２０歳代

（ｎ＝２０６）

３０歳代

（ｎ＝４１１）

４０歳代

（ｎ＝４０４）

５０歳代

（ｎ＝４２２）

６０歳以上

（ｎ＝１77）
3０.５

４０.０

3６.１

２7.０

１９.９

37.９

33.3

33.０

２９.４

3２.２

６９.５

６０.０

６3.９

73.０

８０.１

６２.１

６６.7

６7.０

7０.６

６7.８

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

ある ない 不明・無回答

性
別

年
齢
別
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図表3-１-１ 受けた人権侵害の内容 

受けた人権侵害の内容について、「パワー・ハラスメント（パワハラ：職場で地位や人間関係などの

優位性を用いて行ういやがらせやいじめ）」が５６.５％で最も高く、次いで「うわさや陰口、悪口により

名誉や信用を傷つけられた」が４3.3％、「プライバシーの侵害」が１８.１％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「パワー・ハラスメント（パワハラ：職場で地位や人間関係などの優

位性を用いて行ういやがらせやいじめ）」(５６.５％)は、令和元年度調査(５０.９％)より５.６ポイント

高くなっています。また、「学校園でのいじめや体罰」（１５.１％)は、令和元年度調査（２１.7％）より

６.６ポイント低くなっています。 

市民調査と比較すると、「パワー・ハラスメント（パワハラ：職場で地位や人間関係などの優位性を

用いて行ういやがらせやいじめ）」(５６.５％)は、市民調査 (４４.０％)より１２.５ポイント高くなってい

ます。「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ：配偶者や恋人・パートナーからの暴力・暴言など）」(６.１％)

は市民調査(１3.3％)より7.２ポイント低くなっています。  

４3.3

１3.４

５.５

５６.５

６.１

１５.１

１４.3

１８.１

１４.５

５.２

６.１

４.４

５.3

０.０

４６.１

１４.４

６.６

５０.９

６.４

２１.7

１４.６

１7.６

１１.２

６.６

４.８

５.3

２.５

3８.９

１８.０

８.９

４４.０

１０.１

１7.４

１7.４

１４.２

１６.１

８.２

１3.3

６.６

7.3

１.3

０％ ２０％ ４０％ ６０％

うわさや陰口、悪口により

名誉や信用を傷つけられた

市役所や学校園を含む公的機関、企業、

団体などによる不当な取扱い

（学校園でのいじめや体罰は除く）

地域での暴力・脅迫・無理強い・仲間はずれ

パワー・ハラスメント

（パワハラ：職場で地位や人間関係などの

優位性を用いて行ういやがらせやいじめ）

家庭での暴力や虐待

学校園でのいじめや体罰

差別待遇（信条・性別・社会的身分・

心身の障がいなどによる不利な扱い）

プライバシーの侵害

セクシュアル・ハラスメント

（セクハラ：性的いやがらせ）

ストーカー行為

ドメスティック・バイオレンス

（ＤＶ：配偶者や恋人・パートナーからの

暴力・暴言など）

インターネット（ＳＮＳなど）

を悪用した人権侵害

その他

不明・無回答

職員調査(ｎ=５２４)

令和元年度調査(ｎ=４3８)

市民調査(ｎ=3１６)

【問 3で「ある」を回答した人】 

どのような人権侵害でしたか。（○はいくつでも） 
問 3－１ 

※令和元年度調査は「公的機関や企業、団体による

不当（ひどい、いい加減）な扱い」 
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図表3-１-２ 受けた人権侵害の内容 性別 

性別でみると、男性・女性ともに「パワー・ハラスメント（パワハラ：職場で地位や人間関係などの優

位性を用いて行ういやがらせやいじめ）」が最も高く、男性５９.６％、女性５４.５％となっています。次

いで「うわさや陰口、悪口により名誉や信用を傷つけられた」が男性４7.４％、女性４１.7％となって

います。続いて、男性は「学校園でのいじめや体罰」が１８.６％、女性は「セクシュアル・ハラスメント（セ

クハラ：性的いやがらせ）」が１８.４％となっています。 

ｎ

(

人

)

う
わ
さ
や
陰
口

、
悪
口
に
よ
り
名
誉
や
信
用
を

傷
つ
け
ら
れ
た

市
役
所
や
学
校
園
を
含
む
公
的
機
関

、
企
業

、

団
体
な
ど
に
よ
る
不
当
な
取
扱
い

（
学
校
園
で

の
い
じ
め
や
体
罰
は
除
く

）

地
域
で
の
暴
力
・
脅
迫
・
無
理
強
い
・

仲
間
は
ず
れ

パ
ワ
ー

・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

（
パ
ワ
ハ
ラ

職
場
で
地
位
や
人
間
関
係
な
ど
の
優
位
性

を
用
い
て
行
う
い
や
が
ら
せ
や
い
じ
め

）

家
庭
で
の
暴
力
や
虐
待

学
校
園
で
の
い
じ
め
や
体
罰

差
別
待
遇

（
信
条
・
性
別
・
社
会
的

身
分
・
心
身
の
障
が
い
な
ど
に
よ
る

不
利
な
扱
い

）

プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
侵
害

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

（
セ
ク
ハ
ラ

性
的
い
や
が
ら
せ

）

ス
ト
ー

カ
ー

行
為

５２４ ４3.3 １3.４ ５.５ ５６.５ ６.１ １５.１ １４.3 １８.１ １４.５ ５.２

男性 １５６ ４7.４ １６.7 7.7 ５９.６ ４.５ １８.６ ９.６ １６.7 3.２ 3.２

女性 3２１ ４１.7 １１.５ ５.3 ５４.５ ６.９ １２.１ １６.２ １６.５ １８.４ ５.６

１・２に当てはまらない １ ０.０ ０.０ ０.０ １００.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０

回答しない ４４ ４3.２ １５.９ ０.０ ５９.１ ６.８ ２２.7 １８.２ 3６.４ ２7.3 ９.１

ｎ

(
人

)

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス

（
Ｄ
Ｖ

配
偶
者
や
恋
人
・

パ
ー

ト
ナ
ー

か
ら
の
暴
力
・
暴
言
な
ど

）

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど

）

を
悪
用
し
た
人
権
侵
害

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

５２４ ６.１ ４.４ ５.3 ０.０

男性 １５６ ０.６ ６.４ 3.２ ０.０

女性 3２１ ８.１ ２.２ ６.５ ０.０

１・２に当てはまらない １ １００.０ １００.０ ０.０ ０.０

回答しない ４４ ６.８ １１.４ ４.５ ０.０

性
別

全体

全体

性
別

(単位：％) 

：
 

：
 

：
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図表3-１-３ 受けた人権侵害の内容 年齢別 

年齢別でみると、２０歳代は「うわさや陰口、悪口により名誉や信用を傷つけられた」、その他の年

代では「パワー・ハラスメント（パワハラ：職場で地位や人間関係などの優位性を用いて行ういやがら

せやいじめ）」が最も高くなっています。 

ｎ

(

人

)

う
わ
さ
や
陰
口

、
悪
口
に
よ
り
名
誉
や
信
用
を

傷
つ
け
ら
れ
た

市
役
所
や
学
校
園
を
含
む
公
的
機
関

、
企
業

、

団
体
な
ど
に
よ
る
不
当
な
取
扱
い

（
学
校
園
で

の
い
じ
め
や
体
罰
は
除
く

）

地
域
で
の
暴
力
・
脅
迫
・
無
理
強
い
・

仲
間
は
ず
れ

パ
ワ
ー

・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

（
パ
ワ
ハ
ラ

職
場
で
地
位
や
人
間
関
係
な
ど
の
優
位
性

を
用
い
て
行
う
い
や
が
ら
せ
や
い
じ
め

）

家
庭
で
の
暴
力
や
虐
待

学
校
園
で
の
い
じ
め
や
体
罰

差
別
待
遇

（
信
条
・
性
別
・
社
会
的

身
分
・
心
身
の
障
が
い
な
ど
に
よ
る

不
利
な
扱
い

）

プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
侵
害

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

（
セ
ク
ハ
ラ

性
的
い
や
が
ら
せ

）

ス
ト
ー

カ
ー

行
為

５２４ ４3.3 １3.４ ５.５ ５６.５ ６.１ １５.１ １４.3 １８.１ １４.５ ５.２

２０歳代 ４１ ６５.９ １２.２ 7.3 ５６.１ ２.４ ２４.４ １7.１ ２６.８ ９.８ 7.3

３０歳代 １１１ ４０.５ １９.８ ９.９ ５3.２ 3.６ １１.7 １４.４ １８.０ １８.９ 7.２

４０歳代 １４６ ４０.４ １１.０ ４.１ ５６.２ ６.２ １５.１ １２.3 １８.５ １２.3 3.４

５０歳代 １６９ ４3.２ １２.４ ４.１ ５９.２ ８.3 １４.２ １3.６ １５.４ １６.６ ４.7

６０歳以上 ５４ ４２.６ １１.１ 3.7 ５５.６ 7.４ １６.7 ２０.４ ２０.４ ９.3 ５.６

ｎ
(

人

)

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス

（
Ｄ
Ｖ

配
偶
者
や
恋
人
・

パ
ー

ト
ナ
ー

か
ら
の
暴
力
・
暴
言
な
ど

）

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど

）

を
悪
用
し
た
人
権
侵
害

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

５２４ ６.１ ４.４ ５.3 ０.０

２０歳代 ４１ ０.０ 7.3 ２.４ ０.０

３０歳代 １１１ ４.５ ６.3 ４.５ ０.０

４０歳代 １４６ ６.８ ５.５ ５.５ ０.０

５０歳代 １６９ 7.１ １.８ ６.５ ０.０

６０歳以上 ５４ 7.４ 3.7 ５.６ ０.０

年
齢
別

年
齢
別

全体

全体

(単位：％) 

：
 

：
 

：
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図表3-２-１ 人権が侵害されたときの対処 

人権が侵害されたときの対処について、「友達、同僚、上司、教師に相談した」が４６.８％で最も高

く、次いで「家族、親類に相談した」が3８.４％、「何もしなかった」が１６.２％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「友達、同僚、上司、教師に相談した」、「相手に抗議した」、「何もしな

かった」、「何もできなかった」は令和元年度調査より５.０ポイント以上低くなっています。特に「何もし

なかった」（１６.２％)は令和元年度調査（４１.６％）より２５.４ポイント低くなっています。 

市民調査と比較すると、「友達、同僚、上司、教師に相談した」、「家族、親類に相談した」は市民調査

より7.０ポイント以上高くなっています。また、「警察に相談した」、「相手に抗議した」は7.５ポイント以

上低くなっています。 

【問 3で「ある」を回答した人】 

人権が侵害されたとき、どうしましたか。（○はいくつでも） 

また、１～８を選んだ方は相談することによって、その問題は解決しましたか。 

９を選んだ方は、その後どうなりましたか。 

問 3－２ 

４６.８

3８.４

3.４

3.２

４.６

０.８

６.7

１２.４

１６.２

１２.８

１.５

０.０

５６.６

４０.６

４.3

3.４

４.１

２.１

５.５

１８.５

４１.６

１８.５

２.3

3.２

37.7

3１.3

１１.４

６.６

7.０

3.２

８.９

２０.3

１６.８

１3.０

５.7

０.９

０％ ２０％ ４０％ ６０％

友達、同僚、上司、教師に相談した

家族、親類に相談した

警察に相談した

弁護士に相談した

公的機関（法務局・県庁・市役所、市民相談窓口や

人権擁護委員による人権相談窓口）に相談した

ＮＰＯ法人など民間団体に相談した

職場の相談窓口に相談した

相手に抗議した

何もしなかった

何もできなかった

その他

不明・無回答

職員調査(ｎ=５２４)

令和元年度調査(ｎ=４3８)

市民調査(ｎ=3１６)
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図表3-２-２ 人権が侵害されたときの対処 性別 

性別でみると、男性・女性ともに「友達、同僚、上司、教師に相談した」が最も高く、男性3９.7％、女

性５０.５％となっています。次いで「家族、親類に相談した」が男性２６.3％、女性４５.５％となってい

ます。続いて「何もしなかった」が男性２１.８％、女性１２.８％となっています。 

ｎ

(

人

)

友
達

、
同
僚

、
上
司

、
教
師
に
相
談
し
た

家
族

、
親
類
に
相
談
し
た

警
察
に
相
談
し
た

弁
護
士
に
相
談
し
た

公
的
機
関

（
法
務
局
・
県
庁
・
市
役
所

、
市

民
相
談
窓
口
や
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
人
権

相
談
窓
口

）
に
相
談
し
た

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
民
間
団
体
に
相
談
し
た

職
場
の
相
談
窓
口
に
相
談
し
た

相
手
に
抗
議
し
た

何
も
し
な
か

っ
た

何
も
で
き
な
か

っ
た

５２４ ４６.８ 3８.４ 3.４ 3.２ ４.６ ０.８ ６.7 １２.４ １６.２ １２.８

男性 １５６ 3９.7 ２６.3 １.９ １.９ ２.６ １.3 ９.６ １４.7 ２１.８ １3.５

女性 3２１ ５０.５ ４５.５ ４.０ 3.４ ５.3 ０.６ ５.3 １１.５ １２.８ １２.１

１・２に当てはまらない １ １００.０ １００.０ ０.０ ０.０ １００.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０

回答しない ４４ ４５.５ ２９.５ ４.５ ６.８ ４.５ ０.０ ６.８ １１.４ １８.２ １５.９

ｎ

(

人

)

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

５２４ １.５ ０.０

男性 １５６ ０.６ ０.０

女性 3２１ ０.９ ０.０

１・２に当てはまらない １ ０.０ ０.０

回答しない ４４ ９.１ ０.０

性
別

全体

全体

性
別

(単位：％) 
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図表3-２-3 人権が侵害されたときの対処 年齢別 

年齢別でみると、すべての年代で「友達、同僚、上司、教師に相談した」が最も高く、次いで「家族、

親類に相談した」となっています。 

ｎ

(

人

)

友
達

、
同
僚

、
上
司

、
教
師
に
相
談
し
た

家
族

、
親
類
に
相
談
し
た

警
察
に
相
談
し
た

弁
護
士
に
相
談
し
た

公
的
機
関

（
法
務
局
・
県
庁
・
市
役
所

、
市

民
相
談
窓
口
や
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
人
権

相
談
窓
口

）
に
相
談
し
た

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
民
間
団
体
に
相
談
し
た

職
場
の
相
談
窓
口
に
相
談
し
た

相
手
に
抗
議
し
た

何
も
し
な
か

っ
た

何
も
で
き
な
か

っ
た

５２４ ４６.８ 3８.４ 3.４ 3.２ ４.６ ０.８ ６.7 １２.４ １６.２ １２.８

２０歳代 ４１ ６１.０ ５６.１ ２.４ ０.０ 7.3 ０.０ ４.９ １４.６ ２２.０ ２.４

３０歳代 １１１ ４６.８ 3８.7 7.２ ４.５ ４.５ ０.０ ４.５ ９.９ １８.０ ９.０

４０歳代 １４６ ４６.６ ４４.５ ２.7 ２.１ ２.１ ０.7 ４.１ １５.１ １４.４ １3.０

５０歳代 １６９ ４５.６ 3２.５ １.８ ４.１ ５.９ １.８ ８.９ １０.7 １２.４ １６.０

６０歳以上 ５４ ４２.６ ２7.８ 3.7 3.7 ５.６ ０.０ １3.０ １４.８ ２２.２ １６.7

ｎ

(
人

)

そ
の
他

不
明
・
無
回
答

５２４ １.５ ０.０

２０歳代 ４１ ０.０ ０.０

３０歳代 １１１ ２.7 ０.０

４０歳代 １４６ ０.０ ０.０

５０歳代 １６９ 3.０ ０.０

６０歳以上 ５４ ０.０ ０.０

年
齢
別

全体

全体

年
齢
別

(単位：％) 
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図表3-２-４ 相談先別にみる問題解決の有無 

相談先別にみる問題解決の有無について、「弁護士に相談した」以外で「解決しなかった」が

６５.０％以上と高くなっています。 

図表 3-２-５ 相談先別にみる問題解決の有無 令和元年度調査 

令和元年度調査と比較すると、「弁護士に相談した」、「職場の相談窓口に相談した」、「相手に抗議

した」の中で「解決した」は令和元年度調査より高くなっています。  

33.５

3０.９

3１.６

２６.7

２２.２

１１.１

２０.８

２４.7

５６.５

４４.９

５２.６

６６.7

６１.１

６６.7

６６.7

６５.４

１０.１

２４.２

１５.８

６.7

１６.7

２２.２

１２.５

９.９

50.0

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

友達、同僚、上司、教師に相談した

(ｎ=２４８)

家族、親戚に相談した

(ｎ=１7８)

警察に相談した

(ｎ=１９)

弁護士に相談した

(ｎ=１５)

公的機関（法務局・県庁・市役所や

人権擁護委員による人権相談窓口）

に相談した(ｎ=１８)

ＮＰＯ法人など民間団体に相談した

(ｎ=９)

職場の相談窓口に相談した

(ｎ=２４)

相手に抗議した

(ｎ=８１)

解決した 解決しなかった 不明・無回答 ａａ

3１.４

33.3

２２.２

５８.８

２５.０

２８.６

3０.８

６８.６

６６.7

77.８

４１.２

7５.０

１００.０

7１.４

６９.２

50.0

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

友達、同僚、上司、教師に相談した

(ｎ=２４５)

家族、親類に相談した

(ｎ=２０１)

警察に相談した

(ｎ=１８)

弁護士に相談した

(ｎ=１7)

公的機関（法務局・県庁・市役所、市

民相談窓口や人権擁護委員による

人権相談窓口）に相談した(ｎ=２４)

ＮＰＯ法人など民間団体に相談した

(ｎ=４)

職場の相談窓口に相談した

(ｎ=3５)

相手に抗議した

(ｎ=６５)

解決した 解決しなかった 不明・無回答 ａａ
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図表3-２-６ 何もしなかった人の人権侵害のその後について 

何もしなかった人の人権侵害のその後について、「人権侵害はなくなった」が５８.８％、「その後も

人権侵害は続いた」が４１.２％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「人権侵害はなくなった」(５８.８％)は令和元年度調査(５０.５％)よ

り８.3ポイント高くなっています。 

５８.８

５０.５

４１.２

3８.５ １１.０

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

本調査

(ｎ=８５)

令和元年度調査

(ｎ=１８２)

人権侵害はなくなった その後も人権侵害は続いた 不明・無回答



22 

２６.４

3８.５

１.０

４.０

８.６

０.3

3.3

４.６

１.５

１.０

１０.８

０.０

3１.１

3２.3

０.８

3.3

7.7

０.９

２.２

５.０

２.６

１.０

１０.１

２.９

１４.２

3８.7

４.０

８.3

１６.7

０.7

１.3

５.６

２.０

１.7

６.０

０.7

０％ ２０％ ４０％ ６０％

友達、同僚、上司、教師に相談する

家族、親類に相談する

警察に相談する

弁護士に相談する

公的機関（法務局・県庁・市役所、

市民相談窓口や人権擁護委員

による人権相談窓口）に相談する

ＮＰＯ法人など民間団体に相談する

職場の相談窓口に相談する

相手に抗議するなど自分で解決する

何もしない

その他

わからない

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)

図表 ４-１ 今後人権が侵害された場合の対処 

今後人権が侵害された場合の対処について、「家族、親類に相談する」が3８.５％で最も高く、次い

で「友達、同僚、上司、教師に相談する」が２６.４％、「わからない」が１０.８％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「家族、親類に相談する」(3８.５％)は、令和元年度調査(3２.3％)

より６.２ポイント高くなっています。 

市民調査と比較すると、「友達、同僚、上司、教師に相談する」(２６.４％)は、市民調査(１４.２％)よ

り１２.２ポイント高くなっています。また、「公的機関（法務局・県庁・市役所、市民相談窓口や人権擁護

委員による人権相談窓口）に相談する」(８.６％)は、市民調査(１６.7％)より８.１ポイント低くなってい

ます。  

今後もし、あなたが、自分の人権を侵害された場合、まずどのような対応をし

ますか。（○は １つだけ） 
問 ４ 
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図表４-２ 今後人権が侵害された場合の対処 性別 

性別でみると、男性は「友達、同僚、上司、教師に相談する」が２８.１％、女性は「家族、親類に相談す

る」が４６.４％で最も高く、次いで男性は「家族、親類に相談する」が２６.４％、女性は「友達、同僚、上

司、教師に相談する」が２６.５％となっています。続いて男性は「公的機関（法務局・県庁・市役所、市

民相談窓口や人権擁護委員による人権相談窓口）に相談する」が１１.3％、女性は「わからない」が

９.3％となっています。「家族、親類に相談する」は、女性が男性より２０.０ポイント高くなっています。 

ｎ

(

人

)

友
達

、
同
僚

、
上
司

、
教
師
に
相
談
す
る

家
族

、
親
類
に
相
談
す
る

警
察
に
相
談
す
る

弁
護
士
に
相
談
す
る

公
的
機
関

（
法
務
局
・
県
庁
・
市
役
所

、
市
民

相
談
窓
口
や
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
人
権
相
談

窓
口

）
に
相
談
す
る

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
民
間
団
体
に
相
談
す
る

職
場
の
相
談
窓
口
に
相
談
す
る

相
手
に
抗
議
す
る
な
ど
自
分
で
解
決
す
る

何
も
し
な
い

そ
の
他

１,６２５ ２６.４ 3８.５ １.０ ４.０ ８.６ ０.3 3.3 ４.６ １.５ １.０

男性 ５3０ ２８.１ ２６.４ ２.１ ６.０ １１.3 ０.２ ４.２ ８.５ １.7 １.3

女性 ９7４ ２６.５ ４６.４ ０.４ ２.7 7.3 ０.２ ２.９ ２.２ １.５ ０.６

１・２に当てはまらない 3 33.3 33.3 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ 33.3

回答しない １１６ １８.１ ２7.６ ０.９ ６.０ 7.８ １.7 3.４ 7.８ ０.９ １.7

ｎ

(
人

)

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ １０.８ ０.０

男性 ５3０ １０.２ ０.０

女性 ９7４ ９.3 ０.０

１・２に当てはまらない 3 ０.０ ０.０

回答しない １１６ ２４.１ ０.０

性
別

全体

全体

性
別

(単位：％) 
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図表４-3 今後人権が侵害された場合の対処 年齢別 

年齢別でみると、すべての年代で「家族、親類に相談する」が最も高く、次いで「友達、同僚、上司、

教師に相談する」となっています。 

ｎ

(

人

)

友
達

、
同
僚

、
上
司

、
教
師
に
相
談
す
る

家
族

、
親
類
に
相
談
す
る

警
察
に
相
談
す
る

弁
護
士
に
相
談
す
る

公
的
機
関

（
法
務
局
・
県
庁
・
市
役
所

、
市
民

相
談
窓
口
や
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
人
権
相
談

窓
口

）
に
相
談
す
る

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
民
間
団
体
に
相
談
す
る

職
場
の
相
談
窓
口
に
相
談
す
る

相
手
に
抗
議
す
る
な
ど
自
分
で
解
決
す
る

何
も
し
な
い

そ
の
他

１,６２５ ２６.４ 3８.５ １.０ ４.０ ８.６ ０.3 3.3 ４.６ １.５ １.０

２０歳代 ２０６ 3２.０ ４４.7 １.５ ２.９ ２.４ ０.５ １.９ ５.3 ２.４ ０.０

３０歳代 ４１１ ２５.１ ４２.3 １.２ ２.９ 7.１ ０.０ 3.２ ５.１ ０.7 １.０

４０歳代 ４０４ ２６.２ ４１.3 ０.7 3.５ 7.２ ０.２ ２.５ 3.５ ２.２ １.０

５０歳代 ４２２ ２５.８ 3４.６ ０.５ ５.０ １１.１ ０.7 ５.7 ４.５ ０.7 １.４

６０歳以上 １77 ２４.９ ２５.４ １.7 ６.８ １６.９ ０.０ １.7 ５.６ ２.８ １.１

ｎ

(
人

)

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ １０.８ ０.０

２０歳代 ２０６ ６.3 ０.０

３０歳代 ４１１ １１.４ ０.０

４０歳代 ４０４ １１.６ ０.０

５０歳代 ４２２ １０.０ ０.０

６０歳以上 １77 １3.０ ０.０

年
齢
別

全体

全体

年
齢
別

(単位：％) 
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図表４-４ 今後人権が侵害された場合の対処 人権が侵害されたときの対処別 

今後人権が侵害された場合の対処について、人権が侵害されたときの対処別にみると、「何もしな

かった」、「何もできなかった」と回答した人は、「わからない」が２４.7％（「何もしなかった」）、

２６.９％（「何もできなかった」）と他の対処をした人より高くなっています。  

ｎ

(

人

)

友
達

、
同
僚

、
上
司

、

教
師
に
相
談
す
る

家
族

、
親
類
に
相
談
す
る

警
察
に
相
談
す
る

弁
護
士
に
相
談
す
る

公
的
機
関

（
法
務
局
・
県
庁
・
市
役

所

、
市
民
相
談
窓
口
や
人
権
擁
護
委
員

に
よ
る
人
権
相
談
窓
口

）
に
相
談
す
る

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど

民
間
団
体
に
相
談
す
る

職
場
の
相
談
窓
口
に
相
談
す
る

相
手
に
抗
議
す
る
な
ど

自
分
で
解
決
す
る

全体 １,６２５ ２６.４ 3８.５ １.０ ４.０ ８.６ ０.3 3.3 ４.６

友達、同僚、上司、教師に相談した ２４５ 3８.８ ２3.7 １.２ 7.3 7.3 ０.４ 7.８ ２.４

家族、親類に相談した ２０１ １８.９ ４２.3 １.５ 7.５ ９.０ ０.５ ５.５ 3.５

警察に相談した １８ １１.１ ２7.８ ０.０ １６.7 ５.６ ０.０ ５.６ ５.６

弁護士に相談した １7 １7.６ ５.９ ０.０ ５２.９ ５.９ ０.０ ０.０ ５.９

公的機関（法務局・県庁・市役所、市民相談窓口や
人権擁護委員による人権相談窓口）に相談した

２４ １６.7 １２.５ ０.０ １６.7 ２０.８ ０.０ ８.3 ４.２

ＮＰＯ法人など民間団体に相談した ４ ５０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ２５.０ ２５.０ ０.０ ０.０

職場の相談窓口に相談した 3５ ２０.０ ８.６ ０.０ １１.４ ２２.９ ０.０ ２２.９ ２.９

相手に抗議した ６５ ２3.１ １５.４ １.５ １５.４ ９.２ ０.０ １.５ ２１.５

何もしなかった ８５ ２3.５ １５.3 ０.０ 3.５ １０.６ ０.０ ０.０ ８.２

何もできなかった ６7 ２０.９ ２０.９ １.５ ４.５ １４.９ ０.０ ６.０ １.５

その他 ８ １２.５ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ２５.０ ２５.０

ｎ

(

人

)

何
も
し
な
い

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

全体 １,６２５ １.５ １.０ １０.８ ０.０

友達、同僚、上司、教師に相談した ２４５ ０.８ ０.４ ９.８ ０.０

家族、親類に相談した ２０１ ０.５ ０.５ １０.４ ０.０

警察に相談した １８ ５.６ ５.６ １６.7 ０.０

弁護士に相談した １7 ０.０ ５.９ ５.９ ０.０

公的機関（法務局・県庁・市役所、市民相談窓口や
人権擁護委員による人権相談窓口）に相談した

２４ ０.０ １２.５ ８.3 ０.０

ＮＰＯ法人など民間団体に相談した ４ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０

職場の相談窓口に相談した 3５ ０.０ ０.０ １１.４ ０.０

相手に抗議した ６５ ０.０ １.５ １０.８ ０.０

何もしなかった ８５ ９.４ ４.7 ２４.7 ０.０

何もできなかった ６7 １.５ １.５ ２６.９ ０.０

その他 ８ ０.０ １２.５ ２５.０ ０.０

(単位：％) 
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４3.１

４６.２

２０.９

3６.９

１４.１

１６.7

3.２

６.９

５.3

１０.６

２４.１

４１.7

４.２

６.９

５.８

４.４

５.８

１０.3

33.９

２２.２

２7.８

3８.２

０.１

４９.１

５２.８

3１.４

４９.０

２２.４

２２.２

7.８

８.０

１7.3

２１.８

４3.１

４.９

１０.１

7.3

５.１

7.６

２１.４

１４.６

3８.６

１５.１

１.６

１.４

４０.２

3６.６

3１.１

3５.０

１０.3

２１.４

3.８

８.０

４.５

１3.６

１８.６

４６.3

５.7

１3.８

４.８

５.２

８.０

１２.８

４６.１

２7.５

２４.０

3１.3

１.１

０％ ２０％ ４０％ ６０％

女性に関する問題

こどもに関する問題

高齢者に関する問題

障がいのある人に関する問題

同和問題（部落差別）

日本で暮らす外国人に関する問題

エイズ患者・ＨＩＶ（エイズ・ウイルス）感染者に関する問題

新型コロナウイルス感染症の感染者・医療従事者やその家族に関する問題

ハンセン病患者・回復者及び家族に関する問題

犯罪被害者に関する問題

ＬＧＢＴＱなどの性的少数者に関する問題

インターネット（ＳＮＳなど）による人権侵害の問題

ホームレスの人に関する問題

北朝鮮拉致被害者に関する問題

刑を終えて出所した人に対する差別の問題

アイヌの人々に関する問題

人身取引（性的搾取、強制労働等を目的とした人身取引）に関する問題

ひとり親家庭に関する問題

結婚していない母やその子どもに関する問題

マスコミによる過剰報道の問題

風評にもとづく偏見や差別など災害に伴う人権侵害の問題

福島第一原子力発電所の事故による人権問題

働く人の権利に関する問題

ハラスメントによる人権侵害の問題

その他

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)

図表 ５-１ 関心のある人権問題 

関心のある人権問題について、「こどもに関する問題」が４６.２％で最も高く、次いで「女性に関す

る問題」が４3.１％、「インターネット（ＳＮＳなど）による人権侵害の問題」が４１.7％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「女性に関する問題」、「こどもに関する問題」、「高齢者に関する問

題」、「障がいのある人に関する問題」、「同和問題（部落差別）」、「日本で暮らす外国人に関する問題」、

「犯罪被害者に関する問題」、「ひとり親家庭に関する問題」は、令和元年度調査より５.０ポイント以上

低くなっています。 

市民調査と比較すると、「高齢者に関する問題」、「北朝鮮拉致被害者に関する問題」、「マスコミに

よる過剰報道の問題」、「風評にもとづく偏見や差別など災害に伴う人権侵害の問題」は市民調査よ

り５.０ポイント以上低く、「こどもに関する問題」、「ＬＧＢＴＱなどの性的少数者に関する問題」、「ハラ

スメントによる人権侵害の問題」は市民調査より５.０％以上高くなっています。  

日本の社会には、人権に関するいろいろな問題がありますが、あなたが特に関

心を持っているのはどのようなことですか。（○はいくつでも） 
問 ５ 

※令和元年度調査は「母子家庭や父子家庭に関する問題」 
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図表５-２ 関心のある人権問題 性別 

性別でみると、男性は「インターネット（ＳＮＳなど）による人権侵害の問題」が４１.3％、女性は「女性

に関する問題」が５3.４％で最も高く、次いで「こどもに関する問題」が男性４０.４％、女性５０.４％と

なっています。続いて男性は「マスコミによる過剰報道の問題」が37.7％、女性は「インターネット

（ＳＮＳなど）による人権侵害の問題」が４１.２％となっています。 

ｎ

(

人

)

女
性
に
関
す
る
問
題

こ
ど
も
に
関
す
る
問
題

高
齢
者
に
関
す
る
問
題

障
が
い
の
あ
る
人
に
関
す
る
問
題

同
和
問
題

（
部
落
差
別

）

日
本
で
暮
ら
す
外
国
人

に
関
す
る
問
題

エ
イ
ズ
患
者
・
Ｈ
Ｉ
Ｖ

（
エ
イ
ズ
・
ウ
イ
ル
ス

）

感
染
者
に
関
す
る
問
題

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
者
・
医
療
従
事
者
や
そ
の

家
族
に
関
す
る
問
題

ハ
ン
セ
ン
病
患
者
・
回
復
者

及
び
家
族
に
関
す
る
問
題

犯
罪
被
害
者
に
関
す
る
問
題

１,６２５ ４3.１ ４６.２ ２０.９ 3６.９ １４.１ １６.7 3.２ ６.９ ５.3 １０.６

男性 ５3０ ２５.3 ４０.４ １５.５ 33.８ １８.５ ２０.２ 3.８ ６.０ 7.０ １０.２

女性 ９7４ ５3.４ ５０.４ ２４.１ 3９.3 １２.５ １５.９ 3.２ 7.６ ４.５ １０.０

１・２に当てはまらない 3 １００.０ ６６.7 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ 33.3 ０.０ ０.０

回答しない １１６ 37.１ 3６.２ １９.０ 3１.９ 7.８ 7.８ ０.９ ４.3 ４.3 １８.１

ｎ

(

人

)

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
な
ど
の
性
的
少
数
者
に

関
す
る
問
題

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど

）

に
よ
る
人
権
侵
害
の
問
題

ホ
ー

ム
レ
ス
の
人
に
関
す
る
問
題

北
朝
鮮
拉
致
被
害
者
に
関
す
る
問
題

刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
に

対
す
る
差
別
の
問
題

ア
イ
ヌ
の
人
々
に
関
す
る
問
題

人
身
取
引

（
性
的
搾
取

、
強
制

労
働
等
を
目
的
と
し
た
人
身
取
引

）

に
関
す
る
問
題

ひ
と
り
親
家
庭
に
関
す
る
問
題

マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
過
剰
報
道
の
問
題

風
評
に
も
と
づ
く
偏
見
や
差
別
な
ど

災
害
に
伴
う
人
権
侵
害
の
問
題

１,６２５ ２４.１ ４１.7 ４.２ ６.９ ５.８ ４.４ ５.８ １０.3 33.９ ２２.２

男性 ５3０ ２４.7 ４１.3 ４.3 ８.3 ６.８ ６.２ ４.3 ９.１ 37.7 ２２.3

女性 ９7４ ２3.９ ４１.２ ４.０ ６.２ ５.５ 3.４ ６.６ １１.3 3１.６ ２２.０

１・２に当てはまらない 3 ０.０ 33.3 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０

回答しない １１６ ２４.１ ４８.3 ５.２ ６.０ ４.3 ４.3 ６.９ 7.８ 3６.２ ２４.１

ｎ

(

人

)

働
く
人
の
権
利
に
関
す
る
問
題

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
よ
る

人
権
侵
害
の
問
題

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ２7.８ 3８.２ ０.１

男性 ５3０ ２４.５ 3６.２ ０.４

女性 ９7４ ２９.４ 3８.６ ０.０

１・２に当てはまらない 3 ０.０ 33.3 ０.０

回答しない １１６ 3０.２ ４４.８ ０.０

性
別

性
別

全体

全体

全体

性
別

(単位：％) 
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図表５-3 関心のある人権問題 年齢別 

年齢別でみると、５０歳代は「女性に関する問題」、６０歳以上は「インターネット（ＳＮＳなど）による

人権侵害の問題」、その他の年代では「こどもに関する問題」が最も高くなっています。 

ｎ

(

人

)

女
性
に
関
す
る
問
題

こ
ど
も
に
関
す
る
問
題

高
齢
者
に
関
す
る
問
題

障
が
い
の
あ
る
人
に
関
す
る
問
題

同
和
問
題

（
部
落
差
別

）

日
本
で
暮
ら
す
外
国
人

に
関
す
る
問
題

エ
イ
ズ
患
者
・
Ｈ
Ｉ
Ｖ

（
エ
イ
ズ
・
ウ
イ
ル
ス

）

感
染
者
に
関
す
る
問
題

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
者
・
医
療
従
事
者
や
そ
の

家
族
に
関
す
る
問
題

ハ
ン
セ
ン
病
患
者
・
回
復
者

及
び
家
族
に
関
す
る
問
題

犯
罪
被
害
者
に
関
す
る
問
題

１,６２５ ４3.１ ４６.２ ２０.９ 3６.９ １４.１ １６.7 3.２ ６.９ ５.3 １０.６

２０歳代 ２０６ ４１.7 ４２.２ １４.１ 3１.１ ９.7 １８.４ ２.４ ４.９ 3.４ ８.3

３０歳代 ４１１ ４１.１ ４９.６ １１.7 33.3 １１.２ １６.８ ２.４ ６.3 ２.7 ８.3

４０歳代 ４０４ ４５.０ ５１.7 ２０.８ ４０.１ １６.６ １５.８ ４.５ ５.7 ５.０ １０.９

５０歳代 ４２２ ４3.１ ４０.3 ２８.２ 37.９ １５.２ １7.3 ２.６ ８.3 7.８ １１.４

６０歳以上 １77 ４５.２ ４４.６ 33.3 ４１.８ １８.１ １５.3 ４.５ １０.２ ８.５ １６.４

ｎ

(

人

)

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
な
ど
の
性
的
少
数
者
に

関
す
る
問
題

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど

）

に
よ
る
人
権
侵
害
の
問
題

ホ
ー

ム
レ
ス
の
人
に
関
す
る
問
題

北
朝
鮮
拉
致
被
害
者
に
関
す
る
問
題

刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
に

対
す
る
差
別
の
問
題

ア
イ
ヌ
の
人
々
に
関
す
る
問
題

人
身
取
引

（
性
的
搾
取

、
強
制

労
働
等
を
目
的
と
し
た
人
身
取
引

）

に
関
す
る
問
題

ひ
と
り
親
家
庭
に
関
す
る
問
題

マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
過
剰
報
道
の
問
題

風
評
に
も
と
づ
く
偏
見
や
差
別
な
ど

災
害
に
伴
う
人
権
侵
害
の
問
題

１,６２５ ２４.１ ４１.7 ４.２ ６.９ ５.８ ４.４ ５.８ １０.3 33.９ ２２.２

２０歳代 ２０６ ２０.９ ２６.２ 7.3 ４.４ ２.９ ２.９ ４.９ １０.7 ２８.２ １５.５

３０歳代 ４１１ ２６.８ 37.２ ４.１ ４.６ 3.９ ４.４ ４.４ １０.２ 3２.６ １８.２

４０歳代 ４０４ ２６.２ ４7.５ ２.7 7.２ 7.7 ４.7 ６.９ １０.９ 3４.２ ２４.3

５０歳代 ４２２ ２１.６ ４２.９ ４.7 7.８ 7.3 ４.7 7.６ ９.０ 3６.3 ２４.６

６０歳以上 １77 ２3.7 ５４.２ ２.８ １１.９ ６.２ ４.５ ４.０ １１.９ 3６.7 ２８.２

ｎ

(

人

)

働
く
人
の
権
利
に
関
す
る
問
題

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
よ
る

人
権
侵
害
の
問
題

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ２7.８ 3８.２ ０.１

２０歳代 ２０６ ２４.８ ２7.２ ０.０

３０歳代 ４１１ ２7.7 37.０ ０.２

４０歳代 ４０４ ２８.２ ４０.８ ０.０

５０歳代 ４２２ ２９.４ ４２.４ ０.０

６０歳以上 １77 ２7.１ 3９.０ ０.６

年
齢
別

年
齢
別

全体

全体

全体

年
齢
別

(単位：％) 



29 

3．女性の人権について 

図表６-１ 女性の人権に関する問題点

女性の人権に関する問題点について、「「男は仕事、女は家庭」など性別による役割を固定的にとら

えること」が37.０％で最も高く、次いで「女性の活躍を妨げる古い考え方や社会通念、慣習、しきた

りが残っていること」が3５.０％、「女性の社会参画のための環境や支援制度の不備」が２7.3％とな

っています。 

令和元年度調査との大きな差はみられません。 

市民調査と比較すると、「昇給・昇進の格差など、職場における男女の待遇の違い」、「女性が政策

や方針の決定に参画する機会が少ない（女性の政治家や管理職が少ない）」、「ストーカー行為、痴漢、

わいせつ行為などの性犯罪」は市民調査より５.０ポイント以上低くなっています。また、「マタニティ・

ハラスメント（マタハラ：職場での妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いなど）」(１５.９％)は市民調

査(１０.６％)より５.3ポイント高くなっています。 

女性に関することがらで、人権の尊重という点からみて、あなたが特に問題

があると思うのはどのようなことですか。（〇は３つまで） 
問 ６ 

※令和元年度調査は「古い考え方や社会通

念、慣習、しきたりが残っていること」 

37.０

２５.２

２7.3

１４.２

１９.3

２3.１

１５.９

２０.８

3.５

3.８

3５.０

１.４

６.２

０.１

3６.3

２１.６

２４.3

９.４

２１.９

２１.7

１６.４

２０.４

４.１

４.０

3１.１

１.５

４.3

６.7

3２.８

3５.０

２４.９

２１.９

１５.7

１８.６

１０.６

２６.０

7.４

６.3

3９.８

２.４

3.２

１.５

０％ ２０％ ４０％ ６０％

「男は仕事、女は家庭」など性別による

役割を固定的にとらえる考え方

昇給・昇進の格差など、

職場における男女の待遇の違い

女性の社会参画のための

環境や支援制度の不備

女性が政策や方針の決定に

参画する機会が少ない

（女性の政治家や管理職が少ない）

ドメスティック・バイオレンス

（ＤＶ：配偶者やパートナーからの暴力・暴言など）

セクシュアル・ハラスメント

（セクハラ：性的いやがらせ）

マタニティ・ハラスメント

（マタハラ：職場での妊娠・出産を

理由とする不利益な取扱いなど）

ストーカー行為、痴漢、

わいせつ行為などの性犯罪

売春買春

（いわゆる「援助交際」を含む）

アダルトビデオ、ポルノ雑誌における

女性のヌード写真や映像の商品化等

女性の活躍を妨げる古い考え方や

社会通念、慣習、しきたりが残っていること

その他

わからない

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)
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図表６-２ 女性の人権に関する問題点 性別 

性別でみると、男性・女性ともに「「男は仕事、女は家庭」など性別による役割を固定的にとらえる

考え方」が最も高く、男性3２.６％、女性3９.０％となっています。次いで「女性の活躍を妨げる古い考

え方や社会通念、慣習、しきたりが残っていること」が男性２９.１％、女性37.８％となっています。続

いて「女性の社会参画のための環境や支援制度の不備」が男性２４.９％、女性２９.２％となっていま

す。  

ｎ

(

人

)

「
男
は
仕
事

、
女
は
家
庭

」
な
ど

性
別
に
よ
る
役
割
を
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的
に

と
ら
え
る
考
え
方

昇
給
・
昇
進
の
格
差
な
ど

、
職
場

に
お
け
る
男
女
の
待
遇
の
違
い

女
性
の
社
会
参
画
の
た
め
の
環
境
や

支
援
制
度
の
不
備

女
性
が
政
策
や
方
針
の
決
定
に
参
画

す
る
機
会
が
少
な
い

（
女
性
の
政
治

家
や
管
理
職
が
少
な
い

）

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス

（
Ｄ
Ｖ

配
偶
者
や
パ
ー

ト
ナ
ー

か
ら
の
暴
力
・
暴
言
な
ど

）

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

（
セ
ク
ハ
ラ

性
的
い
や
が
ら
せ

）

マ
タ
ニ
テ
ィ
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

（
マ
タ
ハ
ラ

職
場
で
の
妊
娠
・
出
産

を
理
由
と
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
な
ど

）

ス
ト
ー

カ
ー

行
為

、
痴
漢

、
わ
い
せ
つ

行
為
な
ど
の
性
犯
罪

売
春
買
春

（
い
わ
ゆ
る

「
援
助
交
際

」
を
含
む

）

ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ

、
ポ
ル
ノ
雑
誌
に

お
け
る
女
性
の
ヌ
ー

ド
写
真
や
映
像

の
商
品
化
等

１,６２５ 37.０ ２５.２ ２7.3 １４.２ １９.3 ２3.１ １５.９ ２０.８ 3.５ 3.８

男性 ５3０ 3２.６ ２０.０ ２４.９ １４.２ １7.２ ２２.６ １６.６ １８.7 3.６ ０.６

女性 ９7４ 3９.０ ２８.7 ２９.２ １５.０ ２０.８ ２２.９ １６.０ ２１.９ 3.3 ５.3

１・２に当てはまらない 3 ６６.7 ６６.7 ０.０ 33.3 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０

回答しない １１６ 3８.８ １８.１ ２４.１ ６.９ １６.４ ２８.４ １２.９ ２１.６ ５.２ ５.２

ｎ

(

人

)

女
性
の
活
躍
を
妨
げ
る
古
い
考
え
方

や
社
会
通
念

、
慣
習

、
し
き
た
り
が

残

っ
て
い
る
こ
と

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ 3５.０ １.４ ６.２ ０.１

男性 ５3０ ２９.１ １.7 １０.０ ０.２

女性 ９7４ 37.８ ０.５ ４.１ ０.０

１・２に当てはまらない 3 33.3 ０.０ ０.０ ０.０

回答しない １１６ 37.９ ６.９ ６.９ ０.０

性
別

性
別

全体

全体

(単位：％) 

：
 

：
 ：
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図表６-3 女性の人権に関する問題点 年齢別 

年齢別でみると、５０歳以上は「女性の活躍を妨げる古い考え方や社会通念、慣習、しきたりが残っ

ていること」、その他の年代は「「男は仕事、女は家庭」など性別による役割を固定的にとらえる考え

方」が最も高くなっています。  
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人
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「
男
は
仕
事

、
女
は
家
庭

」
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性
別
に
よ
る
役
割
を
固
定
的
に

と
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え
る
考
え
方

昇
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昇
進
の
格
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な
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、
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に
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け
る
男
女
の
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遇
の
違
い

女
性
の
社
会
参
画
の
た
め
の
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や
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援
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度
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不
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女
性
が
政
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や
方
針
の
決
定
に
参
画

す
る
機
会
が
少
な
い

（
女
性
の
政
治

家
や
管
理
職
が
少
な
い

）

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス

（
Ｄ
Ｖ

配
偶
者
や
パ
ー

ト
ナ
ー

か
ら
の
暴
力
・
暴
言
な
ど

）

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

（
セ
ク
ハ
ラ

性
的
い
や
が
ら
せ

）

マ
タ
ニ
テ
ィ
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

（
マ
タ
ハ
ラ

職
場
で
の
妊
娠
・
出
産

を
理
由
と
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
な
ど

）

ス
ト
ー

カ
ー

行
為

、
痴
漢

、
わ
い
せ
つ

行
為
な
ど
の
性
犯
罪

売
春
買
春

（
い
わ
ゆ
る

「
援
助
交
際

」
を
含
む

）

ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ

、
ポ
ル
ノ
雑
誌
に

お
け
る
女
性
の
ヌ
ー

ド
写
真
や
映
像

の
商
品
化
等

１,６２５ 37.０ ２５.２ ２7.3 １４.２ １９.3 ２3.１ １５.９ ２０.８ 3.５ 3.８

２０歳代 ２０６ ４１.7 ２６.7 １９.４ １０.２ １１.２ ２５.7 ２４.８ １８.４ ２.４ 3.４

３０歳代 ４１１ 37.7 ２２.４ ２９.２ １3.９ １２.7 ２５.3 ２２.１ １7.3 3.２ １.7

４０歳代 ４０４ 3９.４ ２7.２ ２９.５ １２.１ ２3.５ ２１.８ １６.3 ２１.８ ４.５ ４.２

５０歳代 ４２２ 33.９ ２7.５ ２８.４ １４.５ ２４.４ ２２.3 ９.０ ２１.８ 3.６ ５.7

６０歳以上 １77 3２.２ ２０.3 ２５.４ ２3.２ ２２.６ ２０.3 7.3 ２7.１ 3.４ ２.８

ｎ

(

人

)

女
性
の
活
躍
を
妨
げ
る
古
い
考
え
方

や
社
会
通
念

、
慣
習

、
し
き
た
り
が

残

っ
て
い
る
こ
と

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ 3５.０ １.４ ６.２ ０.１

２０歳代 ２０６ ２7.7 ０.０ ４.４ ０.０

３０歳代 ４１１ 3０.7 ２.7 7.3 ０.０

４０歳代 ４０４ 3６.４ ２.０ ５.４ ０.０

５０歳代 ４２２ ４０.3 ０.５ ５.９ ０.０

６０歳以上 １77 3６.7 ０.６ ８.５ ０.０

年
齢
別

年
齢
別

全体

全体

(単位：％) 

：
 

：
 

：
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図表7-１ 女性の人権を守るために特に必要なこと 

女性の人権を守るために特に必要なことについて、「女性が働きやすい社会の仕組みを作る」が

7０.６％で最も高く、次いで「男女平等に関する教育を充実する」が33.８％、「ストーカー行為や性犯

罪の取締りを強化する」が２８.６％となっています。 

令和元年度調査との大きな差はみられません。 

市民調査と比較すると、「ストーカー行為や性犯罪の取締りを強化する」(２８.６％)は、市民調査

(3４.０％)より５.４ポイント低くなっています。  

１7.８

１3.８

7０.６

１7.９

２８.６

33.８

１６.3

２.１

６.3

０.１

１９.９

１3.２

６６.５

１４.7

3０.１

２９.９

１7.９

２.7

６.3

１.９

２１.４

１４.０

６９.7

２２.４

3４.０

3４.９

１６.7

４.８

3.０

１.２

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％

女性のための人権相談や

電話相談などの相談機能を充実させる

女性の人権を守るための

啓発広報活動等を充実させる

女性が働きやすい社会の仕組みを作る

公的機関や企業が

一定の割合で女性を登用する

ストーカー行為や

性犯罪の取締りを強化する

男女平等に関する教育を充実する

マスコミ等が紙面・番組・

広告等の内容に配慮する

その他

わからない

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)

あなたは、女性の人権を守るのに、特に必要なことはどのようなことだと思い

ますか。（○は３つまで） 
問 7 
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図表7-２ 女性の人権を守るために特に必要なこと 性別・年齢別 

性別でみると、男性・女性ともに「女性が働きやすい社会の仕組みを作る」が最も高く、男性

６０.４％、女性77.４％となっています。次いで「男女平等に関する教育を充実する」が男性3２.６％、

女性3５.3％となっています。続いて「ストーカー行為や性犯罪の取締りを強化する」が男性２3.６％、

女性3１.１％となっています。「女性が働きやすい社会の仕組みを作る」は、女性は男性より１7.０ポイ

ント高くなっています。 

年齢別でみると、すべての年代で「女性が働きやすい社会の仕組みを作る」が最も高くなっていま

す。次いで２０歳代は「ストーカー行為や性犯罪の取締りを強化する」、その他の年代は「男女平等に

関する教育を充実する」となっています。 
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カ
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り

を
強
化
す
る
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に
関
す
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教
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を
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実
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マ
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等
が
紙
面
・
番
組
・
広
告
等

の
内
容
に
配
慮
す
る

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ １7.８ １3.８ 7０.６ １7.９ ２８.６ 33.８ １６.3 ２.１ ６.3 ０.１

男性 ５3０ １８.１ １４.２ ６０.４ １５.８ ２3.６ 3２.６ １２.５ １.7 ９.２ ０.２

女性 ９7４ １８.3 １４.４ 77.４ １９.６ 3１.１ 3５.3 １８.２ １.４ 3.８ ０.０

１・２に当てはまらない 3 ０.０ 33.3 ６６.7 ６６.7 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０

回答しない １１６ １3.８ ６.９ ５９.５ １１.２ 3０.２ ２８.４ １９.０ ９.５ １４.7 ０.０

２０歳代 ２０６ １６.０ １０.7 ６８.４ １８.０ 33.０ ２3.3 １４.１ １.０ ５.3 ０.０

３０歳代 ４１１ １２.９ １４.１ ６６.９ １５.８ ２８.５ 33.６ １４.４ ２.7 ８.５ ０.０

４０歳代 ４０４ １５.3 １3.１ 7４.3 １９.3 ２９.５ 3５.６ １６.１ ２.５ ４.7 ０.０

５０歳代 ４２２ ２3.7 １7.５ 7１.６ １６.４ ２５.８ 3８.４ １６.１ ２.１ ６.２ ０.０

６０歳以上 １77 ２3.7 ９.６ 7１.２ ２２.６ ２８.２ 3２.２ ２４.９ １.１ ６.８ ０.０

全体

性
別

年
齢
別

(単位：％) 
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４．こどもの人権について 

図表８-１ こどもの人権に関する問題点 

こどもの人権に関する問題点について、「保護者がこどもに身体的・心理的・性的虐待を加えたり、

子育てを放棄したりする」が５６.４％で最も高く、次いで「インターネット（ＳＮＳなど）を使ったいじめ

が起きている」が3９.3％、「こども同士が「暴力」や「仲間はずれ」、「無視」などのいじめをする」が

3８.０％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「保護者がこどもに教育や指導のつもりで体罰をする」、「保護者が

こどもに身体的・心理的・性的虐待を加えたり、子育てを放棄したりする」は令和元年度調査より８.０

ポイント以上低く、「教師や保育者（保育施設において、こどもにかかわることを仕事としている人の

総称）などによる言葉の暴力や体罰」、「インターネット（ＳＮＳなど）を使ったいじめが起きている」は

7.０ポイント以上高くなっています。 

市民調査と比較すると、「インターネット（ＳＮＳなど）を使ったいじめが起きている」（3９.3％）は市

民調査（3１.3％）より８.０ポイント高く、「日常的に家事や家族の世話を余儀なくされているこども

（ヤングケアラー）が、学校生活や進学・就職などに支障をきたしている」(１４.８％)は市民調査

（２０.９％）より６.１ポイント低くなっています。  

こどもに関することがらで、人権の尊重という点からみて、あなたが特に問題

があると思うのはどのようなことですか。（○は３つまで） 
問 ８ 

２3.９

５６.４

４.7

１９.０

3８.０

２3.６

7.９

3９.3

４.２

８.４

４.４

４.９

１５.7

１４.８

０.５

２.２

０.１

3２.４

６４.５

５.０

１１.２

37.４

１９.１

3１.０

４.２

８.7

7.０

６.０

１８.7

０.８

１.８

５.3

１９.3

５４.５

６.7

２０.４

3６.０

２４.3

7.４

3１.3

４.６

１１.９

６.１

５.８

２０.６

２０.９

１.４

１.１

１.８

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％

保護者がこどもに教育や指導のつもりで体罰をする

保護者がこどもに身体的・心理的・

性的虐待を加えたり、子育てを放棄したりする

保護者が勝手にこどもの机の引出しをあけたり、

日記を見たりなどプライバシーを侵害する

教師や保育者（保育施設において、

こどもにかかわることを仕事としている

人の総称）などによる言葉の暴力や体罰

こども同士が「暴力」や「仲間はずれ」、

「無視」などのいじめをする

いじめをしている人や、

いじめられている人を見て見ぬふりをする

学校や地域の状況、社会の変化に合わない、

不合理な校則が残っている

インターネット（ＳＮＳなど）を

使ったいじめが起きている

学校や就職先の選択などについて、

大人がこどもの意見を無視する

テレビ・ビデオ・インターネット（ＳＮＳなど）・

ゲーム・雑誌などで性情報や暴力的描写が氾濫している

親の事情などによって、こどもが無国籍や無戸籍になる

児童買春やこどものヌード写真・映像を商品化する

貧困のために進学や就職が困難になったり、

健康な生活ができなかったりする

日常的に家事や家族の世話を余儀なくされているこども（ヤング

ケアラー）が、学校生活や進学・就職などに支障をきたしている

その他

わからない

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)

※令和元年度調査は「教師が児童や

生徒に暴力をふるう」 
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図表８-２ こどもの人権に関する問題点 性別

性別でみると、男性・女性ともに「保護者がこどもに身体的・心理的・性的虐待を加えたり、子育て

を放棄したりする」が最も高く、男性５3.０％、女性５８.7％となっています。次いで男性は「こども同

士が「暴力」や「仲間はずれ」、「無視」などのいじめをする」が４１.１％、女性は「インターネット（ＳＮＳな

ど）を使ったいじめが起きている」が3９.０％となっています。続いて男性は「インターネット（ＳＮＳな

ど）を使ったいじめが起きている」が37.7％、女性は「こども同士が「暴力」や「仲間はずれ」、「無視」

などのいじめをする」が37.２％となっています。 
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１,６２５ ４.４ ４.９ １５.7 １４.８ ０.５ ２.２ ０.１

男性 ５3０ ２.８ 3.４ １２.６ １１.９ ０.４ 3.４ ０.０

女性 ９7４ ４.９ ５.7 １7.８ １６.８ ０.２ １.１ ０.０

１・２に当てはまらない 3 ０.０ ０.０ ０.０ 33.3 ０.０ ０.０ ０.０

回答しない １１６ ６.９ ５.２ １２.９ １０.3 3.４ ５.２ ０.９

性
別

全体

全体

性
別

(単位：％) 
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図表８-3 こどもの人権に関する問題点 年齢別 

年齢別でみると、すべての年代で「保護者がこどもに身体的・心理的・性的虐待を加えたり、子育て

を放棄したりする」が最も高くなっています。次いで２０歳代及び６０歳以上は「こども同士が「暴力」

や「仲間はずれ」、「無視」などのいじめをする」、その他の年代は「インターネット（ＳＮＳなど）を使った

いじめが起きている」となっています。 
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５０歳代 ４２２ ６.６ ５.7 １９.２ １２.3 ０.０ １.９ ０.０

６０歳以上 １77 ５.６ 3.４ １５.８ １3.６ １.１ ２.８ ０.０
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齢
別
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(単位：％) 
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図表９-１ こどもの人権を守るために特に必要なこと 

こどもの人権を守るために特に必要なことについて、「いじめや虐待の防止や早期発見ができる体

制を整える」が４５.６％で最も高く、次いで「インターネット（ＳＮＳなど）の正しい活用など情報モラル

教育を充実させる」が3９.3％、「保護者や教師の人権意識を高める」が3１.４％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「こどもも独立した権利を持っており、意見を聞くなど尊重する必

要があることを大人が認識する」、「保護者や教師の人権意識を高める」は令和元年度調査より５.０ポ

イント以上高くなっています。 

市民調査と比較すると、「いじめや虐待の防止や早期発見ができる体制を整える」(４５.６％)は市

民調査(５４.６％)より９.０ポイント低くなっています。また、「家庭内の人間関係において、お互いの

人権意識を大切にする」、「インターネット（ＳＮＳなど）の正しい活用など情報モラル教育を充実させる」

は市民調査より５.０ポイント以上高くなっています。  

あなたは、こどもの人権を守るのに、特に必要なことはどのようなことだと思

いますか。（○は３つまで） 
問 ９ 

１４.7

８.０

４５.６

3９.3

3１.４

２５.０

１９.６

１５.５

２２.６

６.５

２２.６

１.４

２.６

０.１

１８.０

９.１

４7.９

3６.０

２６.４

２3.４

１８.１

１５.２

１3.４

7.２

２０.０

２.3

２.６

４.3

１7.８

６.7

５４.６

3４.２

２7.２

２８.１

１４.０

１６.４

２６.４

7.3

２3.５

２.６

１.４

１.7

０％ ２０％ ４０％ ６０％

こどものための人権相談や

電話相談などの相談機能を充実させる

こどもの人権を守るための

啓発広報活動等を充実させる

いじめや虐待の防止や

早期発見ができる体制を整える

インターネット（ＳＮＳなど）の正しい

活用など情報モラル教育を充実させる

保護者や教師の人権意識を高める

学校で、こどもに自分を大切にすることや

他人に対する思いやりなどについて教える

家庭内の人間関係において、

お互いの人権を大切にする

家庭で保護者がこどもに

教育や指導をする（特に善悪や道徳等）

こどもも独立した権利を持っており、

意見を聞くなど尊重する必要があること

を大人が認識する

マスコミ等が紙面・番組等の内容に配慮し、

企業等がゲームソフトなど内容・販売に配慮する

こどもやその家庭が

孤立しないよう地域で支援をする

その他

わからない

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)



38 

図表９-２ こどもの人権を守るために特に必要なこと 性別 

性別でみると、男性・女性ともに「いじめや虐待の防止や早期発見ができる体制を整える」が最も

高く、男性４４.7％、女性４7.7％となっています。次いで「インターネット（ＳＮＳなど）の正しい活用な

ど情報モラル教育を充実させる」が男性3５.3％、女性４１.０％となっています。続いて「保護者や教

師の人権意識を高める」が男性3１.９％、女性3１.０％となっています。 
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の
防
止
や
早
期
発
見
が

で
き
る
体
制
を
整
え
る

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど

）

の
正
し
い
活
用
な
ど
情
報
モ
ラ
ル

教
育
を
充
実
さ
せ
る

保
護
者
や
教
師
の
人
権
意
識
を
高
め
る

学
校
で

、
こ
ど
も
に
自
分
を
大
切
に

す
る
こ
と
や
他
人
に
対
す
る
思
い
や
り

な
ど
に
つ
い
て
教
え
る

家
庭
内
の
人
間
関
係
に
お
い
て

、

お
互
い
の
人
権
を
大
切
に
す
る

家
庭
で
保
護
者
が
こ
ど
も
に
教
育
や

指
導
を
す
る

（
特
に
善
悪
や
道
徳
等

）

こ
ど
も
も
独
立
し
た
権
利
を
持

っ
て
お

り

、
意
見
を
聞
く
な
ど
尊
重
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
を
大
人
が
認
識
す
る

マ
ス
コ
ミ
等
が
紙
面
・
番
組
等
の
内
容

に
配
慮
し

、
企
業
等
が
ゲ
ー

ム
ソ
フ
ト

な
ど
内
容
・
販
売
に
配
慮
す
る

１,６２５ １４.7 ８.０ ４５.６ 3９.3 3１.４ ２５.０ １９.６ １５.５ ２２.６ ６.５

男性 ５3０ １５.５ ８.９ ４４.7 3５.3 3１.９ ２５.５ ２１.１ ２２.１ １６.２ ４.3

女性 ９7４ １５.１ ８.０ ４7.7 ４１.０ 3１.０ ２５.６ １８.7 １２.４ ２５.８ 7.４

１・２に当てはまらない 3 33.3 33.3 33.3 ０.０ 33.3 ０.０ 33.3 ０.０ ０.０ ０.０

回答しない １１６ 7.８ 3.４ 3２.８ ４５.7 3２.８ １９.０ ２０.7 １２.１ ２５.０ ９.５

ｎ

(
人

)

こ
ど
も
や
そ
の
家
庭
が
孤
立
し
な
い

よ
う
地
域
で
支
援
を
す
る

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ２２.６ １.４ ２.６ ０.１

男性 ５3０ １５.7 １.7 3.４ ０.０

女性 ９7４ ２６.５ ０.８ １.８ ０.０

１・２に当てはまらない 3 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０

回答しない １１６ ２3.3 ５.２ ６.０ ０.９

性
別

全体

性
別

全体

(単位：％) 
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図表９-3 こどもの人権を守るために特に必要なこと 年齢別 

年齢別でみると、４０歳代は「インターネット（ＳＮＳなど）の正しい活用など情報モラル教育を充実

させる」、その他の年代は「いじめや虐待の防止や早期発見ができる体制を整える」が最も高くなって

います。次いで４０歳代は「いじめや虐待の防止や早期発見ができる体制を整える」、その他の年代は

「インターネット（ＳＮＳなど）の正しい活用など情報モラル教育を充実させる」となっています。 

ｎ

(

人

)

こ
ど
も
の
た
め
の
人
権
相
談
や
電
話

相
談
な
ど
の
相
談
機
能
を
充
実
さ
せ
る

こ
ど
も
の
人
権
を
守
る
た
め
の
啓
発

広
報
活
動
等
を
充
実
さ
せ
る

い
じ
め
や
虐
待
の
防
止
や
早
期
発
見
が

で
き
る
体
制
を
整
え
る

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど

）

の
正
し
い
活
用
な
ど
情
報
モ
ラ
ル

教
育
を
充
実
さ
せ
る

保
護
者
や
教
師
の
人
権
意
識
を
高
め
る

学
校
で

、
こ
ど
も
に
自
分
を
大
切
に

す
る
こ
と
や
他
人
に
対
す
る
思
い
や
り

な
ど
に
つ
い
て
教
え
る

家
庭
内
の
人
間
関
係
に
お
い
て

、

お
互
い
の
人
権
を
大
切
に
す
る

家
庭
で
保
護
者
が
こ
ど
も
に
教
育
や

指
導
を
す
る

（
特
に
善
悪
や
道
徳
等

）

こ
ど
も
も
独
立
し
た
権
利
を
持

っ
て
お

り

、
意
見
を
聞
く
な
ど
尊
重
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
を
大
人
が
認
識
す
る

マ
ス
コ
ミ
等
が
紙
面
・
番
組
等
の
内
容

に
配
慮
し

、
企
業
等
が
ゲ
ー

ム
ソ
フ
ト

な
ど
内
容
・
販
売
に
配
慮
す
る

１,６２５ １４.7 ８.０ ４５.６ 3９.3 3１.４ ２５.０ １９.６ １５.５ ２２.６ ６.５

２０歳代 ２０６ １６.０ ５.８ ４６.１ 3０.６ ２８.６ １９.４ ２２.８ １６.０ １８.９ ４.９

３０歳代 ４１１ １3.１ １０.０ ４５.０ 3９.９ 3２.１ ２９.９ ２２.１ １６.５ ２０.２ 3.９

４０歳代 ４０４ １４.１ ６.４ ４４.６ ４５.０ 33.４ ２４.５ ２０.3 １7.６ ２０.８ ８.２

５０歳代 ４２２ １６.４ ９.５ ４3.４ 37.４ 3０.１ ２５.６ １7.８ １２.3 ２８.０ 7.3

６０歳以上 １77 １４.7 ５.６ ５４.８ ４０.１ 3２.２ １９.８ １3.０ １５.８ ２3.２ ９.０

ｎ

(
人

)

こ
ど
も
や
そ
の
家
庭
が
孤
立
し
な
い

よ
う
地
域
で
支
援
を
す
る

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ２２.６ １.４ ２.６ ０.１

２０歳代 ２０６ １7.５ ０.５ ２.９ ０.０

３０歳代 ４１１ １８.２ １.９ 3.２ ０.２

４０歳代 ４０４ ２４.3 ２.５ １.２ ０.０

５０歳代 ４２２ ２7.7 ０.５ 3.１ ０.０

６０歳以上 １77 ２3.7 １.１ 3.４ ０.０

年
齢
別

年
齢
別

全体

全体

(単位：％) 
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37.５

２８.２

１６.7

１５.６

２４.3

１５.０

１7.２

3０.２

37.８

０.９

５.7

０.１

37.８

２８.２

１7.５

１９.２

２２.０

１５.２

１１.２

２7.3

33.９

１.１

４.４

２.９

3６.５

２7.０

１２.５

９.7

２８.４

１９.８

２４.7

3５.４

37.２

２.４

２.８

１.５

０％ ２０％ ４０％ ６０％

働く意欲や能力があるのに

雇用と待遇が十分保障されていない

病院や福祉施設において

虐待や不適切な対応を受けたりする

高齢者を邪魔者扱いし、

高齢者の意見や行動を尊重しない

家族が世話をすることを避けたり、

家族から虐待を受けたりする

情報を高齢者にわかりやすい形にして

伝える配慮が足りない

道路の段差解消、エレベーターの設置など、

高齢者が暮らしやすいまちづくりや

住宅づくりが進んでいない

高齢者だけでは住宅への入居が難しい

悪徳商法や詐欺などによる被害が多い

家庭や施設での介護を支援する

制度が十分でない

その他

わからない

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)

５．高齢者の人権について 

図表 １０-１ 高齢者の人権に関する問題点 

高齢者の人権に関する問題点について、「家庭や施設での介護を支援する制度が十分でない」が

37.８％で最も高く、次いで「働く意欲や能力があるのに雇用と待遇が十分保障されていない」が

37.５％、「悪徳商法や詐欺などによる被害が多い」が3０.２％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「高齢者だけでは住宅への入居が難しい」（１7.２％)は令和元年度

調査（１１.２％）より６.０ポイント高くなっています。 

市民調査と比較すると、「家族が世話をすることを避けたり、家族から虐待を受けたりする」

(１５.６％)は市民調査(９.7％)より５.９ポイント高くなっています。また、「高齢者だけでは住宅への

入居が難しい」（１7.２％)は市民調査（２４.7％）より7.５ポイント、「悪徳商法や詐欺などによる被害

が多い」(3０.２％）は市民調査（3５.４％）より５.２ポイント低くなっています。 

高齢者に関することがらで、人権の尊重という点からみて、あなたが特に問題

があると思うのはどのようなことですか。（○は３つまで） 
問１０ 
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図表 １０-２ 高齢者の人権に関する問題点 性別 

性別でみると、男性は「悪徳商法や詐欺などによる被害が多い」が3２.１％、女性は「働く意欲や能

力があるのに雇用と待遇が十分保障されていない」が４２.7％で最も高く、次いで男性は「働く意欲

や能力があるのに雇用と待遇が十分保障されていない」が3０.９％、女性は「家庭や施設での介護を

支援する制度が十分でない」が４１.１％となっています。続いて男性は「家庭や施設での介護を支援

する制度が十分でない」が3０.４％、女性は「病院や福祉施設において虐待や不適切な対応を受けた

りする」が3２.１％となっています。「働く意欲や能力があるのに雇用と待遇が十分保障されていない」

は、女性が男性より１１.８ポイント高くなっています。 

ｎ

(

人

)

働
く
意
欲
や
能
力
が
あ
る
の
に
雇
用
と

待
遇
が
十
分
保
障
さ
れ
て
い
な
い

病
院
や
福
祉
施
設
に
お
い
て
虐
待
や

不
適
切
な
対
応
を
受
け
た
り
す
る

高
齢
者
を
邪
魔
者
扱
い
し

、
高
齢
者
の

意
見
や
行
動
を
尊
重
し
な
い

家
族
が
世
話
を
す
る
こ
と
を
避
け

た
り

、
家
族
か
ら
虐
待
を
受
け
た
り

す
る

情
報
を
高
齢
者
に
わ
か
り
や
す
い
形
に

し
て
伝
え
る
配
慮
が
足
り
な
い

道
路
の
段
差
解
消

、
エ
レ
ベ
ー

タ
ー

の
設

置
な
ど

、
高
齢
者
が
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち

づ
く
り
や
住
宅
づ
く
り
が
進
ん
で
い
な
い

高
齢
者
だ
け
で
は
住
宅
へ
の
入
居
が

難
し
い

悪
徳
商
法
や
詐
欺
な
ど
に
よ
る
被
害
が

多
い

家
庭
や
施
設
で
の
介
護
を
支
援
す
る

制
度
が
十
分
で
な
い

そ
の
他

１,６２５ 37.５ ２８.２ １６.7 １５.６ ２４.3 １５.０ １7.２ 3０.２ 37.８ ０.９

男性 ５3０ 3０.９ ２２.１ １7.４ １６.２ １６.０ １０.８ １４.２ 3２.１ 3０.４ １.3

女性 ９7４ ４２.7 3２.１ １６.８ １５.3 ２８.６ １7.４ １８.４ ２９.3 ４１.１ ０.５

１・２に当てはまらない 3 33.3 33.3 ０.０ 33.3 33.3 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０

回答しない １１６ ２3.3 ２3.3 １２.１ １3.８ ２５.０ １５.５ ２１.６ 3１.０ ４４.８ ２.６

ｎ

(
人

)

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ５.7 ０.１

男性 ５3０ １０.２ ０.０

女性 ９7４ ２.９ ０.０

１・２に当てはまらない 3 33.3 ０.０

回答しない １１６ ８.６ ０.９

性
別

全体

全体

性
別

(単位：％) 
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図表 １０-3 高齢者の人権に関する問題点 年齢別 

年齢別でみると、６０歳以上は「働く意欲や能力があるのに雇用と待遇が十分保障されていない」、

その他の年代は「家庭や施設での介護を支援する制度が十分でない」が最も高くなっています。 

ｎ

(

人

)

働
く
意
欲
や
能
力
が
あ
る
の
に
雇
用
と

待
遇
が
十
分
保
障
さ
れ
て
い
な
い

病
院
や
福
祉
施
設
に
お
い
て
虐
待
や

不
適
切
な
対
応
を
受
け
た
り
す
る

高
齢
者
を
邪
魔
者
扱
い
し

、
高
齢
者
の

意
見
や
行
動
を
尊
重
し
な
い

家
族
が
世
話
を
す
る
こ
と
を
避
け

た
り

、
家
族
か
ら
虐
待
を
受
け
た
り

す
る

情
報
を
高
齢
者
に
わ
か
り
や
す
い
形
に

し
て
伝
え
る
配
慮
が
足
り
な
い

道
路
の
段
差
解
消

、
エ
レ
ベ
ー

タ
ー

の
設

置
な
ど

、
高
齢
者
が
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち

づ
く
り
や
住
宅
づ
く
り
が
進
ん
で
い
な
い

高
齢
者
だ
け
で
は
住
宅
へ
の
入
居
が

難
し
い

悪
徳
商
法
や
詐
欺
な
ど
に
よ
る
被
害
が

多
い

家
庭
や
施
設
で
の
介
護
を
支
援
す
る

制
度
が
十
分
で
な
い

そ
の
他

１,６２５ 37.５ ２８.２ １６.7 １５.６ ２４.3 １５.０ １7.２ 3０.２ 37.８ ０.９

２０歳代 ２０６ ２９.１ ２４.８ １7.５ １7.５ １7.５ １２.６ １４.１ ２１.４ 3０.１ ０.５

３０歳代 ４１１ 33.８ ２８.２ １４.４ １４.６ １５.１ １3.１ １４.８ 33.６ 3４.3 １.５

４０歳代 ４０４ 3６.６ ２９.０ １６.3 １7.3 ２６.５ １7.3 １7.１ 3０.２ 3９.６ １.２

５０歳代 ４２２ 3９.８ ２９.６ １８.５ １４.２ 3２.５ １５.６ １８.２ 3１.８ ４１.０ ０.５

６０歳以上 １77 ５２.０ ２7.7 １7.５ １４.7 ２８.８ １５.８ ２3.7 ２９.４ ４２.４ ０.６

ｎ

(
人

)

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ５.7 ０.１

２０歳代 ２０６ ９.7 ０.０

３０歳代 ４１１ ６.８ ０.２

４０歳代 ４０４ ５.９ ０.０

５０歳代 ４２２ 3.６ ０.０

６０歳以上 １77 ２.８ ０.０

年
齢
別

全体

全体

年
齢
別

(単位：％) 
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１２.６

６.５

５０.２

２６.８

２3.7

２５.４

１４.８

１６.０

3５.3

１４.４

０.８

６.８

０.１

１3.3

7.２

５０.7

２６.４

２２.7

２3.7

１６.7

１１.６

3４.２

１０.８

１.０

５.3

3.3

１3.２

４.５

５２.２

２５.８

２６.１

２８.１

１４.８

１９.９

3６.１

１3.６

２.４

3.６

１.４

０％ ２０％ ４０％ ６０％

高齢者のための人権相談や

電話相談などの相談機能を充実させる

高齢者の人権を守るための

啓発広報活動等を充実させる

高齢者が自立して生活しやすい環境にする

病院での看護や、福祉施設での

介護等の対応を改善する

高齢者の就職機会を増やしたり、

労働環境を改善したりする

高齢者に関する情報は、わかりやすく

きちんと伝わるよう配慮する

高齢者と他の世代との交流を進める

高齢者の財産保全、

管理のための公的サービスを実施する

高齢者やその家族が

孤立しないよう地域で支援をする

高齢者のための交流の場をつくる

その他

わからない

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)

図表 １１-１ 高齢者の人権を守るために特に必要なこと 

高齢者の人権を守るために特に必要なことについて、「高齢者が自立して生活しやすい環境にする」

が５０.２％で最も高く、次いで「高齢者やその家族が孤立しないよう地域で支援をする」が3５.3％、

「病院での看護や、福祉施設での介護等の対応を改善する」が２６.８％となっています。 

令和元年度調査及び市民調査との大きな差はみられません。 

あなたは、高齢者の人権を守るのに、特に必要なことはどのようなことだと思

いますか。（○は３つまで） 
問１１ 
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図表 １１-２ 高齢者の人権を守るために特に必要なこと 性別 

性別でみると、男性・女性ともに「高齢者が自立して生活しやすい環境にする」が最も高く、男性

４０.４％、女性５６.7％となっています。次いで「高齢者やその家族が孤立しないよう地域で支援をす

る」が男性２９.１％、女性3９.０％となっています。続いて男性は「病院での看護や、福祉施設での介

護等の対応を改善する」が２２.3％、女性は「高齢者に関する情報は、わかりやすくきちんと伝わるよ

う配慮する」が3０.６％となっています。 

ｎ

(

人

)

高
齢
者
の
た
め
の
人
権
相
談
や
電
話

相
談
な
ど
の
相
談
機
能
を
充
実
さ
せ
る

高
齢
者
の
人
権
を
守
る
た
め
の
啓
発

広
報
活
動
等
を
充
実
さ
せ
る

高
齢
者
が
自
立
し
て
生
活
し
や
す
い

環
境
に
す
る

病
院
で
の
看
護
や

、
福
祉
施
設
で
の

介
護
等
の
対
応
を
改
善
す
る

高
齢
者
の
就
職
機
会
を
増
や
し
た
り

、

労
働
環
境
を
改
善
し
た
り
す
る

高
齢
者
に
関
す
る
情
報
は

、
わ
か
り

や
す
く
き
ち
ん
と
伝
わ
る
よ
う
配
慮

す
る

高
齢
者
と
他
の
世
代
と
の
交
流

を
進
め
る

高
齢
者
の
財
産
保
全

、
管
理
の
た
め
の

公
的
サ
ー

ビ
ス
を
実
施
す
る

高
齢
者
や
そ
の
家
族
が
孤
立
し
な
い

よ
う
地
域
で
支
援
を
す
る

高
齢
者
の
た
め
の
交
流
の
場
を
つ
く
る

１,６２５ １２.６ ６.５ ５０.２ ２６.８ ２3.7 ２５.４ １４.８ １６.０ 3５.3 １４.４

男性 ５3０ １５.１ 7.９ ４０.４ ２２.3 １９.１ １６.２ １６.２ １４.９ ２９.１ １3.２

女性 ９7４ １１.５ ６.１ ５６.7 ２９.５ ２7.４ 3０.６ １3.４ １６.６ 3９.０ １５.５

１・２に当てはまらない 3 33.3 ０.０ ６６.7 ０.０ ０.０ 33.3 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０

回答しない １１６ ９.５ ４.3 ４０.５ ２６.7 １４.7 ２４.１ ２０.7 １６.４ 33.６ １１.２

ｎ

(

人

)

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ０.８ ６.８ ０.１

男性 ５3０ １.3 １２.3 ０.０

女性 ９7４ ０.3 3.０ ０.０

１・２に当てはまらない 3 ０.０ 33.3 ０.０

回答しない １１６ ２.６ １２.１ ０.９

性
別

全体

全体

性
別

(単位：％) 
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図表 １１-3 高齢者の人権を守るために特に必要なこと 年齢別 

年齢別でみると、すべての年代で「高齢者が自立して生活しやすい環境にする」が最も高く、次いで

「高齢者やその家族が孤立しないよう地域で支援をする」となっています。６０歳以上は「高齢者の就

職機会を増やしたり、労働環境を改善したりする」もともに高くなっています。 
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で
の

介
護
等
の
対
応
を
改
善
す
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高
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就
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機
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を
増
や
し
た
り

、

労
働
環
境
を
改
善
し
た
り
す
る

高
齢
者
に
関
す
る
情
報
は

、
わ
か
り

や
す
く
き
ち
ん
と
伝
わ
る
よ
う
配
慮

す
る

高
齢
者
と
他
の
世
代
と
の
交
流

を
進
め
る

高
齢
者
の
財
産
保
全

、
管
理
の
た
め
の

公
的
サ
ー

ビ
ス
を
実
施
す
る

高
齢
者
や
そ
の
家
族
が
孤
立
し
な
い

よ
う
地
域
で
支
援
を
す
る

高
齢
者
の
た
め
の
交
流
の
場
を
つ
く
る

１,６２５ １２.６ ６.５ ５０.２ ２６.８ ２3.7 ２５.４ １４.８ １６.０ 3５.3 １４.４

２０歳代 ２０６ ９.２ ５.3 ４１.3 ２４.８ １９.９ １８.０ １２.６ ８.7 3０.６ １５.０

３０歳代 ４１１ １3.１ １０.０ ４２.６ ２４.１ １８.５ １7.８ １3.６ １５.１ 3１.４ １５.3

４０歳代 ４０４ １０.６ ５.４ ５４.５ ２7.7 ２５.０ ２８.7 １7.１ １６.１ 3６.１ １４.６

５０歳代 ４２２ １3.５ ５.7 ５3.８ 3０.１ ２５.１ 33.４ １５.２ １８.０ ４１.０ １3.５

６０歳以上 １77 １６.９ ４.０ ５９.９ ２６.６ 3４.５ ２５.４ １４.１ ２１.５ 3４.５ １3.６

ｎ

(

人

)

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ０.８ ６.８ ０.１

２０歳代 ２０６ １.０ １０.7 ０.０

３０歳代 ４１１ １.０ １０.９ ０.２

４０歳代 ４０４ １.０ ５.２ ０.０

５０歳代 ４２２ ０.５ ２.６ ０.０

６０歳以上 １77 ０.６ ５.６ ０.０

年
齢
別

全体

全体

年
齢
別

(単位：％) 
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４８.２

１3.５

２１.５

3４.９

１８.５

２０.９

５.１

3４.５

１7.４

０.８

7.０

０.０

５４.９

１3.１

２０.５

２９.7

１６.９

２４.４

3.８

２９.４

１５.２

０.7

６.０

２.０

５０.3

１3.５

２１.５

２９.０

１５.２

２６.7

６.２

２7.3

１６.８

１.3

7.５

１.４

０％ ２０％ ４０％ ６０％

働く場所や能力を発揮する機会が

少なく、仕事上の待遇が十分でない

医療や福祉のサービスが十分でない

学校や職場などで不利な扱いを受ける

障がいのある人が虐待や不当な扱いを

受けたり、意見や行動が尊重

されなかったりする

情報を分かりやすい形にして

伝える配慮が足りない

道路の段差解消、エレベーターの設置など、

障がいのある人が暮らしやすいまちづくりや

住宅づくりが進んでいない

スポーツ活動や文化活動に

参加できる機会が少ない

障がいのあるなしにかかわらず、共に

ふれあい理解を深めるような機会が少ない

障害者差別解消法の内容や

目的が十分に理解されていない

その他

わからない

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)

６．障がいのある人の人権について 

図表 １２-１ 障がいのある人の人権に関する問題点 

障がいのある人の人権に関する問題点について、「働く場所や能力を発揮する機会が少なく、仕事

上の待遇が十分でない」が４８.２％で最も高く、次いで「障がいのある人が虐待や不当な扱いを受け

たり、意見や行動が尊重されなかったりする」が3４.９％、「障がいのあるなしにかかわらず、共にふ

れあい理解を深めるような機会が少ない」が3４.５％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「働く場所や能力を発揮する機会が少なく、仕事上の待遇が十分で

ない」（４８.２％）は、令和元年度調査(５４.９％)より６.7ポイント低く、「障がいのある人が虐待や不当

な扱いを受けたり、意見や行動が尊重されなかったりする」、「障がいのあるなしにかかわらず、共に

ふれあい理解を深めるような機会が少ない」は、令和元年度調査より５.０ポイント以上高くなってい

ます。 

市民調査と比較すると、同様に「障がいのある人が虐待や不当な扱いを受けたり、意見や行動が尊

重されなかったりする」、「障がいのあるなしにかかわらず、共にふれあい理解を深めるような機会が

少ない」は、市民調査よりも５.５ポイント以上高く、「道路の段差解消、エレベーターの設置など、障が

いのある人が暮らしやすいまちづくりや住宅づくりが進んでいない」(２０.９％)は市民調査（２６.7％）

より５.８ポイント低くなっています。 

障がいのある人に関することがらで、人権の尊重という点からみて、あなたが

特に問題があると思うのはどのようなことですか。（○は３つまで） 
問１２ 
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図表 １２-２ 障がいのある人の人権に関する問題点 性別 

性別でみると、男性・女性ともに「働く場所や能力を発揮する機会が少なく、仕事上の待遇が十分

でない」が最も高く、男性４６.６％、女性５０.９％となっています。次いで男性は「障がいのある人が

虐待や不当な扱いを受けたり、意見や行動が尊重されなかったりする」が3１.９％、女性は「障がいの

あるなしにかかわらず、共にふれあい理解を深めるような機会が少ない」が3８.１％となっています。

続いて男性は「障がいのあるなしにかかわらず、共にふれあい理解を深めるような機会が少ない」が

２８.7％、女性は「障がいのある人が虐待や不当な扱いを受けたり、意見や行動が尊重されなかった

りする」が3６.7％となっています。 

ｎ

(

人

)

働
く
場
所
や
能
力
を
発
揮
す
る
機
会
が

少
な
く

、
仕
事
上
の
待
遇
が
十
分
で
な
い

医
療
や
福
祉
の
サ
ー

ビ
ス
が
十
分
で
な
い

学
校
や
職
場
な
ど
で
不
利
な
扱
い
を
受
け
る

障
が
い
の
あ
る
人
が
虐
待
や
不
当
な

扱
い
を
受
け
た
り

、
意
見
や
行
動
が

尊
重
さ
れ
な
か

っ
た
り
す
る

情
報
を
分
か
り
や
す
い
形
に
し
て

伝
え
る
配
慮
が
足
り
な
い

道
路
の
段
差
解
消

、
エ
レ
ベ
ー

タ
ー

の
設
置

な
ど

、
障
が
い
の
あ
る
人
が
暮
ら
し
や
す
い

ま
ち
づ
く
り
や
住
宅
づ
く
り
が
進
ん
で
い
な
い

ス
ポ
ー

ツ
活
動
や
文
化
活
動
に
参
加
で
き
る

機
会
が
少
な
い

障
が
い
の
あ
る
な
し
に
か
か

わ
ら
ず

、
共
に
ふ
れ
あ
い
理
解
を

深
め
る
よ
う
な
機
会
が
少
な
い

障
害
者
差
別
解
消
法
の
内
容
や

目
的
が
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い

そ
の
他

１,６２５ ４８.２ １3.５ ２１.５ 3４.９ １８.５ ２０.９ ５.１ 3４.５ １7.４ ０.８

男性 ５3０ ４６.６ １3.６ ２3.４ 3１.９ １3.２ １５.８ 7.４ ２８.7 １４.3 １.１

女性 ９7４ ５０.９ １４.０ ２０.４ 3６.7 ２１.7 ２3.８ ４.１ 3８.１ １８.８ ０.６

１・２に当てはまらない 3 33.3 ０.０ 33.3 33.3 33.3 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０

回答しない １１６ 33.６ ９.５ ２２.４ 33.６ １６.４ １９.８ 3.４ 3１.９ １９.８ ０.９

ｎ

(

人

)

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ 7.０ ０.０

男性 ５3０ １０.２ ０.０

女性 ９7４ ４.５ ０.０

１・２に当てはまらない 3 33.3 ０.０

回答しない １１６ １２.１ ０.０

性
別

性
別

全体

全体

(単位：％) 
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図表 １２-3 障がいのある人の人権に関する問題点 年齢別 

年齢別でみると、すべての年代で「働く場所や能力を発揮する機会が少なく、仕事上の待遇が十分

でない」が最も高くなっています。  
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受
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受
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、
エ
レ
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ー
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ー

の
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な
ど

、
障
が
い
の
あ
る
人
が
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ら
し
や
す
い

ま
ち
づ
く
り
や
住
宅
づ
く
り
が
進
ん
で
い
な
い

ス
ポ
ー

ツ
活
動
や
文
化
活
動
に
参
加
で
き
る

機
会
が
少
な
い

障
が
い
の
あ
る
な
し
に
か
か

わ
ら
ず

、
共
に
ふ
れ
あ
い
理
解
を

深
め
る
よ
う
な
機
会
が
少
な
い

障
害
者
差
別
解
消
法
の
内
容
や

目
的
が
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い

そ
の
他

１,６２５ ４８.２ １3.５ ２１.５ 3４.９ １８.５ ２０.９ ５.１ 3４.５ １7.４ ０.８

２０歳代 ２０６ ４０.3 １２.１ 33.０ 3６.４ １２.１ ９.２ ６.3 ２7.7 １５.５ ０.５

３０歳代 ４１１ ４５.3 １５.８ ２５.５ 3５.3 １４.１ ２１.7 3.６ ２7.５ １４.６ １.２

４０歳代 ４０４ ４９.3 １２.４ １９.６ 3６.６ ２２.3 ２２.８ ４.２ 3６.１ １６.６ ０.５

５０歳代 ４２２ ５１.7 １２.3 １８.7 33.２ ２２.０ ２０.９ ５.５ 3９.3 ２０.６ １.２

６０歳以上 １77 ５3.7 １５.3 １０.7 3２.８ １８.６ ２８.２ ８.５ ４3.５ １９.８ ０.０

ｎ

(

人

)

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ 7.０ ０.０

２０歳代 ２０６ ５.８ ０.０

３０歳代 ４１１ ８.８ ０.０

４０歳代 ４０４ 7.7 ０.０

５０歳代 ４２２ ６.４ ０.０

６０歳以上 １77 ４.０ ０.０

年
齢
別

全体

全体

年
齢
別

(単位：％) 
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図表 １3-１ 障がいのある人の人権を守るために特に必要なこと 

障がいのある人の人権を守るために特に必要なことについて、「障がいのある人が自立して生活し

やすい環境にする」が５０.５％で最も高く、次いで「障がいのある人の就職機会を増やし、労働環境を

改善する」が3２.２％、「医療や福祉のサービスを充実させる」が２２.１％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「障がいのある人に対する正しい理解を深めるための啓発広報活

動等を充実させる」（１7.１％)は、令和元年度調査（２２.7％）より５.６ポイント、「障がいのある人の就

職機会を増やし、労働環境を改善する」(3２.２％)は、令和元年度調査(3８.４％)より６.２ポイント低

くなっています。 

市民調査との大きな差はみられません。 

あなたは、障がいのある人の人権を守るのに、特に必要なことはどのようなこ

とだと思いますか。（○は３つまで） 
問１3 

１０.８

１7.１

２２.１

５０.５

3２.２

１２.０

１９.４

２１.０

１９.3

２０.3

５.１

０.7

６.０

０.０

１１.６

２２.7

２４.８

５４.４

3８.４

１3.3

２４.２

１８.２

7.４

０.９

５.０

２.８

１１.０

１６.５

２４.６

５０.２

3６.４

９.５

１６.０

２１.４

１８.7

１８.５

８.7

１.４

５.４

０.９

０％ ２０％ ４０％ ６０％

障がいのある人のための人権相談や

電話相談などの相談機能を充実させる

障がいのある人に対する正しい理解を

深めるための啓発広報活動等を充実させる

医療や福祉のサービスを充実させる

障がいのある人が自立して

生活しやすい環境にする

障がいのある人の就職機会を

増やし、労働環境を改善する

障がいのある人へ

情報を提供する機会を増やす

障がいのあるなしに

かかわらず、交流を進める

障がいの特性に応じた教育を充実させる

障がいのあるなしにかかわらず、みんなが同じ場で

共に学ぶことができる教育（インクルーシブ教育）を

充実させる

一人ひとりが「社会的障壁」（バリア）を取り除くために

必要となる配慮（合理的配慮）を提供する

障がいのある人の財産保全、

管理のための公的サービスを実施する

その他

わからない

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)
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図表 １3-２ 障がいのある人の人権を守るために特に必要なこと 性別 

性別でみると、男性・女性ともに「障がいのある人が自立して生活しやすい環境にする」が最も高く、

男性４４.3％、女性５４.９％となっています。次いで「障がいのある人の就職機会を増やし、労働環境

を改善する」が男性２９.６％、女性3４.５％となっています。続いて「医療や福祉のサービスを充実さ

せる」が男性２０.９％、女性２3.６％となっています。 
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)
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や

電
話
相
談
な
ど
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障
が
い
の
あ
る
人
に
対
す
る
正
し
い

理
解
を
深
め
る
た
め
の
啓
発
広
報

活
動
等
を
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さ
せ
る

医
療
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祉
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サ
ー

ビ
ス
を
充
実
さ
せ
る

障
が
い
の
あ
る
人
が
自
立
し
て
生
活

し
や
す
い
環
境
に
す
る

障
が
い
の
あ
る
人
の
就
職
機
会
を

増
や
し

、
労
働
環
境
を
改
善
す
る

障
が
い
の
あ
る
人
へ
情
報
を
提
供

す
る
機
会
を
増
や
す

障
が
い
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず

、

交
流
を
進
め
る

障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
教
育
を
充
実
さ
せ
る

障
が
い
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず

、
み
ん
な
が

同
じ
場
で
共
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
教
育

（
イ
ン
ク
ル
ー

シ
ブ
教
育

）
を
充
実
さ
せ
る

一
人
ひ
と
り
が

「
社
会
的
障
壁

」
（
バ
リ
ア

）
を

取
り
除
く
た
め
に
必
要
と
な
る
配
慮

（
合
理
的
配
慮

）
を
提
供
す
る

１,６２５ １０.８ １7.１ ２２.１ ５０.５ 3２.２ １２.０ １９.４ ２１.０ １９.3 ２０.3

男性 ５3０ １４.０ １６.８ ２０.９ ４４.3 ２９.６ １０.６ １7.7 １６.４ １４.２ １８.7

女性 ９7４ ９.7 １８.１ ２3.６ ５４.９ 3４.５ １3.3 ２０.０ ２3.２ ２１.９ ２１.０

１・２に当てはまらない 3 ０.０ ０.０ ６６.7 33.3 ０.０ 33.3 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０

回答しない １１６ ６.９ １１.２ １3.８ ４２.２ ２６.7 ６.９ ２２.４ ２５.０ ２２.４ ２２.４

ｎ

(
人

)

障
が
い
の
あ
る
人
の
財
産
保
全

、

管
理
の
た
め
の
公
的
サ
ー

ビ
ス
を
実
施
す
る

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ５.１ ０.7 ６.０ ０.０

男性 ５3０ 3.４ ０.８ ９.６ ０.０

女性 ９7４ ５.7 ０.５ 3.２ ０.０

１・２に当てはまらない 3 ０.０ ０.０ 33.3 ０.０

回答しない １１６ 7.８ ２.６ １１.２ ０.０

性
別

性
別

全体

全体

(単位：％) 
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図表 １3-3 障がいのある人の人権を守るために特に必要なこと 年齢別 

年齢別でみると、すべての年代で「障がいのある人が自立して生活しやすい環境にする」が最も高

く、次いで「障がいのある人の就職機会を増やし、労働環境を改善する」となっています。 
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機
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の
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に
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を
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る

障
が
い
の
あ
る
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し
に
か
か
わ
ら
ず

、
み
ん
な
が

同
じ
場
で
共
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
教
育

（
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ル
ー

シ
ブ
教
育

）
を
充
実
さ
せ
る

一
人
ひ
と
り
が

「
社
会
的
障
壁

」
（
バ
リ
ア

）
を

取
り
除
く
た
め
に
必
要
と
な
る
配
慮

（
合
理
的
配
慮

）
を
提
供
す
る

１,６２５ １０.８ １7.１ ２２.１ ５０.５ 3２.２ １２.０ １９.４ ２１.０ １９.3 ２０.3

２０歳代 ２０６ １０.7 １５.０ ２１.８ ４１.7 ２８.６ ９.２ ２０.４ ２０.４ １５.５ １６.５

３０歳代 ４１１ １１.９ １６.５ ２０.９ ４５.５ 3０.２ １１.９ １６.3 ２０.０ １６.3 ２０.２

４０歳代 ４０４ 7.２ １６.６ ２１.８ ４９.3 3４.４ １１.９ ２3.８ ２４.０ １８.６ ２3.５

５０歳代 ４２２ １１.８ １８.7 ２２.3 ５８.3 3１.０ １４.９ １９.7 ２０.１ ２3.２ １８.５

６０歳以上 １77 １４.7 １８.１ ２６.０ ５６.５ ４０.１ ９.０ １５.3 １９.８ ２3.２ ２２.６

ｎ

(
人

)

障
が
い
の
あ
る
人
の
財
産
保
全

、

管
理
の
た
め
の
公
的
サ
ー

ビ
ス
を
実
施
す
る

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ５.１ ０.7 ６.０ ０.０

２０歳代 ２０６ 3.４ ０.０ ５.3 ０.０

３０歳代 ４１１ ４.６ １.２ ８.８ ０.０

４０歳代 ４０４ ６.４ ０.7 ５.４ ０.０

５０歳代 ４２２ ５.５ ０.９ ４.５ ０.０

６０歳以上 １77 ４.０ ０.０ ４.５ ０.０

年
齢
別

年
齢
別

全体

全体

(単位：％) 
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7．同和問題（部落差別）について 

図表 １４-１ 同和問題（部落差別）に関して起きている人権問題 

同和問題（部落差別）に関して起きている人権問題について、「インターネット（ＳＮＳなど）を悪用し

た人権侵害」が3９.０％で最も高く、次いで「差別的な言動」が２８.６％、「結婚問題での周囲からの反

対」が２４.7％となっています。 

令和元年度調査との大きな差はみられません。 

市民調査と比較すると、「差別的な言動」、「差別的な落書き」、「インターネット（ＳＮＳなど）を悪用し

た人権侵害」は市民調査より６.０ポイント以上高く、「特に起きているとは思わない」（7.２％）は市民

調査（１3.7％）より６.５ポイント低くなっています。 

同和問題（部落差別）に関して、あなたは、今どのような人権問題が起きている

と思いますか。（○は３つまで） 
問１４ 

２８.６

８.９

3９.０

１3.９

２４.7

１８.０

９.7

２3.４

7.２

１.４

０.９

１６.7

０.０

２８.４

１０.２

3４.２

１3.６

２7.１

１９.１

7.7

２２.１

7.7

１.５

０.９

１４.3

２.６

１８.８

２.２

２６.3

１２.２

２４.3

１４.１

１０.7

２６.２

１3.7

２.９

２.3

１９.3

２.3

０％ ２０％ ４０％ ６０％

差別的な言動

差別的な落書き

インターネット（ＳＮＳなど）を

悪用した人権侵害

就職・職場での差別・不利な扱い

結婚問題での周囲からの反対

身元調査を実施すること

地域の活動や付き合いでの

差別・不利な扱い

いわゆる同和地区への居住の敬遠

特に起きているとは思わない

同和問題（部落差別）を知らない

その他

わからない

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)
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図表 １４-２ 同和問題（部落差別）に関して起きている人権問題 性別 

性別でみると、男性・女性ともに「インターネット（ＳＮＳなど）を悪用した人権侵害」が最も高く、男性

４０.９％、女性37.7％となっています。次いで男性は「差別的な言動」が3１.５％、女性は「結婚問題

での周囲からの反対」が２８.９％となっています。続いて男性は「いわゆる同和地区への居住の敬遠」

が１９.１％、女性は「差別的な言動」が２８.3％となっています。  
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落
書
き

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

（
Ｓ
Ｎ
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ゆ
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地
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住
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特
に
起
き
て
い
る
と
は
思
わ
な
い

同
和
問
題

（
部
落
差
別

）
を
知
ら
な
い

１,６２５ ２８.６ ８.９ 3９.０ １3.９ ２４.7 １８.０ ９.7 ２3.４ 7.２ １.４

男性 ５3０ 3１.５ １０.６ ４０.９ １１.１ １7.９ １５.８ ９.１ １９.１ １０.９ １.５

女性 ９7４ ２８.3 7.９ 37.7 １６.２ ２８.９ １９.１ １０.４ ２６.１ ５.５ １.3

１・２に当てはまらない 3 33.3 ０.０ 33.3 ０.０ ０.０ ０.０ 33.3 33.3 ０.０ ０.０

回答しない １１６ １7.２ １０.3 ４１.４ 7.８ ２２.４ １９.０ ６.０ ２０.7 ４.3 ０.９

ｎ

(

人

)

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ０.９ １６.7 ０.０

男性 ５3０ ０.９ １６.０ ０.０

女性 ９7４ ０.7 １５.６ ０.０

１・２に当てはまらない 3 ０.０ 33.3 ０.０

回答しない １１６ １.7 ２7.６ ０.０

性
別

性
別

全体

全体

(単位：％) 
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図表 １４-3 同和問題（部落差別）に関して起きている人権問題 年齢別 

年齢別でみると、２０歳代は「差別的な言動」、その他の年代は「インターネット（ＳＮＳなど）を悪用し

た人権侵害」が最も高くなっています。 
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い
る
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は
思
わ
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い

同
和
問
題

（
部
落
差
別

）
を
知
ら
な
い

１,６２５ ２８.６ ８.９ 3９.０ １3.９ ２４.7 １８.０ ９.7 ２3.４ 7.２ １.４

２０歳代 ２０６ 3５.４ ９.２ ２９.１ １５.０ ２２.3 １１.7 １２.１ １６.５ ６.８ ２.４

３０歳代 ４１１ 3１.６ ８.０ 3６.０ 7.５ ２１.２ １7.８ １１.９ ２１.２ １０.２ ２.２

４０歳代 ４０４ ２８.０ ９.２ ４3.８ １６.６ ２４.５ １８.６ ８.7 ２7.５ 7.7 １.０

５０歳代 ４２２ ２５.６ 7.６ ４０.５ １６.６ ２９.１ ２０.６ 7.６ ２3.7 ４.５ ０.２

６０歳以上 １77 ２２.０ １3.６ ４3.５ １４.7 ２６.６ １８.１ ９.０ ２7.１ ６.２ １.7

ｎ

(

人

)

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ０.９ １６.7 ０.０

２０歳代 ２０６ ０.５ １９.４ ０.０

３０歳代 ４１１ １.２ １４.８ ０.０

４０歳代 ４０４ １.０ １５.１ ０.０

５０歳代 ４２２ ０.９ １7.3 ０.０

６０歳以上 １77 ０.０ １８.６ ０.０

全体

全体

年
齢
別

年
齢
別

(単位：％) 
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図表 １５-１ こどもの結婚相手が同和地区の人の場合の対応 

こどもの結婚相手が同和地区の人の場合の対応について、「こどもの意志を尊重する」が４６.２％

で最も高く、次いで「わからない」が２４.２％、「反対する理由にはならないので、当然結婚を認める」

が１7.４％となっています。 

市民調査と比較すると、「反対する理由にはならないので、当然結婚を認める」(１7.４％)は、市民

調査(１１.５％)より５.９ポイント高く、「親としては反対するが、こどもの意志が強ければしかたがない」

(7.１％)は、市民調査(１６.０％)より８.９ポイント低くなっています。 

あなたのお子さんが結婚しようとする相手が、同和地区の人であるとわかった

場合、あなたはどうしますか。（○は１つだけ） 
問１５ 

１7.４

１１.５

４６.２

４3.８

１.８

１.3

7.１

１６.０

１.２

１.５

１.3

3.４

０.7

１.８

２４.２

１９.８

０.１

０.８

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

市民調査

(ｎ=１,１０５)

反対する理由にはならないので、当然結婚を認める

こどもの意志を尊重する

周囲の反対があってもこどもを応援する

親としては反対するが、こどもの意志が強ければしかたがない

家族や親せきの反対があれば、結婚を認めない

絶対に結婚を認めない

その他

わからない

不明・無回答
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１7.４

１９.１

１１.５

４６.２

４２.４

４3.８

１.８

２.２

１.3

7.１

7.１

１６.０

１.２

１.９

１.５

１.3

０.９

3.４

０.7

１.５

１.８

２４.２

２3.９

１９.８

０.１

１.０

０.８

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査

(ｎ=１,２９１)

市民調査

(ｎ=１,１０５)

反対する理由にはならないので、当然結婚を認める

こどもの意志を尊重する

周囲の反対があってもこどもを応援する

親としては反対するが、こどもの意志が強ければしかたがない

家族や親せきの反対があれば、結婚を認めない

絶対に結婚を認めない

その他

わからない

不明・無回答

図表 １５-２ こどもの結婚相手が同和地区の人の場合の対応 他調査との比較 

令和元年度調査との大きな差はみられません。  

※令和元年度調査は「家族の反対があれば結婚を認めない」 
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図表 １５-3 こどもの結婚相手が同和地区の人の場合の対応 性別・年齢別 

性別でみると、男性・女性ともに「こどもの意志を尊重する」が最も高く、男性４５.５％、女性

４7.7％となっています。次いで男性は「反対する理由にはならないので、当然結婚を認める」が

２４.９％、女性は「わからない」が２４.４％となっています。続いて男性は「わからない」が２０.０％、女

性は「反対する理由にはならないので、当然結婚を認める」が１４.3％となっています。「反対する理

由にはならないので、当然結婚を認める」は、男性が女性より１０.６ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、すべての年代で「こどもの意志を尊重する」が最も高く、次いで「わからない」、

「反対する理由にはならないので、当然結婚を認める」となっています。 

全体

（ｎ＝１,６２５）

男性

（ｎ＝５3０）

女性

（ｎ＝９7４）

１・２に当てはまらない

（ｎ＝3）

回答しない

（ｎ＝１１６）

２０歳代

（ｎ＝２０６）

３０歳代

（ｎ＝４１１）

４０歳代

（ｎ＝４０４）

５０歳代

（ｎ＝４２２）

６０歳以上

（ｎ＝１77）
１２.４

１3.０

１８.６

２０.7

２２.3

１０.3

１４.3

２４.９

１7.４

５５.４

４８.3

４４.８

４４.０

４１.7

3６.２

６６.7

４7.7

４５.５

４６.２

3.４

１.２

１.２

２.２

１.９

０.９

２.０

１.7

１.８

５.６

８.3

7.４

６.１

7.3

６.９

８.４

４.９

7.１

１.１

１.7

１.５

０.7

０.５

０.９

１.５

０.６

１.２

１.7

１.４

１.０

１.２

１.５

１.3

１.５

１.3

０.６

０.7

１.０

０.7

０.５

3.４

０.3

０.９

０.7

１９.８

２５.１

２４.５

２４.3

２４.3

４０.５

33.3

２４.４

２０.０

２４.２

０.２

０.９

０.１

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

反対する理由にはならないので、当然結婚を認める

こどもの意志を尊重する

周囲の反対があってもこどもを応援する

親としては反対するが、こどもの意志が強ければしかたがない

家族や親せきの反対があれば、結婚を認めない

絶対に結婚を認めない

その他

わからない

不明・無回答

性
別

年
齢
別
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図表 １６-１ 同和地区の人と結婚しようとした際に家族から反対を受けたときの対応 

同和地区の人と結婚しようとした際に家族から反対を受けたときの対応について、「説得に全力を

傾け、できるだけ理解を得て、自分の意志を貫いて結婚する」が37.８％で最も高く、次いで「わから

ない」が3２.０％、「家族や親せきの反対に関係なく、自分の意志を貫いて結婚する」が２１.２％となっ

ています。 

市民調査との大きな差はみられません。 

あなたが同和地区の人と、結婚しようとしたとき、家族や親せきから強い反対

を受けたら、あなたはどうしますか。（○は１つだけ） 
問１６ 

２１.２

１7.7

37.８

3８.４

7.９

１０.９

１.１

3.０

3２.０

２８.２ １.８

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

市民調査

(ｎ=１,１０５)

家族や親せきの反対に関係なく、自分の意志を貫いて結婚する

説得に全力を傾け、できるだけ理解を得て、自分の意志を貫いて結婚する

家族や親せきの反対があれば結婚しない

その他

わからない

不明・無回答
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図表 １６-２ 同和地区の人と結婚しようとした際に家族から反対を受けたときの対応  

他調査との比較 

令和元年度調査との大きな差はみられません。  

２１.２

２０.１

１7.7

37.８

４１.４

3８.４

7.９

６.９

１０.９

１.１

１.１

3.０

3２.０

２９.９

２８.２

０.６

１.８

０.０

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査

(ｎ=１,２９１)

市民調査

(ｎ=１,１０５)

家族や親せきの反対に関係なく、自分の意志を貫いて結婚する

説得に全力を傾け、できるだけ理解を得て、自分の意志を貫いて結婚する

家族や親せきの反対があれば結婚しない

その他

わからない

不明・無回答
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図表 １６-3 同和地区の人と結婚しようとした際に家族から反対を受けたときの対応 

性別・年齢別 

性別でみると、男性は「家族や親せきの反対に関係なく、自分の意志を貫いて結婚する」が33.４％、

女性は「説得に全力を傾け、できるだけ理解を得て、自分の意志を貫いて結婚する」が４１.7％で最も

高く、次いで男性は「説得に全力を傾け、できるだけ理解を得て、自分の意志を貫いて結婚する」が

33.２％、女性は「わからない」が33.０％となっています。続いて男性は「わからない」が２６.８％、女

性は「家族や親せきの反対に関係なく、自分の意志を貫いて結婚する」が１５.５％となっています。 

「家族や親せきの反対に関係なく、自分の意志を貫いて結婚する」は、男性が女性より１7.９ポイン

ト高くなっています。 

年齢別でみると、４０歳代は「わからない」、その他の年代は「説得に全力を傾け、できるだけ理解を

得て、自分の意志を貫いて結婚する」が最も高くなっています。 

全体

（ｎ＝１,６２５）

男性

（ｎ＝５3０）

女性

（ｎ＝９7４）

１・２に当てはまらない

（ｎ＝3）

回答しない

（ｎ＝１１６）

２０歳代

（ｎ＝２０６）

３０歳代

（ｎ＝４１１）

４０歳代

（ｎ＝４０４）

５０歳代

（ｎ＝４２２）

６０歳以上

（ｎ＝１77）
２3.２

２０.９

２０.3

２２.１

２０.４

１3.８

１５.５

33.４

２１.２

４０.7

37.０

3４.２

3９.４

４１.7

２６.7

６６.7

４１.7

33.２

37.８

６.２

7.８

８.7

7.１

９.7

１１.２

９.２

４.7

7.９

１.7

０.９

１.０

１.５

０.５

１.7

０.６

１.９

１.１

２８.２

33.４

3５.９

２９.９

２7.7

４６.６

33.3

33.０

２６.８

3２.０

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

家族や親せきの反対に関係なく、自分の意志を貫いて結婚する

説得に全力を傾け、できるだけ理解を得て、自分の意志を貫いて結婚する

家族や親せきの反対があれば結婚しない

その他

わからない

不明・無回答

性
別

年
齢
別
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図表 １7-１ 同和問題（部落差別）が生じる原因や背景 

同和問題（部落差別）が生じる原因や背景について、「社会全体に残る差別意識」が3２.１％で最も

高く、次いで「家族や親せきから教えられる偏見・差別意識」が１８.８％、「わからない」が１２.９％とな

っています。 

令和元年度調査と比較すると、「家族や親せきから教えられる偏見・差別意識」(１８.８％)は、令和

元年度調査(２５.3％)より６.５ポイント低くなっています。 

市民調査との大きな差はみられません。  

１８.８

１２.６

１.０

3２.１

８.１

２.４

０.６

7.3

２.０

２.２

１２.９

０.０

２５.3

１４.7

１.１

２7.3

６.４

１.５

０.９

５.０

１.４

２.４

１１.５

２.６

１８.０

１２.９

０.８

3０.１

６.９

3.５

１.４

５.０

3.２

４.４

１２.４

１.3

０％ ２０％ ４０％ ６０％

家族や親せきから教えられる偏見・差別意識

地域の人から伝えられる偏見・差別意識

職場などで伝えられる偏見・差別意識

社会全体に残る差別意識

学習する機会の不十分さ

学校での人権教育の不十分さ

行政の人権問題の啓発の不十分さ

インターネット（ＳＮＳなど）による

差別の助長につながる情報の書込み

同和問題（部落差別）を知らない

その他

わからない

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)

同和問題（部落差別）が生じる原因や背景として、あなたが一番思い当たるの

は次のどれですか。（○は１つだけ） 
問１7 
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図表 １7-２ 同和問題（部落差別）が生じる原因や背景 性別 

性別でみると、男性・女性ともに「社会全体に残る差別意識」が最も高く、男性２８.3％、女性

3５.０％となっています。次いで「家族や親せきから教えられる偏見・差別意識」が男性１7.４％、女性

２０.４％となっています。続いて男性は「わからない」が１４.3％、女性は「地域の人から伝えられる偏

見・差別意識」が１3.２％となっています。 

ｎ

(

人

)

家
族
や
親
せ
き
か
ら
教
え
ら
れ
る

偏
見
・
差
別
意
識

地
域
の
人
か
ら
伝
え
ら
れ
る

偏
見
・
差
別
意
識

職
場
な
ど
で
伝
え
ら
れ
る

偏
見
・
差
別
意
識

社
会
全
体
に
残
る
差
別
意
識

学
習
す
る
機
会
の
不
十
分
さ

学
校
で
の
人
権
教
育
の
不
十
分
さ

行
政
の
人
権
問
題
の
啓
発
の
不
十
分
さ

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど

）

に
よ
る
差
別
の
助
長
に
つ
な
が
る

情
報
の
書
込
み

同
和
問
題

（
部
落
差
別

）
を
知
ら
な
い

そ
の
他

１,６２５ １８.８ １２.６ １.０ 3２.１ ８.１ ２.４ ０.６ 7.3 ２.０ ２.２

男性 ５3０ １7.４ １２.８ １.５ ２８.3 7.９ ２.１ ０.６ ８.９ ２.3 ４.０

女性 ９7４ ２０.４ １3.２ ０.５ 3５.０ ８.１ ２.５ ０.６ ６.１ １.7 １.１

１・２に当てはまらない 3 ６６.7 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０

回答しない １１６ １０.3 ６.９ ２.６ ２６.7 ９.５ 3.４ ０.０ １０.3 3.４ 3.４

ｎ

(

人

)

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ １２.９ ０.０

男性 ５3０ １４.3 ０.０

女性 ９7４ １０.7 ０.０

１・２に当てはまらない 3 33.3 ０.０

回答しない １１６ ２3.3 ０.０

性
別

全体

全体

性
別

(単位：％) 
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図表 １7-3 同和問題（部落差別）が生じる原因や背景 年齢別 

年齢別でみると、２０歳代は「家族や親せきから教えられる偏見・差別意識」、その他の年代は「社会

全体に残る差別意識」が最も高くなっています。 

ｎ

(

人

)

家
族
や
親
せ
き
か
ら
教
え
ら
れ
る

偏
見
・
差
別
意
識

地
域
の
人
か
ら
伝
え
ら
れ
る

偏
見
・
差
別
意
識

職
場
な
ど
で
伝
え
ら
れ
る

偏
見
・
差
別
意
識

社
会
全
体
に
残
る
差
別
意
識

学
習
す
る
機
会
の
不
十
分
さ

学
校
で
の
人
権
教
育
の
不
十
分
さ

行
政
の
人
権
問
題
の
啓
発
の
不
十
分
さ

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど

）

に
よ
る
差
別
の
助
長
に
つ
な
が
る

情
報
の
書
込
み

同
和
問
題

（
部
落
差
別

）
を
知
ら
な
い

そ
の
他

１,６２５ １８.８ １２.６ １.０ 3２.１ ８.１ ２.４ ０.６ 7.3 ２.０ ２.２

２０歳代 ２０６ ２3.3 １3.６ １.５ ２２.3 １０.7 3.４ ０.５ 3.４ ２.９ １.０

３０歳代 ４１１ １９.０ １４.４ １.7 ２3.８ ９.０ １.９ ０.２ ９.５ ２.7 ４.６

４０歳代 ４０４ １８.６ １１.６ ０.０ 33.２ ８.２ 3.０ ０.7 ９.４ ２.０ ２.２

５０歳代 ４２２ １６.８ １４.２ １.２ 3８.６ 7.６ ２.６ ０.２ ５.２ １.２ １.２

６０歳以上 １77 １８.６ ５.６ ０.６ ４５.２ ４.５ ０.６ １.7 ６.８ １.7 ０.６

ｎ

(

人

)

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ １２.９ ０.０

２０歳代 ２０６ １7.５ ０.０

３０歳代 ４１１ １3.１ ０.０

４０歳代 ４０４ １１.１ ０.０

５０歳代 ４２２ １１.１ ０.０

６０歳以上 １77 １４.１ ０.０

年
齢
別

全体

全体

年
齢
別

(単位：％) 
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８．外国人の人権について 

図表 １８-１ 在住外国人の人権に関する問題点 

在住外国人の人権に関する問題点について、「言葉の違いで情報が伝わりにくい」が４２.６％で最

も高く、次いで「文化などの違いにより地域社会で受け入れられにくい」が33.８％、「就職・職場で不

利な扱いを受ける」、「働く場所や能力を発揮する機会が少ない」がともに２１.４％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「ヘイトスピーチ（特定の人種や民族、宗教などに属する集団や個人

を指して、攻撃的・差別的表現をすること）によるいやがらせなどがある」（１7.２％）は令和元年度調

査（９.６％）より7.６ポイント高くなっています。 

市民調査と比較すると、「就職・職場で不利な扱いを受ける」(２１.４％)は、市民調査(１４.８％)より

６.６ポイント高くなっています。 

９.４

２１.４

２１.４

１１.7

33.８

１3.９

４２.６

１６.２

８.９

１7.２

１.１

１１.3

０.０

９.7

２６.０

２3.８

１3.２

3４.3

１４.3

４０.４

１４.１

８.９

９.６

０.7

１０.５

１.7

５.５

１４.８

１８.６

１４.９

２９.０

１６.7

3８.５

２１.０

９.９

１7.８

２.7

１４.１

１.3

０％ ２０％ ４０％ ６０％

入学・学校で不利な扱いを受ける

就職・職場で不利な扱いを受ける

働く場所や能力を発揮する機会が少ない

住宅の申込みや入居で不利な扱いを受ける

文化などの違いにより

地域社会で受け入れられにくい

施設などに外国語表記が少ない

言葉の違いで情報が伝わりにくい

外国人と日本人が、お互いに

ふれあい理解を深めるような機会が少ない

外国人の人権を守るための

法律や制度の整備が十分でない

ヘイトスピーチ（特定の人種や民族、宗教などに

属する集団や個人を指して、攻撃的・差別的表現

をすること）によるいやがらせなどがある

その他

わからない

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)

日本に居住している外国人に関することがらで、人権の尊重という点からみて、

あなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。（○は３つまで） 
問１８ 
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図表 １８-２ 在住外国人の人権に関する問題点 性別 

性別でみると、男性・女性ともに「言葉の違いで情報が伝わりにくい」が最も高く、男性37.４％、女

性４５.８％となっています。次いで「文化などの違いにより地域社会で受け入れられにくい」が男性

3５.3％、女性3４.１％となっています。続いて男性は「就職・職場で不利な扱いを受ける」が２２.６％、

女性は「働く場所や能力を発揮する機会が少ない」が２3.５％となっています。 

ｎ

(

人

)

入
学
・
学
校
で
不
利
な
扱
い
を
受
け
る

就
職
・
職
場
で
不
利
な
扱
い
を
受
け
る

働
く
場
所
や
能
力
を
発
揮
す
る
機
会
が
少
な
い

住
宅
の
申
込
み
や
入
居
で
不
利
な
扱
い
を
受
け
る

文
化
な
ど
の
違
い
に
よ
り
地
域
社
会
で
受
け
入
れ
ら
れ
に
く
い

施
設
な
ど
に
外
国
語
表
記
が
少
な
い

言
葉
の
違
い
で
情
報
が
伝
わ
り
に
く
い

外
国
人
と
日
本
人
が

、
お
互
い
に
ふ
れ
あ
い
理
解
を
深
め
る
よ

う
な
機
会
が
少
な
い

外
国
人
の
人
権
を
守
る
た
め
の
法
律
や
制
度
の
整
備
が
十
分
で

な
い

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ

（
特
定
の
人
種
や
民
族

、
宗
教
な
ど
に
属
す

る
集
団
や
個
人
を
指
し
て

、
攻
撃
的
・
差
別
的
表
現
を
す
る
こ

と

）
に
よ
る
い
や
が
ら
せ
な
ど
が
あ
る

１,６２５ ９.４ ２１.４ ２１.４ １１.7 33.８ １3.９ ４２.６ １６.２ ８.９ １7.２

男性 ５3０ １０.９ ２２.６ １９.８ 7.９ 3５.3 ９.４ 37.４ １６.０ 7.４ １４.3

女性 ９7４ ９.１ ２１.7 ２3.５ １４.２ 3４.１ １６.２ ４５.８ １６.１ １０.２ １８.４

１・２に当てはまらない 3 33.3 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ 33.3

回答しない １１６ 3.４ １２.９ １２.１ ８.６ ２５.９ １５.５ ４１.４ １８.１ ６.０ １９.８

ｎ

(

人

)

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ １.１ １１.3 ０.０

男性 ５3０ ２.3 １２.５ ０.０

女性 ９7４ ０.４ ９.０ ０.０

１・２に当てはまらない 3 ０.０ 33.3 ０.０

回答しない １１６ １.7 ２５.０ ０.０

性
別

性
別

全体

全体

(単位：％) 
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図表 １８-3 在住外国人の人権に関する問題点 年齢別 

年齢別でみると、すべての年代で「言葉の違いで情報が伝わりにくい」が最も高く、次いで「文化な

どの違いにより地域社会で受け入れられにくい」となっています。 

ｎ

(

人

)

入
学
・
学
校
で
不
利
な
扱
い
を
受
け
る

就
職
・
職
場
で
不
利
な
扱
い
を
受
け
る

働
く
場
所
や
能
力
を
発
揮
す
る
機
会
が
少
な
い

住
宅
の
申
込
み
や
入
居
で
不
利
な
扱
い
を
受
け
る

文
化
な
ど
の
違
い
に
よ
り
地
域
社
会
で
受
け
入
れ
ら
れ
に
く
い

施
設
な
ど
に
外
国
語
表
記
が
少
な
い

言
葉
の
違
い
で
情
報
が
伝
わ
り
に
く
い

外
国
人
と
日
本
人
が

、
お
互
い
に
ふ
れ
あ
い
理
解
を
深
め
る
よ

う
な
機
会
が
少
な
い

外
国
人
の
人
権
を
守
る
た
め
の
法
律
や
制
度
の
整
備
が
十
分
で

な
い

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ

（
特
定
の
人
種
や
民
族

、
宗
教
な
ど
に
属
す

る
集
団
や
個
人
を
指
し
て

、
攻
撃
的
・
差
別
的
表
現
を
す
る
こ

と

）
に
よ
る
い
や
が
ら
せ
な
ど
が
あ
る

１,６２５ ９.４ ２１.４ ２１.４ １１.7 33.８ １3.９ ４２.６ １６.２ ８.９ １7.２

２０歳代 ２０６ １５.０ ２２.８ １８.０ １3.６ ２６.7 ９.２ 3２.０ １６.５ ４.４ １１.7

３０歳代 ４１１ １０.５ ２０.４ １９.０ 7.８ 3５.3 １3.４ ４１.６ １５.１ ６.3 １５.６

４０歳代 ４０４ ９.7 １９.８ ２０.５ １０.９ 3８.４ １６.3 ４６.０ １7.８ 7.９ １６.１

５０歳代 ４２２ 7.１ ２3.２ ２５.６ １3.7 3２.０ １４.９ ４４.５ １５.９ １２.１ １９.7

６０歳以上 １77 ５.１ ２０.９ ２3.7 １５.８ 33.3 １２.４ ４４.６ １５.８ １４.7 ２４.3

ｎ

(

人

)

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ １.１ １１.3 ０.０

２０歳代 ２０６ １.５ １3.１ ０.０

３０歳代 ４１１ ２.４ １１.４ ０.０

４０歳代 ４０４ ０.7 １０.９ ０.０

５０歳代 ４２２ ０.０ １０.９ ０.０

６０歳以上 １77 １.１ １０.7 ０.０

年
齢
別

年
齢
別

全体

全体

(単位：％) 
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図表 １９-１ 在住外国人の人権を守るために特に必要なこと 

在住外国人の人権を守るために特に必要なことについて、「日本人と外国人の交流等を進め、お互

いの文化や社会事情を理解する機会をつくる」が3９.４％で最も高く、次いで「外国人の労働環境を

見直す」が3１.7％、「外国人が日本語を学べる機会をつくる」が２９.５％となっています。 

令和元年度調査との大きな差はみられません。 

市民調査と比較すると、「外国人が日本語を学べる機会をつくる」(２９.５％)は、市民調査

(3４.８％)より５.3ポイント低くなっています。 

２7.１

１９.５

3１.7

3９.４

２１.６

１４.８

２９.５

１.3

１２.１

０.０

２９.４

２０.１

3５.１

４２.８

２１.２

１２.９

3０.４

１.５

８.４

１.１

２８.５

１８.3

3２.９

４０.８

１９.４

１５.２

3４.８

４.3

９.3

１.１

０％ ２０％ ４０％ ６０％

外国人のための相談所や

電話相談を充実させる

（いくつかの言語で対応できる等）

違いを認めあう意識を高めるための

啓発広報活動等を充実させる

外国人の労働環境を見直す

日本人と外国人の交流等を進め、お互いの

文化や社会事情を理解する機会をつくる

施設などに外国語表記を増やしていく

外国人を支援する

民間ボランティア団体を支援する

外国人が日本語を学べる機会をつくる

その他

わからない

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)

あなたは、日本に居住している外国人の人権を守るのに、特に必要なことはど

のようなことだと思いますか。（○は３つまで） 
問１９ 
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図表 １９-２ 在住外国人の人権を守るために特に必要なこと 性別・年齢別 

性別でみると、男性・女性ともに「日本人と外国人の交流等を進め、お互いの文化や社会事情を理

解する機会をつくる」が最も高く、男性3６.８％、女性４１.４％となっています。次いで男性は「外国人

が日本語を学べる機会をつくる」が3０.０％、女性は「外国人の労働環境を見直す」が3４.０％となっ

ています。続いて男性は「外国人の労働環境を見直す」が２９.８％、女性は「外国人が日本語を学べる

機会をつくる」が２９.５％となっています。 

年齢別でみると、２０歳代は「外国人の労働環境を見直す」、その他の年代は「日本人と外国人の交

流等を進め、お互いの文化や社会事情を理解する機会をつくる」が最も高くなっています。 
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め
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等
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め
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活
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等
を
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実
さ
せ
る

外
国
人
の
労
働
環
境
を
見
直
す

日
本
人
と
外
国
人
の
交
流
等
を
進
め

、

お
互
い
の
文
化
や
社
会
事
情
を
理
解

す
る
機
会
を
つ
く
る

施
設
な
ど
に
外
国
語
表
記
を

増
や
し
て
い
く

外
国
人
を
支
援
す
る
民
間

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
を
支
援
す
る

外
国
人
が
日
本
語
を
学
べ
る
機
会
を

つ
く
る

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ２7.１ １９.５ 3１.7 3９.４ ２１.６ １４.８ ２９.５ １.3 １２.１ ０.０

男性 ５3０ ２５.１ １7.９ ２９.８ 3６.８ １６.０ １０.２ 3０.０ ２.１ １５.3 ０.０

女性 ９7４ ２８.９ ２１.６ 3４.０ ４１.４ ２５.４ １7.８ ２９.５ ０.８ ８.２ ０.０

１・２に当てはまらない 3 33.3 ０.０ 33.3 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ 33.3 ０.０

回答しない １１６ ２２.４ １０.3 ２０.7 3６.２ １６.４ １１.２ ２９.3 １.7 ２９.3 ０.０

２０歳代 ２０６ １7.５ １7.５ 3２.０ 3１.６ ２０.４ ５.3 ２５.7 １.０ １7.０ ０.０

３０歳代 ４１１ ２０.7 １８.２ 3１.４ 37.7 ２3.１ １２.４ ２９.２ ２.２ １3.４ ０.０

４０歳代 ４０４ ２５.５ １９.６ 3０.０ ４５.０ ２４.０ １５.１ 3０.９ １.５ １０.６ ０.０

５０歳代 ４２２ 3６.０ １９.7 33.２ 3９.１ １９.7 １９.９ ２９.４ ０.５ １０.２ ０.０

６０歳以上 １77 3６.7 ２４.９ 3２.２ ４０.7 １８.６ １８.１ 3２.８ １.１ １０.7 ０.０

性
別

年
齢
別

全体

(単位：％) 
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９．情報化などに伴う人権侵害について 

図表２０-１ インターネットを悪用した人権侵害に関する問題点 

インターネットを悪用した人権侵害に関する問題点について、「他人へのひどい悪口（誹謗中傷）や

差別的な表現などの掲載」が7６.９％で最も高く、次いで「事件や事故の被害者や加害者の実名、顔

写真などの情報を無断で掲載すること」が3９.４％、「いったん流れた情報の修正や回収の困難さ」が

3６.８％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「他人へのひどい悪口（誹謗中傷）や差別的な表現などの掲載」

（7６.９％）は令和元年度調査(６９.０％)より7.９ポイント高く、「犯罪を誘発する場となっている出会

い系サイトなど」（１２.５％）、「プライバシーに関する情報の第三者による無断掲載」（１５.3％）は7.０

ポイント以上低くなっています。 

市民調査と比較すると、「他人へのひどい悪口（誹謗中傷）や差別的な表現などの掲載」、「事件や

事故の被害者や加害者の実名、顔写真などの情報を無断で掲載すること」は市民調査より８.０ポイン

ト以上高く、「悪徳商法によるインターネット取引での被害」(１２.２％)は市民調査(２１.５％)より９.3

ポイント低くなっています。  

7６.９

3９.４

3５.６

１２.５

６.６

１２.２

3６.８

１０.3

１５.3

６.7

０.１

２.６

０.０

６９.０

3２.7

１４.４

１９.６

１６.3

１５.3

２3.3

33.９

０.５

５.６

２.６

６８.２

3１.４

3６.５

１５.１

６.7

２１.５

3５.５

１２.６

１7.０

９.7

０.９

3.８

１.１

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％

他人へのひどい悪口（誹謗中傷）や

差別的な表現などの掲載

差別を助長する表現や内容を掲載する

事件や事故の被害者や加害者の実名、

顔写真などの情報を無断で掲載すること

捜査の対象となっている

未成年者の名前や顔写真を掲載する

不正アクセスのような行為による個人情報の流出

犯罪を誘発する場となっている出会い系サイトなど

ポルノ画像など有害なホームページ

わいせつな画像や残虐な映像を掲載する

悪徳商法によるインターネット取引での被害

いったん流れた情報の修正や回収の困難さ

インターネット上の人権侵害に対する救済や

規制に関する法制度が不十分である

ヘイトスピーチ（特定の人種や民族、宗教などに属する

集団や個人を指して、攻撃的・差別的表現をすること）

など差別を助長するような情報の掲載

プライバシーに関する情報の第三者による無断掲載

リベンジポルノ（元交際相手の性的な画像などを、相手の

同意を得ることなく、仕返しのためにインターネットの

掲示板やＳＮＳなどに公表する行為）が行われていること

その他

わからない

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)

インターネットを悪用した人権侵害について、あなたが特に問題があると思うの

はどのようなことですか。（〇は３つまで） 
問 ２０ 
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図表２０-２ インターネットを悪用した人権侵害にする問題点 性別 

性別でみると、男性・女性ともに「他人へのひどい悪口（誹謗中傷）や差別的な表現などの掲載」が

最も高く、男性は7４.５％、女性7８.7％となっています。次いで男性は「いったん流れた情報の修正

や回収の困難さ」が3６.８％、女性は「事件や事故の被害者や加害者の実名、顔写真などの情報を無

断で掲載すること」が４２.１％となっています。続いて男性は「事件や事故の被害者や加害者の実名、

顔写真などの情報を無断で掲載すること」が3４.９％、女性は「いったん流れた情報の修正や回収の

困難さ」が3５.９％となっています。 

ｎ

(

人

)

他
人
へ
の
ひ
ど
い
悪
口

（
誹
謗
中
傷

）
や
差
別
的
な
表
現
な
ど
の
掲
載

事
件
や
事
故
の
被
害
者
や
加
害
者
の
実
名

、
顔
写
真
な
ど
の
情
報
を
無
断
で

掲
載
す
る
こ
と

不
正
ア
ク
セ
ス
の
よ
う
な
行
為
に
よ
る
個
人
情
報
の
流
出

犯
罪
を
誘
発
す
る
場
と
な

っ
て
い
る
出
会
い
系
サ
イ
ト
な
ど

ポ
ル
ノ
画
像
な
ど
有
害
な
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

悪
徳
商
法
に
よ
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
取
引
で
の
被
害

い

っ
た
ん
流
れ
た
情
報
の
修
正
や
回
収
の
困
難
さ

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ

（
特
定
の
人
種
や
民
族

、
宗
教
な
ど
に
属
す
る
集
団
や
個

人
を
指
し
て

、
攻
撃
的
・
差
別
的
表
現
を
す
る
こ
と

）
な
ど
差
別
を
助
長
す

る
よ
う
な
情
報
の
掲
載

プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
関
す
る
情
報
の
第
三
者
に
よ
る

無
断
掲
載

リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ

（
元
交
際
相
手
の
性
的
な
画
像
な
ど
を

、
相
手
の
同
意
を

得
る
こ
と
な
く

、
仕
返
し
の
た
め
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
掲
示
板
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ

な
ど
に
公
表
す
る
行
為

）
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

１,６２５ 7６.９ 3９.４ 3５.６ １２.５ ６.６ １２.２ 3６.８ １０.3 １５.3 ６.7

男性 ５3０ 7４.５ 3４.９ 3４.０ １０.６ 3.６ １０.６ 3６.８ １3.２ １５.１ 3.６

女性 ９7４ 7８.7 ４２.１ 3５.５ １４.１ ８.５ １3.１ 3５.９ ９.４ １５.１ ８.3

１・２に当てはまらない 3 ６６.7 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ 33.3 ０.０ ０.０ ０.０

回答しない １１６ 7１.６ 3８.８ ４４.０ ８.６ ５.２ １２.１ ４４.８ ４.3 １８.１ 7.８

ｎ

(

人

)
そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ０.１ ２.６ ０.０

男性 ５3０ ０.２ ４.7 ０.０

女性 ９7４ ０.１ １.１ ０.０

１・２に当てはまらない 3 ０.０ 33.3 ０.０

回答しない １１６ ０.０ ４.3 ０.０

全体

性
別

性
別

全体

(単位：％) 
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図表２０-3 インターネットを悪用した人権侵害にする問題点 年齢別 

年齢別でみると、すべての年代において「他人へのひどい悪口（誹謗中傷）や差別的な表現などの

掲載」が最も高くなっています。次いで４０歳代は「いったん流れた情報の修正や回収の困難さ」、６０

歳以上は「不正アクセスのような行為による個人情報の流出」、その他の年代は「事件や事故の被害

者や加害者の実名、顔写真などの情報を無断で掲載すること」となっています。 
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情
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情
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を
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と
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い
系
サ
イ
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ポ
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な
ど
有
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な
ホ
ー
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ジ

悪
徳
商
法
に
よ
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
取
引
で
の
被
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い

っ
た
ん
流
れ
た
情
報
の
修
正
や
回
収
の
困
難
さ

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ

（
特
定
の
人
種
や
民
族

、
宗
教
な
ど
に
属
す
る
集
団
や
個

人
を
指
し
て

、
攻
撃
的
・
差
別
的
表
現
を
す
る
こ
と

）
な
ど
差
別
を
助
長
す

る
よ
う
な
情
報
の
掲
載

プ
ラ
イ
バ
シ
ー

に
関
す
る
情
報
の
第
三
者
に
よ
る

無
断
掲
載

リ
ベ
ン
ジ
ポ
ル
ノ

（
元
交
際
相
手
の
性
的
な
画
像
な
ど
を

、
相
手
の
同
意
を

得
る
こ
と
な
く

、
仕
返
し
の
た
め
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
掲
示
板
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ

な
ど
に
公
表
す
る
行
為

）
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

１,６２５ 7６.９ 3９.４ 3５.６ １２.５ ６.６ １２.２ 3６.８ １０.3 １５.3 ６.7

２０歳代 ２０６ 73.８ 3５.４ 3２.０ １１.7 ６.3 ５.８ ２3.８ ８.7 １８.９ ８.3

３０歳代 ４１１ 7６.６ 3８.４ 3４.８ ８.3 ８.５ ９.２ 3８.０ ９.０ １８.7 ５.８

４０歳代 ４０４ ８０.7 ４０.６ 3４.２ １４.４ ５.０ １１.６ ４０.８ １１.９ １４.６ ５.7

５０歳代 ４２２ 7５.４ ４５.５ 37.０ １3.０ 7.3 １６.４ 37.２ １０.7 １１.６ 7.3

６０歳以上 １77 7５.7 ２９.４ ４０.１ １7.５ ５.１ １８.１ 3９.０ １０.7 １3.６ 7.９

ｎ

(

人

)

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ０.１ ２.６ ０.０

２０歳代 ２０６ ０.０ 3.４ ０.０

３０歳代 ４１１ ０.２ 3.６ ０.０

４０歳代 ４０４ ０.２ １.２ ０.０

５０歳代 ４２２ ０.０ １.7 ０.０

６０歳以上 １77 ０.０ ４.５ ０.０

全体

全体

年
齢
別

年
齢
別

(単位：％) 
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図表２１-１ インターネット上で人権侵害を見たときの対応 

インターネット上で人権侵害を見たときの対応について、「そのような投稿やＷＥＢページは、見ず

に無視する」が４６.４％で最も高く、次いで「自分とかかわりがないので、特に何もしない」が１８.９％、

「わからない」が１２.２％となっています。 

市民調査と比較すると、「そのような投稿やＷＥＢページは、見ずに無視する」(４６.４％)は市民調

査(４１.４％)より５.０ポイント高くなっています。 

インターネット上で他人を誹謗中傷するなど、人権侵害と思われるような投稿

やＷＥＢページを見たとき、あなたはどうしますか。（〇は１つだけ） 
問 ２１ 

１８.９

２０.２

４６.４

４１.４

０.９

１.６

０.９

１.１

５.４

６.２

４.９

４.４

９.９

１２.５

０.４

１.５

１２.２

９.５ １.５

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

市民調査

(ｎ=１,１０５)

自分とかかわりがないので、特に何もしない

そのような投稿やＷＥＢページは、見ずに無視する

自分にかかわりがあれば、反対意見を書き込む

自分にかかわりがなくても、反対意見を書き込む

自分にかかわりがあれば、プロバイダまたは関係機関に知らせる

自分にかかわりがなくても、プロバイダまたは関係機関に知らせる

誹謗中傷する投稿やＷＥＢページは見たことがない

その他

わからない

不明・無回答
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図表２１-２ インターネット上で人権侵害を見たときの対応 性別・年齢別 

性別でみると、男性・女性ともに「そのような投稿やＷＥＢページは、見ずに無視する」が最も高く、

男性４１.９％、女性４９.3％となっています。次いで「自分とかかわりがないので、特に何もしない」が

男性２６.６％、女性１４.４％となっています。続いて男性は「わからない」が１3.４％、女性は「誹謗中

傷する投稿やＷＥＢページは見たことがない」が１２.3％となっています。 

年齢別でみると、すべての年代で「そのような投稿やＷＥＢページは、見ずに無視する」、次いで５０

歳以上では「誹謗中傷する投稿やＷＥＢページは見たことがない」、その他の年代は「自分とかかわり

がないので、特に何もしない」が高くなっています。 

全体

（ｎ＝１,６２５）

男性

（ｎ＝５3０）

女性

（ｎ＝９7４）

１・２に当てはまらない

（ｎ＝3）

回答しない

（ｎ＝１１６）

２０歳代

（ｎ＝２０６）

３０歳代

（ｎ＝４１１）

４０歳代

（ｎ＝４０４）

５０歳代

（ｎ＝４２２）

６０歳以上

（ｎ＝１77）
１０.２

１１.６

１7.６

２7.５

２６.7

２０.7

33.3

１４.４

２６.６

１８.９

４3.５

４7.４

４８.０

４４.８

４６.６

４3.１

33.3

４９.3

４１.９

４６.４

０.６

０.５

０.7

１.7

１.０

０.7

１.５

０.９

１.１

０.５

０.7

０.7

２.４

０.９

１.１

０.９

3.４

８.１

６.２

４.６

１.９

６.０

５.６

４.９

５.４

3.４

４.3

４.５

５.４

7.８

６.０

５.２

４.２

４.９

２０.3

１４.２

１０.１

４.４

２.４

９.５

１２.3

５.7

９.９

０.５

０.２

０.7

０.２

０.８

０.４

１7.５

１3.０

１１.９

１０.２

１１.２

１４.7

33.3

１１.3

１3.４

１２.２

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

自分とかかわりがないので、特に何もしない

そのような投稿やＷＥＢページは、見ずに無視する

自分にかかわりがあれば、反対意見を書き込む

自分にかかわりがなくても、反対意見を書き込む

自分にかかわりがあれば、プロバイダまたは関係機関に知らせる

自分にかかわりがなくても、プロバイダまたは関係機関に知らせる

誹謗中傷する投稿やＷＥＢページは見たことがない

その他

わからない

不明・無回答

性
別

年
齢
別
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図表２２-１ インターネットによる人権問題を解決するために特に必要なこと 

インターネットによる人権問題を解決するために特に必要なことについて、「不当・違法な情報発信

者に対する監視、取締りを強化する」が５２.０％で最も高く、次いで「プロバイダによる情報の削除や、

自主規制を推進する」が５０.８％、「発信者情報の開示や、裁判の簡素化のための法整備を進める」が

４４.４％となっています。 

市民調査と比較すると、「インターネット利用者に対する個人のプライバシーや名誉に関する正しい

理解を深めるための教育・啓発を行う」(33.7％)は、市民調査(２１.3％)より１２.４ポイント高くなっ

ています。 

２５.５

33.7

５０.８

５２.０

４４.４

7.９

０.５

５.7

０.０

２９.０

２１.3

５１.０

５６.８

４９.3

7.８

２.０

６.１

１.８

０％ ２０％ ４０％ ６０％

インターネットによる

人権侵害を受けた人のための

相談や支援体制を充実させる

インターネット利用者に対する

個人のプライバシーや名誉に関する

正しい理解を深めるための教育・啓発を行う

プロバイダによる情報の

削除や、自主規制を推進する

不当・違法な情報発信者に

対する監視、取締りを強化する

発信者情報の開示や、裁判の

簡素化のための法整備を進める

表現の自由に関する問題であり、

対策は慎重に行う

その他

わからない

不明・無回答 職員調査(ｎ=１,６２５)

市民調査(ｎ=１,１０５)

あなたは、インターネットによる人権問題を解決するために、特に必要なことは

どのようなことだと思いますか。（○は３つまで） 
問 ２２ 
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図表２２-２ インターネットによる人権問題を解決するために特に必要なこと 性別・年齢別 

性別でみると、男性は「不当・違法な情報発信者に対する監視、取締りを強化する」が４９.６％、女

性は「プロバイダによる情報の削除や、自主規制を推進する」が５3.２％で最も高く、次いで男性は

「プロバイダによる情報の削除や、自主規制を推進する」が４６.８％、女性は「不当・違法な情報発信者

に対する監視、取締りを強化する」が５3.１％となっています。続いて「発信者情報の開示や、裁判の

簡素化のための法整備を進める」が男性４3.２％、女性４４.５％となっています。 

年齢別でみると、４０歳代及び６０歳以上は「プロバイダによる情報の削除や、自主規制を推進す

る」、その他の年代は「不当・違法な情報発信者に対する監視、取締りを強化する」が最も高くなって

います。 

ｎ
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ン
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人
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を
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人
の
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行
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報
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や
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主
規
制
を
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す
る

不
当
・
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法
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情
報
発
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者
に
対
す
る

監
視

、
取
締
り
を
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化
す
る

発
信
者
情
報
の
開
示
や

、
裁
判
の

簡
素
化
の
た
め
の
法
整
備
を
進
め
る

表
現
の
自
由
に
関
す
る
問
題
で
あ
り

、

対
策
は
慎
重
に
行
う

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ２５.５ 33.7 ５０.８ ５２.０ ４４.４ 7.９ ０.５ ５.7 ０.０

男性 ５3０ ２４.９ 3０.８ ４６.８ ４９.６ ４3.２ ９.２ ０.９ 7.５ ０.０

女性 ９7４ ２６.7 3６.１ ５3.２ ５3.１ ４４.５ 7.４ ０.１ ４.3 ０.０

１・２に当てはまらない 3 ６６.7 33.3 33.3 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ 33.3 ０.０

回答しない １１６ １８.１ ２7.６ ５０.０ ５４.3 ５１.7 ６.０ １.7 7.８ ０.０

２０歳代 ２０６ ２４.3 33.５ 3９.3 ４６.１ 3９.８ ８.7 ０.５ ６.3 ０.０

３０歳代 ４１１ ２3.６ 3８.９ ４４.０ ５１.６ ４２.3 ９.２ ０.7 ６.3 ０.０

４０歳代 ４０４ ２3.０ 33.４ ５８.7 ５４.２ ４7.８ ８.４ １.０ 3.7 ０.０

５０歳代 ４２２ ２９.１ 3２.２ ５０.５ ５１.7 ４４.５ ６.９ ０.０ ５.０ ０.０

６０歳以上 １77 ２８.８ ２６.６ ６3.3 ５５.４ ４7.５ ５.１ ０.０ ９.０ ０.０

性
別

年
齢
別

全体

(単位：％) 
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１０．ＬＧＢＴＱなどの性的少数者の人権について 

図表２3-１ ＬＧＢＴＱなどの性的少数者の人権に関する問題点 

ＬＧＢＴＱなどの性的少数者の人権に関する問題点について、「差別的な言動をされる」が４６.４％

で最も高く、次いで「職場・学校・福祉施設などでいやがらせやいじめを受ける」が3６.7％、「ＬＧＢＴ

Ｑなどの性的少数者であることを本人の承諾なしに第三者に伝える（アウティングという）」が

２7.８％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「じろじろ見られたり、避けられたりする」、「ＬＧＢＴＱなどの性的少

数者の人権を守るための法律や制度の整備が十分でない」は元年度調査より９.０ポイント以上低くな

っています。 

市民調査と比較すると、「職場・学校・福祉施設などでいやがらせやいじめを受ける」、「差別的な言

動をされる」、「ＬＧＢＴＱなどの性的少数者であることを本人の承諾なしに第三者に伝える(アウティ

ングという）」は市民調査より５.０ポイント以上高く、「わからない」（１3.９％）は市民調査(１９.５％)よ

り５.６ポイント低くなっています。  

ＬＧＢＴＱなどの性的少数者に関することがらで、人権の尊重という点からみ

て、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。（○は３つまで） 
問 ２3 

3６.7

２５.５

４６.４

８.１

５.８

１８.２

２7.８

２3.7

１.１

１3.９

０.１

3５.3

２２.９

４7.3

６.８

４.５

２7.５

33.１

１.２

１５.3

１.５

２９.９

２3.４

3８.５

９.１

５.０

１８.０

２２.６

２7.０

２.５

１９.５

２.3

０％ ２０％ ４０％ ６０％

職場・学校・福祉施設などで

いやがらせやいじめを受ける

就職・職場で不利な扱いを受ける

差別的な言動をされる

賃貸住宅などへの入居を拒否される

宿泊施設、店舗等への入店や

施設利用を拒否される

じろじろ見られたり、

避けられたりする

ＬＧＢＴＱなどの性的少数者であることを

本人の承諾なしに第三者に伝える

(アウティングという）

ＬＧＢＴＱなどの

性的少数者の人権を守るための

法律や制度の整備が十分でない

その他

わからない

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)
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図表２3-２ ＬＧＢＴＱなどの性的少数者の人権に関する問題点 性別 

性別でみると、男性・女性ともに「差別的な言動をされる」が最も高く、男性４４.7％、女性４８.５％

となっています。次いで「職場・学校・福祉施設などでいやがらせやいじめを受ける」が男性33.６％、

女性3８.3％となっています。続いて男性は「ＬＧＢＴＱなどの性的少数者であることを本人の承諾な

しに第三者に伝える（アウティングという）」が２５.８％、女性は「就職・職場で不利な扱いを受ける」が

２９.９％となっています。 

ｎ

(

人

)

職
場
・
学
校
・
福
祉
施
設
な
ど
で

い
や
が
ら
せ
や
い
じ
め
を
受
け
る

就
職
・
職
場
で
不
利
な
扱
い
を
受
け
る

差
別
的
な
言
動
を
さ
れ
る

賃
貸
住
宅
な
ど
へ
の
入
居
を
拒
否
さ
れ
る

宿
泊
施
設

、
店
舗
等
へ
の
入
店
や

施
設
利
用
を
拒
否
さ
れ
る

じ
ろ
じ
ろ
見
ら
れ
た
り

、

避
け
ら
れ
た
り
す
る

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
な
ど
の
性
的
少
数
者
で
あ
る

こ
と
を
本
人
の
承
諾
な
し
に
第
三
者
に

伝
え
る

（
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
と
い
う

）

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
な
ど
の
性
的
少
数
者
の

人
権
を
守
る
た
め
の
法
律
や
制
度
の

整
備
が
十
分
で
な
い

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

１,６２５ 3６.7 ２５.５ ４６.４ ８.１ ５.８ １８.２ ２7.８ ２3.7 １.１ １3.９

男性 ５3０ 33.６ ２０.０ ４４.7 ４.５ 7.０ １９.２ ２５.８ １９.６ ２.3 １６.４

女性 ９7４ 3８.3 ２９.９ ４８.５ １０.０ ４.８ １８.２ ２９.０ ２６.3 ０.3 １１.５

１・２に当てはまらない 3 33.3 33.3 ０.０ ０.０ ０.０ 33.3 ０.０ ０.０ ０.０ 33.3

回答しない １１６ 37.１ １3.８ 3８.８ ８.６ ９.５ １２.９ ２８.４ ２１.６ ２.６ ２２.４

ｎ

(

人

)

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ０.１

男性 ５3０ ０.０

女性 ９7４ ０.１

１・２に当てはまらない 3 ０.０

回答しない １１６ ０.０

全体

性
別

全体

性
別

(単位：％) 
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図表２3-3 ＬＧＢＴＱなどの性的少数者の人権に関する問題点 年齢別 

年齢別でみると、すべての年代で「差別的な言動をされる」が最も高くなっています。次いで６０歳

以上は「就職・職場で不利な扱いを受ける」、その他の年代は「職場・学校・福祉施設などでいやがらせ

やいじめを受ける」となっています。 

ｎ

(

人

)

職
場
・
学
校
・
福
祉
施
設
な
ど
で

い
や
が
ら
せ
や
い
じ
め
を
受
け
る

就
職
・
職
場
で
不
利
な
扱
い
を
受
け
る

差
別
的
な
言
動
を
さ
れ
る

賃
貸
住
宅
な
ど
へ
の
入
居
を
拒
否
さ
れ
る

宿
泊
施
設

、
店
舗
等
へ
の
入
店
や

施
設
利
用
を
拒
否
さ
れ
る

じ
ろ
じ
ろ
見
ら
れ
た
り

、

避
け
ら
れ
た
り
す
る

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
な
ど
の
性
的
少
数
者
で
あ
る

こ
と
を
本
人
の
承
諾
な
し
に
第
三
者
に

伝
え
る

（
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
と
い
う

）

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
な
ど
の
性
的
少
数
者
の

人
権
を
守
る
た
め
の
法
律
や
制
度
の

整
備
が
十
分
で
な
い

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

１,６２５ 3６.7 ２５.５ ４６.４ ８.１ ５.８ １８.２ ２7.８ ２3.7 １.１ １3.９

２０歳代 ２０６ 37.４ ２7.２ ４９.０ １１.7 ５.3 １7.５ ２２.3 １８.４ １.０ ９.7

３０歳代 ４１１ 3８.7 １８.５ ４7.０ ６.3 7.５ １８.２ ２９.7 ２０.０ １.９ １２.９

４０歳代 ４０４ ４０.８ ２3.８ ４7.８ ６.２ ５.９ １９.６ 3０.7 ２５.５ ０.7 １２.６

５０歳代 ４２２ 33.４ 3０.3 ４５.５ ９.7 ４.7 １５.９ ２８.２ ２６.５ ０.7 １４.９

６０歳以上 １77 ２９.９ 3２.２ ４１.２ 7.９ ４.５ ２０.９ ２２.６ ２８.２ １.１ ２２.０

ｎ

(

人

)

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ０.１

２０歳代 ２０６ ０.０

３０歳代 ４１１ ０.０

４０歳代 ４０４ ０.０

５０歳代 ４２２ ０.０

６０歳以上 １77 ０.６

年
齢
別

全体

全体

年
齢
別

(単位：％) 
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図表２４-１ ＬＧＢＴＱなどの性的少数者だと打ち明けられた場合の反応 

ＬＧＢＴＱなどの性的少数者だと打ち明けられた場合の反応について、「抵抗を感じない」が

２８.４％で最も高く、次いで「どちらともいえない」が２５.６％、「どちらかといえば抵抗を感じない」

が１９.１％となっています。 

市民調査との大きな差はみられません。 

家族や親しい人から ＬＧＢＴＱなどの性的少数者だと打ち明けられた場合、あ

なたはどう感じますか。（〇は１つだけ） 
問 ２４ 

3.3

５.５

９.7

１3.５

２５.６

２１.3

１９.１

１８.２

２８.４

２５.５

１４.０

１４.7 １.４

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

職員調査

(ｎ=１,６２５)

市民調査

(ｎ=１,１０５)

抵抗を感じる どちらかといえば抵抗を感じる

どちらともいえない どちらかといえば抵抗を感じない

抵抗を感じない わからない

不明・無回答
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図表２４-２ ＬＧＢＴＱなどの性的少数者だと打ち明けられた場合の反応 性別・年齢別 

性別でみると、男性は「どちらともいえない」が２7.５％、女性は「抵抗を感じない」が3０.４％で最

も高く、次いで男性は「抵抗を感じない」が２3.２％、女性は「どちらともいえない」が２４.7％となっ

ています。続いて男性は「わからない」が１7.7％、女性は「どちらかといえば抵抗を感じない」が

２１.８％となっています。 

年齢別でみると、５０歳以上は「どちらともいえない」、その他の年代は「抵抗を感じない」が最も高

くなっています。 

全体

（ｎ＝１,６２５）

男性

（ｎ＝５3０）

女性

（ｎ＝９7４）

１・２に当てはまらない

（ｎ＝3）

回答しない

（ｎ＝１１６）

２０歳代

（ｎ＝２０６）

３０歳代

（ｎ＝４１１）

４０歳代

（ｎ＝４０４）

５０歳代

（ｎ＝４２２）

６０歳以上

（ｎ＝１77）

3.４

3.１

２.２

3.９

４.４

２.６

33.3

２.3

５.１

3.3

１１.3

１１.６

１０.４

7.１

7.８

3.４

９.7

１０.９

９.7

２９.９

3１.０

２3.５

２3.８

１８.９

２５.０

２４.7

２7.５

２５.６

１８.６

１５.４

１８.８

２１.９

２１.４

１２.９

33.3

２１.８

１５.５

１９.１

１９.２

２６.５

3１.２

２８.２

3５.９

37.１

3０.４

２3.２

２８.４

１7.５

１２.3

１3.９

１５.１

１１.7

１９.０

33.3

１１.２

１7.7

１４.０

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

抵抗を感じる どちらかといえば抵抗を感じる

どちらともいえない どちらかといえば抵抗を感じない

抵抗を感じない わからない

不明・無回答

性
別

年
齢
別
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図表２５-１ ＬＧＢＴＱなどの性的少数者の人権問題を解決するために特に必要なこと 

ＬＧＢＴＱなどの性的少数者の人権問題を解決するために特に必要なことについて、「正しい理解を

深めるための教育・啓発活動を充実させる」が５２.９％で最も高く、次いで「公共施設や学校などのト

イレや更衣室について利用しやすい環境を整備すること」が3４.４％、「ＬＧＢＴＱなどの性的少数者の

人権を擁護する法律や条例の整備を進める」が33.０％となっています。 

市民調査と比較すると、「正しい理解を深めるための教育・啓発活動を充実させる」(５２.９％)は市

民調査(４7.０％)より５.９ポイント高くなっています。 

５２.９

２５.２

33.０

２６.０

3４.４

８.４

１.２

１２.９

０.０

４7.０

２５.3

3０.3

２7.１

33.９

８.６

3.０

１５.１

１.５

０％ ２０％ ４０％ ６０％

正しい理解を深めるための

教育・啓発活動を充実させる

相談や支援体制を充実させる

ＬＧＢＴＱなどの性的少数者の人権を

擁護する法律や条例の整備を進める

パートナーシップ宣誓制度等を

より多くの自治体で設ける

公共施設や学校などのトイレや更衣室に

ついて利用しやすい環境を整備すること

公共機関の申請書やアンケートの

性別記載欄について配慮を行う

その他

わからない

不明・無回答 職員調査(ｎ=１,６２５)

市民調査(ｎ=１,１０５)

あなたは、ＬＧＢＴＱなどの性的少数者の人権問題を解決するために、特に必

要なことはどのようなことだと思いますか。（○は３つまで） 
問 ２５ 
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図表２５-２ ＬＧＢＴＱなどの性的少数者の人権問題を解決するために特に必要なこと 性別・年齢別 

性別でみると、男性・女性ともに「正しい理解を深めるための教育・啓発活動を充実させる」が最も

高く、男性４８.3％、女性５7.１％となっています。次いで男性は「ＬＧＢＴＱなどの性的少数者の人権

を擁護する法律や条例の整備を進める」が3０.４％、女性は「公共施設や学校などのトイレや更衣室に

ついて利用しやすい環境を整備すること」が４０.２％となっています。続いて男性は「相談や支援体制

を充実させる」が２６.６％、女性は「ＬＧＢＴＱなどの性的少数者の人権を擁護する法律や条例の整備

を進める」が3５.４％となっています。 

年齢別でみると、すべての年代で「正しい理解を深めるための教育・啓発活動を充実させる」が最

も高くなっています。 

ｎ

(

人

)

正
し
い
理
解
を
深
め
る
た
め
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教
育
・
啓
発
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を
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援
体
制
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充
実
さ
せ
る

Ｌ
Ｇ
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Ｔ
Ｑ
な
ど
の
性
的
少
数
者
の

人
権
を
擁
護
す
る
法
律
や
条
例
の

整
備
を
進
め
る

パ
ー

ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
等
を

よ
り
多
く
の
自
治
体
で
設
け
る

公
共
施
設
や
学
校
な
ど
の
ト
イ
レ
や

更
衣
室
に
つ
い
て
利
用
し
や
す
い

環
境
を
整
備
す
る
こ
と

公
共
機
関
の
申
請
書
や
ア
ン
ケ
ー

ト
の

性
別
記
載
欄
に
つ
い
て
配
慮
を
行
う

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ５２.９ ２５.２ 33.０ ２６.０ 3４.４ ８.４ １.２ １２.９ ０.０

男性 ５3０ ４８.3 ２６.６ 3０.４ ２０.６ ２５.１ 7.２ １.3 １８.１ ０.０

女性 ９7４ ５7.１ ２５.４ 3５.４ ２９.５ ４０.２ ８.3 １.０ ８.４ ０.０

１・２に当てはまらない 3 33.3 ０.０ ０.０ ０.０ 33.3 ０.０ ０.０ 33.3 ０.０

回答しない １１６ 3９.7 １９.０ ２５.９ ２3.3 ２7.６ １４.7 ２.６ ２５.９ ０.０

２０歳代 ２０６ ４7.１ ２7.7 ２９.６ 3０.１ ２８.２ ５.3 ０.５ １２.６ ０.０

３０歳代 ４１１ ５１.3 ２１.９ ２８.7 ２８.２ 3１.６ ８.５ ２.４ １3.９ ０.０

４０歳代 ４０４ ５８.２ ２４.０ 37.４ ２５.7 37.１ ９.２ ０.7 １０.４ ０.０

５０歳代 ４２２ ５3.６ ２８.7 3５.１ ２3.０ 3５.１ 7.６ １.４ １3.０ ０.０

６０歳以上 １77 ５０.3 ２４.９ 3２.２ ２４.９ 3９.５ １１.９ ０.０ １５.８ ０.０

全体

性
別

年
齢
別

(単位：％) 
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１１．ハンセン病患者・回復者及び家族の人権について 

図表２６-１ ハンセン病患者・回復者及び家族の人権に関する問題点 

ハンセン病患者・回復者及び家族の人権に関する問題点について、「偏見による差別的な言動」が

４８.２％で最も高く、次いで「怖い病気であるという誤解」が3９.3％、「じろじろ見たり、避けたりす

ること」が２９.４％となっています。 

市民調査との大きな差はみられません。 

ハンセン病患者・回復者及び家族に関することがらで、人権の尊重という点から

みてあなたが特に問題があると思うのはどのようなことですか。（〇は３つまで）
問 ２６ 

２９.４

２９.２

４８.２

９.２

６.５

3９.3

０.２

２3.3

０.０

２7.3

3０.８

４3.3

１０.3

7.7

４3.０

０.９

２６.3

１.7

０％ ２０％ ４０％ ６０％

じろじろ見たり、避けたりすること

ハンセン病療養所の外で、

自立した生活を営むのが困難なこと

偏見による差別的な言動

賃貸住宅などへの入居が困難になること

旅館、ホテル等における不当な扱い

怖い病気であるという誤解

その他

わからない

不明・無回答 職員調査(ｎ=１,６２５)

市民調査(ｎ=１,１０５)
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図表２６-２ ハンセン病患者・回復者及び家族の人権に関する問題点 性別・年齢別 

性別でみると、男性・女性ともに「偏見による差別的な言動」が最も高く、男性４４.２％、女性

５１.０％となっています。次いで「怖い病気であるという誤解」が男性3５.１％、女性４１.５％となって

います。続いて男性は「じろじろ見たり、避けたりすること」が3０.９％、女性は「ハンセン病療養所の

外で、自立した生活を営むのが困難なこと」が3４.２％となっています。 

年齢別でみると、すべての年代で「偏見による差別的な言動」が最も高く、次いで２０歳代は「わか

らない」、その他の年代は「怖い病気であるという誤解」となっています。 
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な
い

不
明
・
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１,６２５ ２９.４ ２９.２ ４８.２ ９.２ ６.５ 3９.3 ０.２ ２3.3 ０.０

男性 ５3０ 3０.９ ２１.7 ４４.２ ６.４ 7.２ 3５.１ ０.４ ２５.１ ０.０

女性 ９7４ ２９.８ 3４.２ ５１.０ １０.２ ５.９ ４１.５ ０.０ ２１.５ ０.０

１・２に当てはまらない 3 33.3 ０.０ ０.０ 33.3 ０.０ ０.０ ０.０ 33.3 ０.０

回答しない １１６ １９.０ ２3.3 ４４.０ １２.９ ９.５ ４１.４ １.7 3０.２ ０.０

２０歳代 ２０６ ２８.６ １９.４ 3９.3 ８.3 ６.3 3０.６ ０.０ 3２.５ ０.０

３０歳代 ４１１ ２7.3 ２０.２ ４２.６ 7.１ ６.１ 3５.０ ０.５ ２８.２ ０.０

４０歳代 ４０４ 3２.7 ２９.２ ４９.０ ９.7 ６.２ 3８.１ ０.０ ２４.3 ０.０

５０歳代 ４２２ ２９.６ 37.４ ５５.7 １０.０ ６.６ ４５.3 ０.２ １５.６ ０.０

６０歳以上 １77 ２7.7 ４１.８ ５２.５ １２.４ ８.５ ４８.０ ０.６ １６.９ ０.０

全体

性
別

年
齢
別

(単位：％) 
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図表２7-１ ハンセン病患者・回復者及び家族の人権を守るために特に必要なこと 

ハンセン病患者・回復者及び家族の人権を守るために特に必要なことについて、「ハンセン病につ

いての正しい情報の提供や、理解を深める教育・啓発」が６7.９％で最も高く、次いで「ハンセン病療

養所退所者への生活支援」が２９.7％、「ハンセン病患者・回復者及び家族の人権に関する相談体制の

充実」が２８.１％となっています。 

市民調査との大きな差はみられません。 

あなたは、ハンセン病患者・回復者及び家族の人権を守るために、特に必要な

ことはどのようなことだと思いますか。（〇は３つまで） 
問 ２7 

６7.９

２８.１

２１.８

２９.7

１４.3

０.２

１９.０

０.１

６６.２

２3.3

１８.８

33.６

１7.２

０.６

２１.２

２.０

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％

ハンセン病についての正しい情報の提供や、

理解を深める教育・啓発

ハンセン病患者・回復者及び家族の

人権に関する相談体制の充実

医療関係者や福祉関係者の

理解を促進する取組

ハンセン病療養所退所者への生活支援

ハンセン病患者・回復者及び家族に対する

補償金等の支給

その他

わからない

不明・無回答 職員調査(ｎ=１,６２５)

市民調査(ｎ=１,１０５)
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図表２7-２ ハンセン病患者・回復者及び家族の人権を守るために特に必要なこと 性別・年齢別 

性別でみると、男性・女性ともに「ハンセン病についての正しい情報の提供や、理解を深める教育・

啓発」が最も高く、男性６５.８％、女性６９.7％となっています。次いで男性は「ハンセン病患者・回復

者及び家族の人権に関する相談体制の充実」が２８.１％、女性は「ハンセン病療養所退所者への生活

支援」が3４.８％となっています。続いて男性は「ハンセン病療養所退所者への生活支援」が２3.４％、

女性は「ハンセン病患者・回復者及び家族の人権に関する相談体制の充実」が２９.２％となっていま

す。 

年齢別でみると、すべての年代において「ハンセン病についての正しい情報の提供や、理解を深め

る教育・啓発」が最も高くなっています。次いで２０歳代は「わからない」、3０歳代は「ハンセン病患者・

回復者及び家族の人権に関する相談体制の充実」、その他の年代は「ハンセン病療養所退所者への生

活支援」となっています。 
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１,６２５ ６7.９ ２８.１ ２１.８ ２９.7 １４.3 ０.２ １９.０ ０.１

男性 ５3０ ６５.８ ２８.１ １7.５ ２3.４ １０.８ ０.６ ２１.９ ０.２

女性 ９7４ ６９.7 ２９.２ ２４.４ 3４.８ １６.２ ０.０ １６.3 ０.０

１・２に当てはまらない 3 33.3 ０.０ 33.3 ０.０ ０.０ ０.０ 33.3 ０.０

回答しない １１６ ６２.９ ２０.7 １９.０ １7.２ １４.7 ０.０ ２7.６ ０.０

２０歳代 ２０６ ５９.7 ２２.3 ２４.3 １８.０ ８.3 ０.０ ２６.２ ０.０

３０歳代 ４１１ ６４.7 ２６.８ ２１.４ ２０.９ ８.８ ０.２ ２２.６ ０.０

４０歳代 ４０４ ６９.１ ２８.５ ２１.５ 33.２ １６.８ ０.０ １８.８ ０.０

５０歳代 ４２２ 7２.3 3２.９ ２１.８ 3６.7 １7.3 ０.５ １3.7 ０.２

６０歳以上 １77 7１.８ ２６.６ ２０.９ ４０.１ ２１.５ ０.０ １４.7 ０.０

全体

性
別

年
齢
別

(単位：％) 
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１２．働く人の人権について 

図表２８-１ 働く人の人権に関する問題点 

働く人の人権に関する問題点について、「長時間労働が常態化して、ワーク・ライフ・バランス（仕事

と生活の調和）が保てない」が37.４％で最も高く、次いで「非正規雇用の割合が高くなり、待遇の差

が大きくなっている」が１９.４％、「休暇制度があっても取れないような実態がある」が１８.６％となっ

ています。 

令和元年度調査と比較すると、「休暇制度があっても取れないような実態がある」(１８.６％)は令

和元年度調査(２４.５％)より５.９ポイント低くなっています。 

市民調査と比較すると、「長時間労働が常態化して、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

が保てない」(37.４％)は市民調査(２５.６％)より１１.８ポイント高く、「非正規雇用の割合が高くなり、

待遇の差が大きくなっている」(１９.４％)は市民調査(２7.１％)より7.7ポイント低くなっています。 

働く人の人権について、あなたが特に問題があると思うのはどのようなことで

すか。（○は１つだけ） 
問 ２８ 

37.４

１８.６

１９.４

５.４

１２.3

０.９

５.９

０.０

3４.６

２４.５

２１.3

９.９

０.９

５.５

3.3

２５.６

１６.６

２7.１

５.６

１２.０

２.０

９.０

２.１

０％ ２０％ ４０％ ６０％

長時間労働が常態化して、

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）が

保てない

休暇制度があっても

取れないような実態がある

非正規雇用の割合が高くなり、

待遇の差が大きくなっている

賃金不払い残業（サービス残業）がある

職場内でパワハラ、セクハラなどの

ハラスメントがある

無理なノルマを課したり、賃金不払い残業や

パワーハラスメントがある

その他

わからない

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)
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 図表 ２８-２ 働く人の人権に関する問題点 性別・年齢別 

性別でみると、男性・女性ともに「長時間労働が常態化して、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活

の調和）が保てない」が最も高く、男性４０.８％、女性3６.９％となっています。次いで男性は「休暇制

度があっても取れないような実態がある」が１９.４％、女性は「非正規雇用の割合が高くなり、待遇の

差が大きくなっている」が２3.８％となっています。続いて男性は「職場内でパワハラ、セクハラなど

のハラスメントがある」が１3.８％、女性は「休暇制度があっても取れないような実態がある」が

１８.６％となっています。 

年齢別でみると、６０歳以上は「非正規雇用の割合が高くなり、待遇の差が大きくなっている」、そ

の他の年代は「長時間労働が常態化して、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）が保てない」

が最も高くなっています。 
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１,６２５ 37.４ １８.６ １９.４ ５.４ １２.3 ０.９ ５.９ ０.０

男性 ５3０ ４０.８ １９.４ １０.２ 7.7 １3.８ １.１ 7.０ ０.０

女性 ９7４ 3６.９ １８.６ ２3.８ ４.０ １１.7 ０.２ ４.８ ０.０

１・２に当てはまらない 3 33.3 ０.０ 33.3 33.3 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０

回答しない １１６ ２６.7 １６.４ ２3.3 ６.０ １１.２ ６.０ １０.3 ０.０

２０歳代 ２０６ ４９.５ １８.９ 7.８ 7.８ １１.7 ０.５ 3.９ ０.０

３０歳代 ４１１ ４６.7 １９.０ ８.０ ６.１ １3.１ １.５ ５.６ ０.０

４０歳代 ４０４ 3６.１ １８.６ ２１.０ ５.０ １２.４ １.２ ５.7 ０.０

５０歳代 ４２２ 3０.3 １９.４ ２7.０ ４.５ １２.６ ０.５ ５.7 ０.０

６０歳以上 １77 ２２.０ １６.４ 3６.7 ４.０ １０.２ ０.６ １０.２ ０.０

全体

性
別

年
齢
別

(単位：％) 
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3９.０

２６.7

２５.４

４.９

１7.８

37.５

２２.3

２２.８

２４.４

１.５

０.０

４２.９

3４.２

3０.２

５.５

１８.９

3０.7

２０.８

１８.５

7.１

２.８

１.3

２６.１

２１.８

２3.９

3.５

２４.４

3５.５

１９.7

２４.６

２２.7

５.０

４.２

０％ ２０％ ４０％ ６０％

講演会、講義形式の研修会・学習会

ワークショップ形式（専門家をまじえた

少人数の討議・活動）の研修会・学習会

映画、ビデオ

展示会

広報紙、パンフレット、ポスター

インターネット（ＳＮＳ・ホームページなど）

車いすやアイマスクなどを用いた

障がいのある人や高齢者などの疑似体験会

人権問題をテーマとしたイベント

（講演会・コンサート・展示会などを複合的に実施）

相互の理解を深めるための交流会

コンサート

その他

不明・無回答

職員調査(ｎ=１,６２５)

令和元年度調査(ｎ=１,２９１)

市民調査(ｎ=１,１０５)

１3．人権問題に関する啓発活動について 

図表２９-１ 効果的と思われる人権啓発活動 

効果的と思われる人権啓発活動について、「講演会、講義形式の研修会・学習会」が3９.０％で最も

高く、次いで「インターネット(ＳＮＳ・ホームページなど)」が37.５％、「ワークショップ形式（専門家をま

じえた少人数の討議・活動）の研修会・学習会」が２６.7％となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「ワークショップ形式（専門家をまじえた少人数の討議・活動）の研

修会・学習会」(２６.7％)は令和元年度調査(3４.２％)より7.５ポイント低く、「インターネット(ＳＮＳ・

ホームページなど)」、「相互の理解を深めるための交流会」は５.０ポイント以上高くなっています。 

市民調査と比較すると、「講演会、講義形式の研修会・学習会」(3９.０％)は、市民調査(２６.１％)よ

り１２.９ポイント高く、「広報紙、パンフレット、ポスター」(１7.８％)は、市民調査(２４.４％)より６.６ポ

イント低くなっています。  

あなたは、人権啓発を進めるためには、どのような啓発活動が効果的だと思

いますか。（○はいくつでも） 
問 ２９ 

※令和元年度調査は「交流会」 

※令和元年度調査は「車いすやアイマスクなどを使った疑似体験会」 
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図表２９-２ 効果的と思われる人権啓発活動 性別 

性別でみると、男性・女性ともに「講演会、講義形式の研修会・学習会」が最も高く、男性・女性とも

に４０.２％となっています。次いで「インターネット(ＳＮＳ・ホームページなど)」が男性3８.3％、女性

37.２％となっています。続いて「ワークショップ形式(専門家をまじえた少人数の討議・活動)の研修

会・学習会」が男性２４.２％、女性２８.９％となっています。 

ｎ

(

人

)

講
演
会

、
講
義
形
式
の
研
修
会
・

学
習
会

ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式

（
専
門
家
を

ま
じ
え
た
少
人
数
の
討
議
・
活
動

）
の

研
修
会
・
学
習
会

映
画

、
ビ
デ
オ

展
示
会

広
報
紙

、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

、
ポ
ス
タ
ー

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
・
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
な
ど

）

車
い
す
や
ア
イ
マ
ス
ク
な
ど
を
用
い
た

障
が
い
の
あ
る
人
や
高
齢
者
な
ど
の

疑
似
体
験
会

人
権
問
題
を
テ
ー

マ
と
し
た
イ
ベ
ン
ト

（
講
演
会
・
コ
ン
サ
ー

ト
・
展
示
会

な
ど
を
複
合
的
に
実
施

）

相
互
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の

交
流
会

そ
の
他

１,６２５ 3９.０ ２６.7 ２５.４ ４.９ １7.８ 37.５ ２２.3 ２２.８ ２４.４ １.５

男性 ５3０ ４０.２ ２４.２ ２４.０ ５.7 １８.９ 3８.3 ２０.４ ２０.０ ２3.８ ２.１

女性 ９7４ ４０.２ ２８.９ ２６.５ ４.3 １7.０ 37.２ ２3.7 ２４.５ ２４.3 ０.7

１・２に当てはまらない 3 ０.０ 33.3 ６６.7 ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０ ０.０

回答しない １１６ ２２.４ ２０.7 ２１.６ ６.０ ２０.7 3８.８ ２０.7 ２２.４ ２９.3 ６.０

ｎ

(

人

)

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ０.０

男性 ５3０ ０.０

女性 ９7４ ０.０

１・２に当てはまらない 3 ０.０

回答しない １１６ ０.０

性
別

全体

全体

性
別

(単位：％) 
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図表２９-3 効果的と思われる人権啓発活動 年齢別 

年齢別でみると、２０歳代及び3０歳代は「インターネット(ＳＮＳ・ホームページなど)」、その他の年

代は「講演会、講義形式の研修会・学習会」が最も高くなっています。 

ｎ
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人
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講
演
会

、
講
義
形
式
の
研
修
会
・

学
習
会

ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
形
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を
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議
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修
会
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習
会
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デ
オ

展
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広
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ト

、
ポ
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タ
ー

イ
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ー

ネ
ッ
ト

（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
・
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
な
ど

）

車
い
す
や
ア
イ
マ
ス
ク
な
ど
を
用
い
た

障
が
い
の
あ
る
人
や
高
齢
者
な
ど
の

疑
似
体
験
会

人
権
問
題
を
テ
ー

マ
と
し
た
イ
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ン
ト

（
講
演
会
・
コ
ン
サ
ー

ト
・
展
示
会

な
ど
を
複
合
的
に
実
施

）

相
互
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の

交
流
会

そ
の
他

１,６２５ 3９.０ ２６.7 ２５.４ ４.９ １7.８ 37.５ ２２.3 ２２.８ ２４.４ １.５

２０歳代 ２０６ 3２.０ ２４.８ ２１.４ 3.４ １２.１ ４６.６ １５.０ １４.１ １５.０ １.０

３０歳代 ４１１ 3６.3 ２０.９ ２５.１ ５.１ １８.５ ４１.４ ２０.４ １９.２ ２０.４ ２.２

４０歳代 ４０４ ４１.１ ２６.５ ２４.８ ４.２ １９.１ 3５.４ ２４.０ ２２.０ 33.４ ２.０

５０歳代 ４２２ ４１.２ 3２.５ ２６.５ ６.２ １９.２ 3２.２ ２５.８ ２８.7 ２3.7 １.２

６０歳以上 １77 ４２.４ ２９.４ ２９.４ ４.５ １7.５ 3６.7 ２3.7 ２９.４ ２６.０ ０.６

ｎ

(

人

)

不
明
・
無
回
答

１,６２５ ０.０

２０歳代 ２０６ ０.０

３０歳代 ４１１ ０.０

４０歳代 ４０４ ０.０

５０歳代 ４２２ ０.０

６０歳以上 １77 ０.０

年
齢
別

全体

年
齢
別

全体

(単位：％) 
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図表3０-１ 人権に関する条約・法令等の認知度 

人権に関する条約・法令等の認知度について、「男女雇用機会均等法」、「個人情報保護法」は「おお

よそ内容も含め知っている」、「芦屋市犯罪被害者等支援条例」、「芦屋市心がつながる手話言語条例」、

「芦屋市共に暮らすまち条例」は「知らない」、その他の条約・法令等では「名前は聞いたことがある」

が最も高くなっています。 

市民調査と比較できる項目でみると、「おおよそ内容も含め知っている」では、すべての項目で職

員調査の割合が高くなっています。  

あなたは、次にあげる法令などについて、名前を見聞きしたり、内容を知って

いたりしますか。 
問 3０ 

２６.3

１９.１

１９.４

3４.１

２１.４

５８.８

２3.7

3０.3

１６.４

37.８

33.５

3２.５

５８.２

１５.８

２１.１

２１.０

２９.１

１４.９

１９.６

１3.０

１7.９

２3.４

１５.２

９.９

８.６

９.7

６４.９

６０.６

５3.４

５１.４

５４.５

3９.０

５９.3

６４.６

５９.１

５7.０

５7.８

６１.3

４０.２

５６.６

５６.１

５５.８

５7.7

５９.3

５２.４

５５.０

５１.９

５５.５

５２.１

3９.６

3４.7

3８.６

８.８

２０.４

２7.２

１４.５

２４.２

２.3

１7.０

５.１

２４.４

５.２

８.６

６.２

１.7

２7.６

２２.８

２3.２

１3.１

２５.８

２7.９

3２.０

3０.２

２１.０

3２.7

５０.５

５６.7

５１.7

０.１

０.１

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％

おおよそ内容も含め知っている 名前は聞いたことがある

知らない 不明・無回答

１ 世界人権宣言

２ 人種差別撤廃条約

３ 女子差別撤廃条約

４ 児童の権利に関する条約

（子どもの権利条約）

５ 障害者権利条約

６ 男女雇用機会均等法

７ 障害者基本法

８ 児童買春・児童ポルノ禁止法

９ 人権教育・啓発推進法

１０ ストーカー規制法

１１ 児童虐待の防止等に関する法律

１２ ＤＶ防止法

１3 個人情報保護法

１４ 性同一性障害者特例法

１５ 高齢者虐待防止法

１６ 障害者虐待防止法

１7 いじめ防止対策推進法

１８ リベンジポルノ防止法

１９ 障害者差別解消法

２０ ヘイトスピーチ解消法

２１ 部落差別解消推進法

２２ こども基本法

２3 ＬＧＢＴ理解増進法

２４ 芦屋市犯罪被害者等支援条例

２５ 芦屋市心がつながる手話言語条例

２６ 芦屋市共に暮らすまち条例

(ｎ=１,６２５)

ー

市民調査

（ｎ=１,１０５)

「おおよそ内容も

含め知っている」

２５.６％

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

１５.3％

ー

ー

１４.１％

ー

９.８％

１０.８％

１６.7％

１２.９％

3.１％

１.６％

3.５％
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図表3０-２-① 人権に関する条約・法令等の認知度 性別・年齢別 

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

１,６２５ ２６.3 ６４.９ ８.８ ０.０ １９.１ ６０.６ ２０.４ ０.０

男性 ５3０ ２４.7 ６６.６ ８.7 ０.０ １６.８ ６１.９ ２１.3 ０.０
女性 ９7４ ２６.９ ６４.５ ８.６ ０.０ ２０.０ ６０.3 １９.7 ０.０
１・２に当てはまらない 3 33.3 ６６.7 ０.０ ０.０ 33.3 ６６.7 ０.０ ０.０
回答しない １１６ ２８.４ ６０.3 １１.２ ０.０ ２１.６ ５7.８ ２０.7 ０.０

２０歳代 ２０６ ２7.２ ６１.２ １１.7 ０.０ ２１.８ ５7.８ ２０.４ ０.０
３０歳代 ４１１ ２５.５ ６４.０ １０.５ ０.０ １６.８ ６５.９ １7.3 ０.０
４０歳代 ４０４ ２６.５ ６7.６ ５.９ ０.０ ２０.０ ６3.１ １６.８ ０.０
５０歳代 ４２２ ２６.８ ６４.7 ８.５ ０.０ １９.２ ５５.９ ２４.９ ０.０
６０歳以上 １77 ２６.０ ６５.０ ９.０ ０.０ １８.６ ５7.６ ２3.7 ０.０

性
別

年
齢
別

全体

２　人種差別撤廃条約（１９６５年）

ｎ

(

人

)

１　世界人権宣言（１９４８年）

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

１,６２５ １９.４ ５3.４ ２7.２ ０.０ 3４.１ ５１.４ １４.５ ０.０

男性 ５3０ １7.０ ５６.０ ２7.０ ０.０ ２６.８ ５５.7 １7.５ ０.０
女性 ９7４ ２０.４ ５２.５ ２7.１ ０.０ 3８.０ ４９.４ １２.６ ０.０
１・２に当てはまらない 3 33.3 33.3 33.3 ０.０ 33.3 ６６.7 ０.０ ０.０
回答しない １１６ ２２.４ ５０.０ ２7.６ ０.０ 3５.3 ４９.１ １５.５ ０.０

２０歳代 ２０６ ２４.８ ５１.５ ２3.８ ０.０ 3５.０ ５２.４ １２.６ ０.０
３０歳代 ４１１ １８.５ ５８.９ ２２.６ ０.０ ２7.7 ５６.４ １５.８ ０.０
４０歳代 ４０４ １９.3 ５６.９ ２3.８ ０.０ 3５.６ ５２.５ １１.９ ０.０
５０歳代 ４２２ １7.８ ４８.６ 33.６ ０.０ 3６.５ ４８.８ １４.7 ０.０
６０歳以上 １77 １９.８ ４６.９ 33.3 ０.０ 3９.０ ４3.５ １7.５ ０.０

３　女子差別撤廃条約（１９7９年）

性
別

年
齢
別

全体

４　児童の権利に関する条約
     （子どもの権利条約）（１９８９年）

ｎ

(

人

)

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

１,６２５ ２１.４ ５４.５ ２４.２ ０.０ ５８.８ 3９.０ ２.3 ０.０

男性 ５3０ １６.０ ５５.7 ２８.3 ０.０ ４９.８ ４６.４ 3.８ ０.０
女性 ９7４ ２４.０ ５４.２ ２１.８ ０.０ ６２.９ 3５.６ １.４ ０.０
１・２に当てはまらない 3 33.3 ６６.7 ０.０ ０.０ １００.０ ０.０ ０.０ ０.０
回答しない １１６ ２3.3 ５１.7 ２５.０ ０.０ ６４.7 3２.８ ２.６ ０.０

２０歳代 ２０６ ２１.８ ５２.９ ２５.２ ０.０ ５１.０ ４４.２ ４.９ ０.０
３０歳代 ４１１ １６.3 ５7.４ ２６.3 ０.０ ５２.８ ４４.3 ２.９ ０.０
４０歳代 ４０４ ２１.3 ５５.９ ２２.８ ０.０ ６１.９ 37.１ １.０ ０.０
５０歳代 ４２２ ２3.7 ５２.４ ２3.９ ０.０ ６４.９ 33.４ １.7 ０.０
６０歳以上 １77 ２7.１ ５２.０ ２０.９ ０.０ ６０.５ 37.3 ２.3 ０.０

５　障害者権利条約（２００６年）

性
別

年
齢
別

全体

６　男女雇用機会均等法（１９８５年）

ｎ

(

人

)

(単位：％) 

(単位：％) 

(単位：％) 
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図表3０-２-② 人権に関する条約・法令等の認知度 性別・年齢別 

お
お
よ
そ
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容
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知
っ
て
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る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い
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明
・無
回
答

お
お
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そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

１,６２５ ２3.7 ５９.3 １7.０ ０.０ 3０.3 ６４.６ ５.１ ０.０

男性 ５3０ １９.４ ６４.２ １６.４ ０.０ ２６.８ ６7.２ ６.０ ０.０
女性 ９7４ ２４.８ ５８.１ １7.０ ０.０ 3１.3 ６４.４ ４.3 ０.０
１・２に当てはまらない 3 33.3 ６６.7 ０.０ ０.０ ０.０ １００.０ ０.０ ０.０
回答しない １１６ 33.６ ４８.3 １８.１ ０.０ 3９.7 ５４.3 ６.０ ０.０

２０歳代 ２０６ ２２.８ ６０.7 １６.５ ０.０ ２４.８ ６６.０ ９.２ ０.０
３０歳代 ４１１ ２０.９ ６１.８ １7.3 ０.０ ２５.８ ６８.１ ６.１ ０.０
４０歳代 ４０４ ２２.５ ６０.９ １６.６ ０.０ 33.４ ６3.９ ２.7 ０.０
５０歳代 ４２２ ２7.０ ５５.２ １7.８ ０.０ 3５.3 ６０.7 ４.０ ０.０
６０歳以上 １77 ２６.０ ５８.８ １５.3 ０.０ ２８.８ ６６.１ ５.１ ０.０

全体

性
別

年
齢
別

８　児童買春・児童ポルノ禁止法
     （１９９９年）

ｎ

(

人

)

７　障害者基本法（１９９3年）

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

１,６２５ １６.４ ５９.１ ２４.４ ０.０ 37.８ ５7.０ ５.２ ０.０

男性 ５3０ １3.４ ５９.１ ２7.５ ０.０ 3０.２ ６3.６ ６.２ ０.０
女性 ９7４ １7.６ ６０.６ ２１.９ ０.０ ４１.４ ５3.９ ４.7 ０.０
１・２に当てはまらない 3 33.3 33.3 33.3 ０.０ 33.3 ６６.7 ０.０ ０.０
回答しない １１６ ２０.7 ４８.3 3１.０ ０.０ ４3.１ ５１.7 ５.２ ０.０

２０歳代 ２０６ １４.１ ５６.3 ２９.６ ０.０ １８.９ ６3.６ １7.５ ０.０
３０歳代 ４１１ １４.１ ５８.９ ２7.０ ０.０ ２８.５ ６４.５ 7.１ ０.０
４０歳代 ４０４ １４.９ ６０.４ ２４.８ ０.０ ４４.８ ５3.０ ２.２ ０.０
５０歳代 ４２２ ２０.６ ５８.１ ２１.3 ０.０ ４９.５ ４８.８ １.7 ０.０
６０歳以上 １77 １８.６ ６２.１ １９.２ ０.０ 37.3 ６０.５ ２.3 ０.０

全体

９　人権教育・啓発推進法（２０００年）

性
別

年
齢
別

１０　ストーカー規制法（２０００年）

ｎ

(

人

)

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

１,６２５ 33.５ ５7.８ ８.６ ０.０ 3２.５ ６１.3 ６.２ ０.０

男性 ５3０ ２６.２ ６４.０ ９.８ ０.０ ２7.９ ６４.５ 7.５ ０.０
女性 ９7４ 3６.８ ５５.４ 7.８ ０.０ 3４.６ ５９.９ ５.５ ０.０
１・２に当てはまらない 3 33.3 ６６.7 ０.０ ０.０ 33.3 ６６.7 ０.０ ０.０
回答しない １１６ ４０.５ ５０.０ ９.５ ０.０ 3６.２ ５7.８ ６.０ ０.０

２０歳代 ２０６ ２６.２ ５９.7 １４.１ ０.０ ２４.８ ６４.６ １０.7 ０.０
３０歳代 ４１１ ２８.２ ６１.3 １０.５ ０.０ ２7.５ ６４.２ ８.3 ０.０
４０歳代 ４０４ 3６.９ ５６.２ ６.９ ０.０ 3５.６ ５９.7 ４.7 ０.０
５０歳代 ４２２ 3９.１ ５3.８ 7.１ ０.０ 3８.６ ５7.６ 3.８ ０.０
６０歳以上 １77 33.９ ６１.０ ５.１ ０.０ 3１.６ ６２.7 ５.６ ０.０

１１　児童虐待の防止等に関する法律
     （２０００年）

性
別

年
齢
別

全体

１２　ＤＶ防止法（２００１年）

ｎ

(

人

)

(単位：％) 

(単位：％) 

(単位：％) 
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図表3０-２-③ 人権に関する条約・法令等の認知度 性別・年齢別 

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

１,６２５ ５８.２ ４０.２ １.7 ０.０ １５.８ ５６.６ ２7.６ ０.０

男性 ５3０ ５3.６ ４3.８ ２.６ ０.０ １０.８ ５7.０ 3２.3 ０.０
女性 ９7４ ６０.９ 3８.２ ０.９ ０.０ １８.3 ５7.１ ２４.６ ０.０
１・２に当てはまらない 3 33.3 ６６.7 ０.０ ０.０ ０.０ ６６.7 33.3 ０.０
回答しない １１６ ５６.９ 3９.7 3.４ ０.０ １８.１ ５１.7 3０.２ ０.０

２０歳代 ２０６ ４８.５ ４８.５ ２.９ ０.０ ９.7 ５3.９ 3６.４ ０.０
３０歳代 ４１１ ５４.7 ４3.3 １.９ ０.０ １２.２ ５５.２ 3２.６ ０.０
４０歳代 ４０４ ６3.１ 3６.４ ０.５ ０.０ １６.６ ５7.２ ２６.２ ０.０
５０歳代 ４２２ ６０.7 37.４ １.９ ０.０ ２１.８ ５６.２ ２２.０ ０.０
６０歳以上 １77 ６０.５ 37.９ １.7 ０.０ １４.7 ６3.８ ２１.５ ０.０

性
別

年
齢
別

全体

１４　性同一性障害者特例法
      （２００４年）

ｎ

(

人

)

１3　個人情報保護法（２００3年）

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

１,６２５ ２１.１ ５６.１ ２２.８ ０.０ ２１.０ ５５.８ ２3.２ ０.１

男性 ５3０ １7.０ ５５.3 ２7.7 ０.０ １６.４ ５５.１ ２８.５ ０.０
女性 ９7４ ２２.６ ５８.０ １９.４ ０.０ ２２.９ ５7.3 １９.7 ０.１
１・２に当てはまらない 3 ０.０ ６６.7 33.3 ０.０ ０.０ １００.０ ０.０ ０.０
回答しない １１６ ２８.４ ４４.８ ２６.7 ０.０ ２６.7 ４５.7 ２7.６ ０.０

２０歳代 ２０６ １５.０ ５４.４ 3０.６ ０.０ １7.５ ５3.９ ２８.６ ０.０
３０歳代 ４１１ ２０.０ ５６.０ ２４.１ ０.０ １９.０ ５４.7 ２６.3 ０.０
４０歳代 ４０４ ２１.８ ５５.４ ２２.８ ０.０ ２１.８ ５５.０ ２3.3 ０.０
５０歳代 ４２２ ２５.４ ５６.２ １８.５ ０.０ ２４.２ ５５.２ ２０.６ ０.０
６０歳以上 １77 １９.２ ６０.５ ２０.3 ０.０ ２０.3 ６3.８ １５.3 ０.６

１５　高齢者虐待防止法（２００６年）

性
別

年
齢
別

全体

１６　障害者虐待防止法（２０１１年）

ｎ

(

人

)

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

１,６２５ ２９.１ ５7.7 １3.１ ０.１ １４.９ ５９.3 ２５.８ ０.０

男性 ５3０ ２８.7 ５５.7 １５.7 ０.０ １５.５ ６０.６ ２４.０ ０.０
女性 ９7４ ２９.3 ５９.４ １１.２ ０.１ １４.４ ５９.０ ２６.６ ０.０
１・２に当てはまらない 3 ０.０ ６６.7 33.3 ０.０ ０.０ ６６.7 33.3 ０.０
回答しない １１６ 3１.０ ５１.7 １7.２ ０.０ １7.２ ５６.０ ２６.7 ０.０

２０歳代 ２０６ ２５.7 ５８.3 １６.０ ０.０ １０.7 ５８.3 3１.１ ０.０
３０歳代 ４１１ ２3.６ ６１.3 １５.１ ０.０ １２.９ ６3.０ ２４.１ ０.０
４０歳代 ４０４ ２９.２ ５7.９ １２.９ ０.０ １7.１ ５7.９ ２５.０ ０.０
５０歳代 ４２２ 33.６ ５５.５ １０.９ ０.０ １7.１ ５９.7 ２3.２ ０.０
６０歳以上 １77 3５.０ ５3.１ １１.3 ０.６ １４.7 ５４.２ 3１.１ ０.０

１7　いじめ防止対策推進法
      （２０１3年）

性
別

年
齢
別

全体

１８　リベンジポルノ防止法（２０１４年）

ｎ

(

人

)

(単位：％) 

(単位：％) 

(単位：％) 
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図表3０-２-④ 人権に関する条約・法令等の認知度 性別・年齢別 

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

１,６２５ １９.６ ５２.４ ２7.９ ０.０ １3.０ ５５.０ 3２.０ ０.０

男性 ５3０ ２０.２ ５４.7 ２５.１ ０.０ １４.3 ５６.８ ２８.９ ０.０
女性 ９7４ １８.５ ５２.５ ２９.１ ０.０ １２.２ ５４.２ 33.６ ０.０
１・２に当てはまらない 3 33.3 33.3 33.3 ０.０ 33.3 33.3 33.3 ０.０
回答しない １１６ ２６.7 ４3.１ 3０.２ ０.０ １２.９ ５５.２ 3１.９ ０.０

２０歳代 ２０６ １８.０ ４９.０ 33.０ ０.０ ８.7 ４7.６ ４3.7 ０.０
３０歳代 ４１１ １7.０ ５7.7 ２５.3 ０.０ ９.０ ５６.０ 3５.０ ０.０
４０歳代 ４０４ ２０.８ ５２.０ ２7.２ ０.０ １3.４ ５５.４ 3１.２ ０.０
５０歳代 ４２２ ２１.１ ４９.3 ２９.６ ０.０ １7.3 ５６.９ ２５.８ ０.０
６０歳以上 １77 ２１.５ ５3.１ ２５.４ ０.０ １６.４ ５５.９ ２7.7 ０.０

性
別

年
齢
別

全体

２０　ヘイトスピーチ解消法（２０１６年）

ｎ

(

人

)

１９　障害者差別解消法（２０１６年）

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

全体 １,６２５ １7.９ ５１.９ 3０.２ ０.０ ２3.４ ５５.５ ２１.０ ０.０

男性 ５3０ １８.１ ５５.５ ２６.４ ０.０ １９.８ ５９.６ ２０.６ ０.０
女性 ９7４ １7.１ ５０.５ 3２.3 ０.０ ２５.１ ５４.２ ２０.7 ０.０
１・２に当てはまらない 3 33.3 33.3 33.3 ０.０ 33.3 ６６.7 ０.０ ０.０
回答しない １１６ ２3.3 ４８.3 ２８.４ ０.０ ２６.7 ４８.3 ２５.０ ０.０

２０歳代 ２０６ ８.7 ５3.９ 37.４ ０.０ ２０.４ ５１.９ ２7.7 ０.０
３０歳代 ４１１ １3.９ ５６.０ 3０.２ ０.０ ２１.２ ５９.４ １９.５ ０.０
４０歳代 ４０４ １８.１ ４９.８ 3２.２ ０.０ ２２.８ ５６.４ ２０.８ ０.０
５０歳代 ４２２ ２3.５ ４９.3 ２7.3 ０.０ ２7.3 ５２.６ ２０.１ ０.０
６０歳以上 １77 ２４.９ ５０.８ ２４.3 ０.０ ２５.４ ５５.４ １９.２ ０.０

性
別

年
齢
別

２２　こども基本法（２０２3年）２１　部落差別解消推進法（２０１６年）

ｎ

(

人

)

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

全体 １,６２５ １５.２ ５２.１ 3２.7 ０.０ ９.９ 3９.６ ５０.５ ０.０

男性 ５3０ １４.０ ５４.7 3１.3 ０.０ １２.５ ４２.５ ４５.１ ０.０
女性 ９7４ １５.４ ５１.５ 33.１ ０.０ 7.7 3８.５ ５3.８ ０.０
１・２に当てはまらない 3 ０.０ ６６.7 33.3 ０.０ ０.０ ６６.7 33.3 ０.０
回答しない １１６ １９.８ ４４.８ 3５.3 ０.０ １7.２ 3５.3 ４7.４ ０.０

２０歳代 ２０６ １１.7 ５１.５ 3６.９ ０.０ ４.４ 37.９ ５7.８ ０.０
３０歳代 ４１１ １１.９ ５４.7 33.3 ０.０ １０.7 ４２.3 ４7.０ ０.０
４０歳代 ４０４ １６.１ ５3.０ 3０.９ ０.０ １０.１ ４０.６ ４９.3 ０.０
５０歳代 ４２２ １９.２ ５０.２ 3０.６ ０.０ １3.3 37.０ ４９.８ ０.０
６０歳以上 １77 １５.８ ４９.２ 3５.０ ０.０ ６.２ 3９.０ ５４.８ ０.０

２3　ＬＧＢＴ理解増進法（２０２3年）

性
別

年
齢
別

２４　芦屋市犯罪被害者等支援条例
      （２０１６年）

ｎ

(

人

)

(単位：％) 

(単位：％) 

(単位：％) 
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図表3０-２-⑤ 人権に関する条約・法令等の認知度 性別・年齢別 

性別でみると、「おおよそ内容も含め知っている」では、「男女雇用機会均等法」は女性が

６２.９％で男性（４９.８％）よりも１3.１ポイント高く、差が最も大きい項目となっており、次いで

差が大きい項目として、「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」と「ストーカー規制法」

は女性が男性よりともに１１.２ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、「おおよそ内容も含め知っている」では、「ストーカー規制法」が、５０歳代が

４９.５％で最も高く、２０歳代が１８.９％で最も低くなっており、差が3０.６ポイントで、差が最も

大きい項目となっており、次いで差が大きい項目として、「部落差別解消推進法」で、６０歳以上

が２４.９％で最も高く、２０歳代が８.7％で最も低く、差が１６.２ポイントとなっています。 

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

お
お
よ
そ
内
容
も
含
め

知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

全体 １,６２５ ８.６ 3４.7 ５６.7 ０.０ ９.7 3８.６ ５１.7 ０.０

男性 ５3０ ８.９ ４１.５ ４９.６ ０.０ １０.４ ４3.４ ４６.２ ０.０
女性 ９7４ 7.８ 3１.５ ６０.7 ０.０ ８.６ 3６.４ ５４.９ ０.０
１・２に当てはまらない 3 ０.０ ６６.7 33.3 ０.０ ０.０ ６６.7 33.3 ０.０
回答しない １１６ １3.８ 3０.２ ５６.０ ０.０ １５.５ 3５.3 ４９.１ ０.０

２０歳代 ２０６ ５.８ ２９.１ ６５.０ ０.０ 7.3 3６.９ ５５.８ ０.０
３０歳代 ４１１ ６.６ ４3.８ ４９.６ ０.０ 7.５ ４４.3 ４８.２ ０.０
４０歳代 ４０４ １０.１ 3２.９ ５６.９ ０.０ １０.４ 37.６ ５２.０ ０.０
５０歳代 ４２２ １０.２ 3２.５ ５7.3 ０.０ １２.１ 37.０ ５０.９ ０.０
６０歳以上 １77 ９.０ ２９.４ ６１.６ ０.０ １０.２ 33.９ ５５.９ ０.０

性
別

年
齢
別

２６　芦屋市共に暮らすまち条例
       （２０２１年）

ｎ

(

人

)

２５　芦屋市心がつながる手話
        言語条例（２０１7年）

(単位：％) 
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図表3１-１ 人権に関する芦屋市のマニュアル等の認知度 所属別・性別・年齢別 

所属別でみると、「おおよそ内容も含め知っている」では、「職員ハンドブック「多様な性を理解す

る」」は市長部局が２８.５％で教育委員会（１５.４％）より１3.１ポイント高く、差が最も大きい項目とな

っており、次いで差が大きい項目として、「差別事象対応マニュアル」は市長部局が２０.６％で教育委

員会（９.１％）よりも１１.５ポイント高くなっています。 

性別でみると、「おおよそ内容も含め知っている」では、「差別事象対応マニュアル」は男性が

１６.６％で女性（１０.２％）よりも６.４ポイント高く、差が最も大きい項目となっています。 

年齢別でみると、「おおよそ内容も含め知っている」では、「人権教育・人権啓発に関する総合推進

指針」が、５０歳代が１９.２％で最も高く、２０歳代が１１.２％で最も低くなっており、差が８.０ポイント

で、差が最も大きい項目となっており、次いで差が大きい項目として、「職員ハンドブック「多様な性

を理解する」」で、５０歳代が２０.６％で最も高く、２０歳代が１3.１％で最も低く、差が7.５ポイントと

なっています。  

お
お
よ
そ
内
容
も

含
め
知
っ
て
い
る

名
前
は
聞
い
た

こ
と
が
あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

お
お
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も
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て
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る
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前
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た
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と
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る
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お
お
よ
そ
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容
も
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る

名
前
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聞
い
た

こ
と
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あ
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

１,６２５ １５.２ ４４.６ ４０.２ ０.０ １２.５ 37.８ ４９.7 ０.０ １８.7 ４０.０ ４１.3 ０.０

市長部局 ５33 ２０.６ ５０.５ ２８.９ ０.０ ２０.６ ４６.５ 3２.８ ０.０ ２８.５ ４５.２ ２６.3 ０.０

教育委員会 ２８６ １7.１ ４3.４ 3９.５ ０.０ ９.１ 37.１ ５3.８ ０.０ １５.４ ４3.7 ４０.９ ０.０

その他 ８０４ １０.９ ４１.２ ４7.９ ０.０ ８.3 3２.3 ５９.3 ０.０ １3.４ 3５.3 ５１.２ ０.０

男性 ５3０ １５.８ ４7.7 3６.４ ０.０ １６.６ 3９.６ ４3.８ ０.０ ２０.４ ４２.８ 3６.８ ０.０

女性 ９7４ １４.６ ４3.１ ４２.3 ０.０ １０.２ 37.２ ５２.7 ０.０ １7.８ 3８.８ ４3.４ ０.０

１・２に当てはまらない 3 ６６.7 ０.０ 33.3 ０.０ ６６.7 ０.０ 33.3 ０.０ ６６.7 33.3 ０.０ ０.０

回答しない １１６ １６.４ ４４.０ 3９.7 ０.０ １２.１ 3６.２ ５１.7 ０.０ １８.１ 37.９ ４４.０ ０.０

２０歳代 ２０６ １１.２ ５０.０ 3８.８ ０.０ 7.3 ４２.２ ５０.５ ０.０ １3.１ ４２.7 ４４.２ ０.０

３０歳代 ４１１ １４.８ ４６.５ 3８.7 ０.０ １3.４ ４１.６ ４５.０ ０.０ １９.０ ４０.９ ４０.１ ０.０

４０歳代 ４０４ １3.９ ４４.3 ４１.８ ０.０ １3.４ 3６.１ ５０.５ ０.０ １９.８ 3８.１ ４２.１ ０.０

５０歳代 ４２２ １９.２ ４０.５ ４０.3 ０.０ １４.５ 3４.８ ５０.7 ０.０ ２０.６ 3９.3 ４０.０ ０.０

６０歳以上 １77 １４.7 ４５.２ ４０.１ ０.０ １０.２ 3５.６ ５４.２ ０.０ １８.１ ４１.２ ４０.7 ０.０

２　差別事象対応マニュアル
３　職員ハンドブック
     「多様な性を理解する」

ｎ

(

人

)

全体

１　人権教育・人権啓発に関する
    総合推進指針

所
属
別

性
別

年
齢
別

あなたは、本市には、次にあげるマニュアル等があることを知っていますか。 問 3１ 

(単位：％) 
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図表3２-１ 人権に関する芦屋市の市民向け相談や制度の認知度 所属別・性別・年齢別 

所属別でみると、「知っている」では、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」は市長部局が

73.９％で教育委員会（37.１％）より3６.８ポイント高く、差が最も大きい項目となっており、次いで

差が大きい項目として、「特設人権相談所（人権擁護委員による人権相談）」は市長部局が7０.０％で

教育委員会（3８.８％）よりも3１.２ポイント高くなっています。 

性別でみると、「知っている」では、「特設人権相談所（人権擁護委員による人権相談）」は男性が

５０.０％で女性（４２.９％）よりも7.１ポイント高く、差が最も大きい項目となっており、次いで差が大

きい項目として、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」は男性が５１.3％で女性（４４.４％）

よりも６.９ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、「知っている」では、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」が、3０歳代が

５４.7％で最も高く、６０歳以上が33.９％で最も低くなっており、差が２０.８ポイントで、差が最も大

きい項目となっており、次いで差が大きい項目として、「特設人権相談所（人権擁護委員による人権

相談）」で、3０歳代が５１.６％で最も高く、２０歳代が3４.５％で最も低く、差が１7.１ポイントとなって

います。  
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ら
な
い
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明
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答

知
っ
て
い
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

知
っ
て
い
る

知
ら
な
い

不
明
・無
回
答

１,６２５ ４５.５ ５４.５ ０.０ ４８.８ ５１.２ ０.０ ４7.２ ５２.８ ０.０

市長部局 ５33 7０.０ 3０.０ ０.０ 7０.０ 3０.０ ０.０ 73.９ ２６.１ ０.０

教育委員会 ２８６ 3８.８ ６１.２ ０.０ ４１.3 ５８.7 ０.０ 37.１ ６２.９ ０.０

その他 ８０４ 3１.８ ６８.２ ０.０ 37.６ ６２.４ ０.０ 33.１ ６６.９ ０.０

男性 ５3０ ５０.０ ５０.０ ０.０ ５１.１ ４８.９ ０.０ ５１.3 ４８.7 ０.０

女性 ９7４ ４２.９ ５7.１ ０.０ ４7.０ ５3.０ ０.０ ４４.４ ５５.６ ０.０

１・２に当てはまらない 3 ６６.7 33.3 ０.０ ６６.7 33.3 ０.０ ６６.7 33.3 ０.０

回答しない １１６ ４7.４ ５２.６ ０.０ ５3.４ ４６.６ ０.０ ５１.7 ４８.3 ０.０

２０歳代 ２０６ 3４.５ ６５.５ ０.０ ４3.２ ５６.８ ０.０ 3９.3 ６０.7 ０.０

３０歳代 ４１１ ５１.６ ４８.４ ０.０ ５２.１ ４7.９ ０.０ ５４.7 ４５.3 ０.０

４０歳代 ４０４ ４7.０ ５3.０ ０.０ ５０.５ ４９.５ ０.０ ４7.５ ５２.５ ０.０

５０歳代 ４２２ ４3.６ ５６.４ ０.０ ４９.５ ５０.５ ０.０ ４９.１ ５０.９ ０.０

６０歳以上 １77 ４６.９ ５3.１ ０.０ ４3.５ ５６.５ ０.０ 33.９ ６６.１ ０.０

年
齢
別

全体

２　ＬＧＢＴ（セクシュアル
　　マイノリティ）電話相談

３　パートナーシップ・
    ファミリーシップ宣誓制度

ｎ

(

人

)

１　特設人権相談所（人権
　　擁護委員による人権相談）

所
属
別

性
別

あなたは、本市には、次にあげる市民向けの相談や制度があることを知ってい

ますか。 
問 3２ 

(単位：％) 



100 

１４．人権問題についての自由意見 

人権問題について、８3人から自由記述による回答があり、下表のとおり分類・集計しました。 

なお、１人の回答が複数の内容にわたる場合は、複数回答として、それぞれの内容に分類していま

す。 

人権問題についての自由意見 

具体的内容
件数
（件）

人権教育について １１

人権問題に関する啓発活動について 3

人権擁護・差別解消への積極的意見 ９

人権協調への反発・人権啓発過剰論 ２

女性に関する問題 ２

こどもに関する問題 ５

高齢者に関する問題 ４

障がいのある人に関する問題 3

同和問題（部落差別） ４

日本で暮らす外国人に関する問題 ４

ハンセン病患者・回復者及び家族に関する問題 １

ＬＧＢＴＱなどの性的少数者に関する問題 3

マスコミによる過剰報道の問題 ２

働く人の権利に関する問題 ５

ハラスメントによる人権侵害の問題 ８

人権に関するその他の意見 １7

本アンケートに関する意見 １２

行政への要望 ６

その他 ６

合計 １０7

最後に、人権問題についてご意見がありましたら、自由にご記入ください。 
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第３章 調査結果のまとめ

１．人権全般に関することがらについて 

○（問１）人権を身近に感じる程度については、『身近に感じる』（「ひじょうに身近に感じる」と「ある

程度身近に感じる」の合計）の割合は６９.０％で、令和元年度調査及び市民調査より高くなって

います（図表１-１、図表１-２）。 

○（問２）①日本の社会は人権が尊重されているかについては、『そう思う』（「そう思う」と「どちら

かといえば思う」の合計）の割合は５１.3％となっており、令和元年度調査及び市民調査との大

きな差はみられません（図表２①-１、図表２①-２）。 

②芦屋市では人権が尊重されているかについては、『そう思う』の割合は５９.９％で、市民調査よ

り高くなっています（図表２②-１、図表２②-２）。 

③芦屋市民の人権意識は高くなっているかについては、『そう思う』の割合は４８.８％で、令和元

年度調査及び市民調査より高くなっています（図表２③-１、図表２③-２）。 

○（問３）人権を侵害された経験については、「ない」の割合が６7.８％、「ある」が3２.２％となって

います。令和元年度調査及び市民調査との大きな差はみられません（図表３-１、図表３-２）。 

（問3-１）受けた人権侵害の内容については、「パワー・ハラスメント（パワハラ：職場で地位や人

間関係などの優位性を用いて行ういやがらせやいじめ）」が令和元年度調査及び市民調査同様、

割合が最も高い項目であり、最も増加した項目となっています（図表３-１-１）。 

（問3-２）人権が侵害されたときの対処については、「友達、同僚、上司、教師に相談した」が、令

和元年度調査及び市民調査同様、割合が最も高い項目となっています。また、「何もしなかった」

の割合が令和元年度調査より、大きく減少しています（図表3-２-１）。 

さらに、相談先別にみる問題解決の有無については、「弁護士に相談した」以外で「解決しなか

った」の割合が高くなっています(図表3-２-４）。 

○（問４）今後人権が侵害された場合の対処については、「家族、親類に相談する」が、令和元年度調

査及び市民調査同様、割合が最も高い項目となっています（図表４-１）。 

○（問５）関心のある人権問題については、令和元年度調査と比較すると、特に「障がいのある人に

関する問題」、「高齢者に関する問題」の割合が大きく減少しています（図表５-１）。 
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２．女性の人権について 

○（問６）女性の人権に関する問題点については、「「男は仕事、女は家庭」など性別による役割を固

定的にとらえること」の割合が37.０％で最も高く、次いで「女性の活躍を妨げる古い考え方や

社会通念、慣習、しきたりが残っていること」が3５.０％、「女性の社会参画のための環境や支援

制度の不備」が２7.3％の順で高くなっており、上位３位は令和元年度調査と同順となっていま

す（図表６-１）。 

○（問７）女性の人権を守るために特に必要なことについては、「女性が働きやすい社会の仕組みを

作る」が7０.６％で最も高く、次いで「男女平等に関する教育を充実する」が33.８％、「ストーカ

ー行為や性犯罪の取締りを強化する」が２８.６％となっています。 

また、「女性が働きやすい社会の仕組みを作る」が令和元年度調査及び市民調査同様、割合が

最も高い項目となっています（図表7-１）。 

3．こどもの人権について 

○（問８）こどもの人権に関する問題点については、「保護者がこどもに身体的・心理的・性的虐待を

加えたり、子育てを放棄したりする」が５６.４％で最も高く、次いで「インターネット（ＳＮＳなど）を

使ったいじめが起きている」が3９.3％、「こども同士が「暴力」や「仲間はずれ」、「無視」などのい

じめをする」が3８.０％となっています。 

また、「保護者がこどもに身体的・心理的・性的虐待を加えたり、子育てを放棄したりする」が

令和元年度調査及び市民調査同様、割合が最も高い項目となっています。 

さらに、令和元年度調査と比較すると、「保護者がこどもに教育や指導のつもりで体罰をする」、

「保護者がこどもに身体的・心理的・性的虐待を加えたり、子育てを放棄したりする」の割合が大

きく減少し、「教師や保育者（保育施設において、こどもにかかわることを仕事としている人の総

称）などによる言葉の暴力や体罰」、「インターネット（ＳＮＳなど）を使ったいじめが起きている」

の割合が大きく増加しています（図表８-１）。 

○（問９）こどもの人権を守るために特に必要なことについては、「いじめや虐待の防止や早期発見

ができる体制を整える」が４５.６％で最も高く、次いで「インターネット（ＳＮＳなど）の正しい活用

など情報モラル教育を充実させる」が3９.3％、「保護者や教師の人権意識を高める」が3１.４％

の順で割合が高くなっており、上位３位は令和元年度調査と同順となっています。 

また、令和元年度調査と比較すると、「こどもも独立した権利を持っており、意見を聞くなど尊

重する必要があることを大人が認識する」、「保護者や教師の人権意識を高める」の割合が大き

く増加しています（図表９-１）。 

４．高齢者の人権について 

○（問１０）高齢者の人権に関する問題点については、「家庭や施設での介護を支援する制度が十分

でない」が37.８％で最も高く、次いで「働く意欲や能力があるのに雇用と待遇が十分保障され

ていない」が37.５％、「悪徳商法や詐欺などによる被害が多い」が3０.２％の順で割合が高くな

っています。 

また、令和元年度調査と比較すると、「高齢者だけでは住宅への入居が難しい」が大きく増加

しています（図表１０-１）。 

○（問１１）高齢者の人権を守るために特に必要なことについては、「高齢者が自立して生活しやす

い環境にする」が５０.２％で最も高く、次いで「高齢者やその家族が孤立しないよう地域で支援

をする」が3５.3％、「病院での看護や、福祉施設での介護等の対応を改善する」が２６.８％の順

で割合が高くなっており、上位３位は令和元年度調査と同順となっています（図表１１-１）。 
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５．障がいのある人の人権について 

○（問１２）障がいのある人の人権に関する問題点については、「働く場所や能力を発揮する機会が

少なく、仕事上の待遇が十分でない」が４８.２％で最も高く、次いで「障がいのある人が虐待や不

当な扱いを受けたり、意見や行動が尊重されなかったりする」が3４.９％、「障がいのあるなしに

かかわらず、共にふれあい理解を深めるような機会が少ない」が3４.５％の順で割合が高くなっ

ており、上位３位は令和元年度調査と同順となっています。 

また、令和元年度調査と比較すると、「働く場所や能力を発揮する機会が少なく、仕事上の待

遇が十分でない」の割合が大きく減少し、「障がいのある人が虐待や不当な扱いを受けたり、意

見や行動が尊重されなかったりする」、「障がいのあるなしにかかわらず、共にふれあい理解を深

めるような機会が少ない」の割合が大きく増加しています（図表１２-１）。 

○（問１３）障がいのある人の人権を守るために特に必要なことについては、「障がいのある人が自

立して生活しやすい環境にする」が５０.５％で最も高く、次いで「障がいのある人の就職機会を

増やし、労働環境を改善する」が3２.２％、「医療や福祉のサービスを充実させる」が２２.１％の順

で割合が高くなっており、上位３位は令和元年度調査と同順となっています。 

また、令和元年度調査と比較すると、「障がいのある人に対する正しい理解を深めるための啓

発広報活動等を充実させる」、「障がいのある人の就職機会を増やし、労働環境を改善する」の割

合が大きく減少しています（図表１3-１）。 

６．同和問題（部落差別）について 

○（問１４）同和問題（部落差別）に関して起きている人権問題については、「インターネット（ＳＮＳな

ど）を悪用した人権侵害」が3９.０％で最も高く、次いで「差別的な言動」が２８.６％、「結婚問題

での周囲からの反対」が２４.7％の順で割合が高くなっており、上位３位は令和元年度調査と同

順となっています（図表１４-１）。 

○（問１５）こどもの結婚相手が同和地区の人の場合の対応については、「こどもの意志を尊重する」

が４６.２％で最も高く、次いで「わからない」が２４.２％、「反対する理由にはならないので、当然

結婚を認める」が１7.４％の順で割合が高くなっており、上位３位は令和元年度調査と同順とな

っています（図表１５-１、図表１５-２）。 

○（問１６）同和地区の人と結婚しようとした際に家族から反対を受けたときの対応については、

「説得に全力を傾け、できるだけ理解を得て、自分の意志を貫いて結婚する」が37.８％で最も

高く、次いで「わからない」が3２.０％、「家族や親せきの反対に関係なく、自分の意志を貫いて結

婚する」が２１.２％の順で割合が高くなっており、上位３位は令和元年度調査と同順となってい

ます（図表１６-１、図表１６-２）。 

○（問１７）同和問題（部落差別）が生じる原因や背景については、「社会全体に残る差別意識」が

3２.１％で最も高く、次いで「家族や親せきから教えられる偏見・差別意識」が１８.８％、「わから

ない」が１２.９％の順で割合が高くなっています。 

また、「社会全体に残る差別意識」が令和元年度調査同様、割合が最も高い項目となっていま

す。 

さらに、令和元年度調査と比較すると、「家族や親せきから教えられる偏見・差別意識」の割合

が大きく減少しています（図表１7-１）。 
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7．外国人の人権について 

○（問１８）在住外国人の人権に関する問題点については、「言葉の違いで情報が伝わりにくい」が

４２.６％で最も高く、次いで「文化などの違いにより地域社会で受け入れられにくい」が33.８％、

「就職・職場で不利な扱いを受ける」、「働く場所や能力を発揮する機会が少ない」がともに

２１.４％の順で割合が高くなっています。 

また、令和元年度調査と比較すると、「ヘイトスピーチ（特定の人種や民族、宗教などに属する

集団や個人を指して、攻撃的・差別的表現をすること）によるいやがらせなどがある」の割合が大

きく増加しています（図表１８-１）。 

○（問１９）在住外国人の人権を守るために特に必要なことについては、「日本人と外国人の交流等

を進め、お互いの文化や社会事情を理解する機会をつくる」が3９.４％で最も高く、次いで「外国

人の労働環境を見直す」が3１.7％、「外国人が日本語を学べる機会をつくる」が２９.５％の順で

割合が高くなっており、上位３位は令和元年度調査と同順となっています（図表１９-１）。 

８．情報化などに伴う人権侵害について 

○（問２０）インターネットを悪用した人権侵害に関する問題点については、「他人へのひどい悪口

（誹謗中傷）や差別的な表現などの掲載」が7６.９％で最も高く、次いで「事件や事故の被害者や

加害者の実名、顔写真などの情報を無断で掲載すること」が3９.４％、「いったん流れた情報の修

正や回収の困難さ」が3６.８％の順で割合が高くなっています。 

また、「他人へのひどい悪口（誹謗中傷）や差別的な表現などの掲載」が令和元年度調査同様、

割合が最も高い項目となっています。 

さらに、令和元年度調査と比較すると、「他人へのひどい悪口（誹謗中傷）や差別的な表現など

の掲載」の割合が大きく増加し、「犯罪を誘発する場となっている出会い系サイトなど」、「プライ

バシーに関する情報の第三者による無断掲載」が大きく減少しています（図表２０-１）。 

○（問２１）インターネット上で人権侵害を見たときの対応については、「そのような投稿やＷＥＢペ

ージは、見ずに無視する」が４６.４％で最も高く、次いで「自分とかかわりがないので、特に何も

しない」が１８.９％、「わからない」が１２.２％の順で割合が高くなっています。 

また、「そのような投稿やＷＥＢページは、見ずに無視する」が市民調査同様、割合が最も高い

項目となっています（図表２１-１）。 

〇（問２２）インターネットによる人権問題を解決するために特に必要なことについては、「不当・違

法な情報発信者に対する監視、取締りを強化する」が５２.０％で最も高く、次いで「プロバイダに

よる情報の削除や、自主規制を推進する」が５０.８％、「発信者情報の開示や、裁判の簡素化のた

めの法整備を進める」が４４.４％の順で割合が高くなっています。 

また、「不当・違法な情報発信者に対する監視、取締りを強化する」が市民調査同様、割合が最

も高い項目となっています（図表２２-１）。 
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９．ＬＧＢＴＱなどの性的少数者の人権について 

○（問２３）ＬＧＢＴＱなどの性的少数者の人権に関する問題点については、「差別的な言動をされる」

が４６.４％で最も高く、次いで「職場・学校・福祉施設などでいやがらせやいじめを受ける」が

3６.7％、「ＬＧＢＴＱなどの性的少数者であることを本人の承諾なしに第三者に伝える（アウティ

ングという）」が２7.８％の順で割合が高くなっています。 

また、「差別的な言動をされる」が令和元年度調査及び市民調査同様、割合が最も高い項目と

なっています。 

さらに、令和元年度調査と比較すると、「じろじろ見られたり、避けられたりする」、「ＬＧＢＴＱ

などの性的少数者の人権を守るための法律や制度の整備が十分でない」の割合が大きく減少し

ています（図表２3-１）。 

○（問２４）ＬＧＢＴＱなどの性的少数者だと打ち明けられた場合の反応については、「抵抗を感じな

い」が２８.４％で最も高く、次いで「どちらともいえない」が２５.６％、「どちらかといえば抵抗を

感じない」が１９.１％の順で割合が高くなっています。 

また、「抵抗を感じない」が市民調査同様、割合が最も高い項目となっています（図表２４-１）。 

○（問２５）ＬＧＢＴＱなどの性的少数者の人権問題を解決するために特に必要なことについては、

「正しい理解を深めるための教育・啓発活動を充実させる」が５２.９％で最も高く、次いで「公共

施設や学校などのトイレや更衣室について利用しやすい環境を整備すること」が3４.４％、「ＬＧＢ

ＴＱなどの性的少数者の人権を擁護する法律や条例の整備を進める」が33.０％の順で割合が

高くなっています。 

また、「正しい理解を深めるための教育・啓発活動を充実させる」が市民調査同様、割合が最も

高い項目となっています（図表２５-１）。 

１０．ハンセン病患者・回復者及び家族の人権について 

○（問２６）ハンセン病患者・回復者及び家族の人権に関する問題点については、「偏見による差別

的な言動」が４８.２％で最も高く、次いで「怖い病気であるという誤解」が3９.3％、「じろじろ見

たり、避けたりすること」が２９.４％の順で割合が高くなっています。 

また、「偏見による差別的な言動」が市民調査同様、割合が最も高い項目となっています（図表

２６-１）。 

○（問２７）ハンセン病患者・回復者及び家族の人権を守るために特に必要なことについては、「ハン

セン病についての正しい情報の提供や、理解を深める教育・啓発」が６7.９％で最も高く、次いで

「ハンセン病療養所退所者への生活支援」が２９.7％、「ハンセン病患者・回復者及び家族の人権

に関する相談体制の充実」が２８.１％の順で割合が高くなっています。 

また、「ハンセン病についての正しい情報の提供や、理解を深める教育・啓発」が市民調査同様、

割合が最も高い項目となっています（図表２7-１）。 
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１１．働く人の人権について 

○（問２８）働く人の人権に関する問題点については、「長時間労働が常態化して、ワーク・ライフ・バ

ランス（仕事と生活の調和）が保てない」が37.４％で最も高く、次いで「非正規雇用の割合が高

くなり、待遇の差が大きくなっている」が１９.４％、「休暇制度があっても取れないような実態が

ある」が１８.６％の順で割合が高くなっています。 

また、「長時間労働が常態化して、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）が保てない」が

令和元年度調査同様、割合が最も高い項目となっています。 

令和元年度調査と比較すると、「休暇制度があっても取れないような実態がある」の割合が大

きく減少しています（図表２８-１）。 

１２．人権問題に関する啓発活動について 

○（問２９）効果的と思われる人権啓発活動については、「講演会、講義形式の研修会・学習会」が

3９.０％で最も高く、次いで「インターネット(ＳＮＳ・ホームページなど)」が37.５％、「ワークショ

ップ形式（専門家をまじえた少人数の討議・活動）の研修会・学習会」が２６.7％の順で割合が高

くなっています。 

また、「講演会、講義形式の研修会・学習会」が令和元年度調査同様、割合が最も高い項目とな

っています。 

令和元年度調査と比較すると、「ワークショップ形式（専門家をまじえた少人数の討議・活動）

の研修会・学習会」の割合が大きく減少し、「インターネット(ＳＮＳ・ホームページなど)」、「相互の

理解を深めるための交流会」が大きく増加しています（図表２９-１）。 

○（問３０）人権に関する条約・法令等の認知度については、市民調査と比較できる項目でみると、

「おおよそ内容も含め知っている」では、すべての項目で職員調査の割合が高くなっています。  

また、「男女雇用機会均等法」、「個人情報保護法」は「おおよそ内容も含め知っている」、「芦屋

市犯罪被害者等支援条例」、「芦屋市心がつながる手話言語条例」、「芦屋市共に暮らすまち条例」

は「知らない」、その他の条約・法令等では「名前は聞いたことがある」が最も高くなっています

（図表3０-１）。 

○（問３１）人権に関する芦屋市のマニュアルの認知度については、『知っている』（「おおよそ内容も

含め知っている」と「名前は聞いたことがある」の合計）は、「人権教育・人権啓発に関する総合推

進指針」の割合が５９.８％で最も高く、「差別事象対応マニュアル」が５０.3％で最も低くなってい

ます（図表3１-１）。 

○（問３２）人権に関する芦屋市の市民向け相談や制度の認知度については、「知っている」は、

「ＬＧＢＴ（セクシュアルマイノリティ）電話相談」の割合が４８.８％で最も高く、「特設人権相談所

（人権擁護委員による人権相談）」が４５.５％で最も低くなっています（図表3２-１）。 
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資料
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